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演

皿沼

比
較
法
学
の
た
め
の
理
論

法
の
通
用
力
に
つ
い
て
の
帰
結

議

序

三δ.
H問

比
較
法
学
が
言
語
と
い
う
要
素
を
発
見
し
〔
そ
れ
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
〕
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
し
か
な
い
。

〔
こ
う

言
う
と
〕
諸
君
は
、
首
を
横
に
振
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
君
も
当
然
御
存
知
の
通
り
、
比
較
法
に
は
言
語
(
外
国
語
)
の
知
識

が
必
要
で
あ
り
、
法
と
言
語
と
は
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
言
語
は
、
法
学
者
の
唯
一
無
二
の
道
具
定

2
同
ロ
田

H
2
5
3
C
で
あ
る
。

ま
た
学
者
の
個
性
を
通
し
て
も
、
相
互
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
法
学
者
で
あ
っ
た
ヤ
l
コ
プ
・
グ
リ
ム
己
目
。
σ

(
2〉

は
『
ド
イ
ツ
文
法

(
U
2門
的

nr刊
の
E
B
B白
色
同
)
』
を
著
し
て
、
ド
イ
ツ
言
語
学
(
岳
巾

m
2
5白巳

R
Z
E己
o
z
m
F巾
)
と
い

ハ
3
〉

う
学
聞
の
礎
を
築
い
た
。
『
ド
イ
ツ
語
文
体
論
(
ロ

2
2
n
Z
ω
E
Eロ
目
。
』
と
い
う
本
の
著
者
で
あ
る
ル

1
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ラ
イ
ナ
ー
ス

言
語
と
法
は
、

。ュBHHH)

(
F
C門
H
J
Z
m
H凶
包
ロ
巾
同
凹
)
は
、
法
律
家
で
あ
っ
た
。
最
近
の
例
で
は
、
グ
ラ
イ
ス
(
の
Z
U
乙
と
い
う
法
律
家
が
、
『
似
市
非
辞
典

(

4

)

訳
註

(
1
〉

マ

ス

ク

《

5
)

君
。
同
芯
円
E
n
r〉
』
を
書
い
て
い
る
。
「
法
律
は
、
仮
面
を
着
け
て
登
場
し
て
く
る
(
ピ
唱
団
ぎ
毛
田

5
巾
]
阿
古
白

g
g
w
)」
。
言
語
と
い
う

マ
ス
タ
仮
面
で
あ
る
。
言
語
は
、
ま
た
、
人
間
が
有
す
る
「
最
も
効
き
目
の
強
い
薬
剤
」
で
も
あ
る
(
ラ
ジ
ャ
ド
・
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
河
口
仏
吉
正
(
Cロ・

阿C
1
5
m
〉
。
法
的
効
果
を
生
み
出
す
薬
剤
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
テ
l
マ
を
更
に
追
究
し
、

一
体
、
或
る
特
定
の
言
語
、
そ
の
構
造
や
文
法
が
、
或
る
特
定
の
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
な

の
か
、
及
ぼ
す
と
す
れ
ば
如
何
な
る
影
響
な
の
か
、
を
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
法
の
構
造
は
、
言
語
の
構
造
の
制
約
を
受
け
る
も

訳
註
(

2

V

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
〔
そ
う
だ
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
。
〕
こ
の
間
題
は
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
脱
植
民
地
化
の
後
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ツ
ス
テ
ム

に
、
自
国
語
が
法
〔
律
〕
用
言
語
と
な
っ
て
、
英
語
を
駆
逐
し
た
と
き
、
法
体
系
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
招
来
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
際

ハ
6
)

に
、
殊
に
頻
繁
に
指
掃
さ
れ
て
き
た
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、
法
〔
律
〕
用
言
語
な
り
教
会
用
言
語
の
ラ
テ
ン
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
転
換

訳
註
〈
3
〉

に
つ
い
て
の
類
似
の
研
究
は
、
我
が
国
(
ド
イ
ツ
)
に
は
な
い
。
言
語
と
法
と
い
う
こ
の
テ

l
マ
に
関
す
る
体
系
的
〈
理
論
的
)
研
究
は
、

(

7

)

(

自
)

以
前
に
は
ブ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ブ
(
明

0
2
P丘
町
)
が
、
そ
し
て
特
に
ノ
イ
マ
ン
1
ド
ュ
i
ス
ペ
ル
グ

(
Z
2
5回ロロ
EU5印
ゲ

2
m〉
が
発
表
し
て

い
る
o

オ
ラ
ン
ダ
と
ベ
ル
ギ
ー
で
こ
の
テ
l
マ
と
取
り
組
ん
で
い
る
学
者
と
し
て
は
、
ま
ず
、
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
ハ
〈
白
ロ
仏
巾
ロ

〈

9
〉

∞2
m
y〉
と
ブ
レ
ー
ク
マ
ン
(
切

Z
巾
「
白
山
口
)
が
い
る
。
し
か
し
、
比
較
法
学
は
、
こ
れ
ら
の
業
績
を
、
大
し
て
参
考
に
し
て
き
た
わ
け
で

訳
註

(
4〉

は
な
い
。E 

若
干
の
ア
プ
ロ
ー
チ

言語と法 (Spracheund Recht) 

訳
註
(

5

)

言
語
は
我
々
の
思
考
の
小
間
使
〈
宮
品

εと
い
わ
ん
よ
り
は
母
〈

Z
5
5乙
で
あ
る
、
と
い
う
カ
ー
ル
・
グ
ラ
ウ
ス
〈
同
国
ユ
穴
F
C
C
の
コ

訳
註
(

6

)

メ
ン
ト
を
、
皮
切
り
に
し
よ
う
。
「
言
葉
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
物
は
存
在
し
な
い
」
、
と
い
う
〔
ド
イ
ツ
の
詩
人
〕
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ

訳
註
(

7

)

の
言
葉
も
手
懸
り
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
予
感
さ
せ
る
問
題
の
脈
絡
を
、
筒
短
に
で
は
あ
る
が
、
な
ぞ
っ

ル
ゲ
〈
ω
Z町
田
ロ
の
巾
O
円

m巾)

て
み
よ
う
。

は
、
法
律
学
を
「
一
言
葉
の
学
問
(
君
。
ユ
耳
目
白
田

g
田口
r出
向
。
」
の
一
つ
だ
と
し
た
。
こ
の
表
現

(
却
)

ロ
ス
コ

l

・
バ
ウ
ン
ド

(HN28巾
可
。
己
ロ
向
。
が
引
き
継
い
だ
。
こ
の
言
葉
は
、
一
体
、
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
古

ハ

ロ

)

(

刊

M

)

〈

臼

〉

法
に
あ
っ
て
は
、
リ
ズ
ム
や
頭
韻
や
脚
韻
や
法
的
な
詩
句
が
如
何
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
想
い
を
致
す
な
ら
ば
、

ポ
エ
ジ
ー

問
題
の
核
心
に
一
歩
迫
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
詩
と
法
と
の
聞
の
結
び
付
き
は
、
常
に
、
私
を
驚
か
せ
て
止
ま
な
い
。
ま
ず
、
現
在
の
〔
法

カ
ン
ト
ロ
ー
グ
ィ
チ
(
穴
山
口
可
。
者
-
n
N
)

ii 
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演

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
弘
)

(〈
O
ロ

L
2
可

0
2芯

F
E
H
N
2
Z
)』
や
、

(〈

O
B

律
〕
条
文
の
数
字
付
け
は
、

そ
し
て
、
ャ
l
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
『
法
に
お
け
る
詩
に
つ
い
て

訳
註
(

8

)

(
開
ユ
}
内
巧
O
}
同
)
の
『
ド
イ
ツ
文
芸
に
現
わ
れ
た
法
に
つ
い
て

誘

エ
l
リ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ

〈

お

)

当
2
2
門凶巾印刷山巾

n
r
z
z
ι
2仲田口
r
2
0
F
n
z
g
m
)』
を
経
て
、
ヴ
ォ
l
ル
ハ
ウ
プ
タ
l
(
君
。

E
r
g
-巾
る
の
『
詩
人
法
律
家
(
宮
口
}γ

(
日
)

同
巾
ユ
ロ
ユ
回
同
巾
ロ
)
』
〔
と
い
う
作
品
〕
ま
で
、
こ
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ン

(
Z
C
E
2
2る
の
『
ヒ
ュ
ペ

l

リ
オ
ン

ハ
口
)

(国吉一巾
H
F
O

ロ
)
』
や
、
ロ
マ
ン
派
な
ら
び
に
古
典
主
義
の
ド
イ
ツ
文
芸
全
般
が
、
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
!
?
。
ロ
∞

2
目
的
ロ
己
に
与
え
た
影
響

訳
註
〈
9
)

メ

ル

ヒ

エ

は
大
き
い
。
御
伽
話
(
童
話
)
と
法
と
の
結
び
付
き
|
|
例
え
ば
、
「
『
テ
ー
ブ
ル
よ
、
食
事
の
用
意
』
と
『
金
貨
を
ほ
き
だ
す
ろ
ば
』
と

訳
註
(
叩
)

『
こ
ん
棒
よ
、
ふ
く
ろ
か
ら
』
(
吋
広
島

r
E
p
n
w
仏
Hny
。
。
包
巾
凹
巾
]
ロ
ロ
仏
関
口

ε宮
]
白

5
号

s
r品
)
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
|
|

訳
註
(
日
)

も
、
ま
た
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ら
は
全
て
偶
然
に
す
ぎ
な
い
の
か
1
1
J
そ
れ
と
も
、
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

外
国
法
継
受
に
と
っ
て
法
律
専
用
言
語
が
持
つ
意
義
を
考
え
る
こ
と
で
、
ま
た
一
つ
別
の
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
み
よ
う
。
そ

(

叫

同

)

戸

l

・
フ
レ
ン
チ
〈
g
d
h
mィ
g
n
y
)

で
あ
る
。
こ
れ
は
ノ
ル
マ
ン
人
か
ら
借
用
し
た
言
語
で
、
中
世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
一
つ
の
例
が
、

の
法
律
家
た
ち
が
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
専
門
言
語
も
、

ま
た
、

ロ
ー
マ
法
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
大
陸
ほ
ど
大
々
的
に
は
継
受
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
の
一
因
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
特
異
で
あ
り
、
外
国
法
に
対
す
る
免
疫
性
を
持
っ
て
い
た
o

非
常
に
専
門
技
術
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
用
い
る
概
念
を
言
い
表
わ
す
の
に
、

な
ぜ
そ
ん
な
に
専
門
技
術
的
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、

科
学
者
と
同
じ
よ
う
に
厳
密
に
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
言
語
を
見
つ
け
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
。

(
凶
〉

こ
こ
で
、
註
釈
学
派
〈
の
]
。
由
凹
白
同
g。
吋
巾
ロ
と
〉
に
あ
つ
て
は
修
辞
学
(
列
呂
}

(
m初
ω

)

〈

n〉

}omFW)
と
法
律
学
、
そ
し
て
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
法
と
詩
(
句
。

2-巾
)
と
の
聞
に
は
緊
密
な
関
係
が
あ
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
事
情
を

も
想
い
起
こ
そ
う
。
こ
れ
ら
は
、
言
語
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
た
内
的
(
論
理
的
)
結
合
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

北法35( 6・4)692 



ポ

エ

ジ

ー

ポ

エ

ジ

ー

ミ

ユ

F

ス

「
修
辞
学
も
、
ま
た
、
神
話
(
富
山
三
ro目
〉
と
詩
の
子
供
で
あ
る
。
:
:
:
詩
と
神
話
は
、
先
史
時
代
の
人
類
が
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
森

(

幻

〉

羅
万
象

(
d
E
〈
内
同
町
己
ヨ
)
に
与
え
た
解
答
で
あ
る
」
。

ハ
お
〉

(、
H
d
m
F呂
田
]
H
S品
古
田
己
O
ロ
〉
』
と
い
う
本
の

中
で
、
法
律
専
門
用
語
が
法
律
家
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
形
造
っ
て
い
く
の
か
を
検
討
し
て
い
る
の
は
、
何
ら
驚
く
に
価
し
な
い
。
情
報
処

だ
か
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
・

B
・
ホ
ワ
イ
ト

(
F
5
2
∞
-
巧
Z
H巾
)
が
、
『
法
的
想
像
力

理
の
出
現
が
、
法
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
こ
と
も
や
が
て
間
も
な
く
問
題
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
以
上
の
考
察
を
ほ

ん
の
少
々
発
展
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
我
が
比
較
法
学
の
テ
1
マ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
専
門
用
語
が
法
学
者
の
思
考
を
形
造
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
全
く
一
般
的
に
、
我
々
の
言
語
が
我
々
の
法
を
形
造
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
比
較
法
学
に
ど
の
よ
う

な
理
論
的
帰
結
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
は
、
問
題
設
定
に
お
い
て
も
既
に
明
ら
か
で
あ
る
う
。

町
山

創
造
力
と
し
て
の
言
語

言語と法 (Spracheund Recht) 

こ
の
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
。
ま
さ
に
文
字
通
り
、

ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
御
承
知
の
通

慎
重
に
、

り
、
天
地
創
造
の
物
語
の
中
に
こ
う
書
い
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
そ
れ
で
人
は
、
す
べ
て
の
家
畜
と
、
空
の
烏
と
、
野
の
す
べ
て
の
獣
と
に
名
を
つ
け
た
」
0

言
語
を
通
じ
て
彼
は
そ
れ
ら
を
認
識
し
、
世
界
と
現
実
に
コ
ミ
ヅ
ト
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
言
語
を
介
し
て
、
彼
は
力
を
獲
得
す
る
。

(
お
〉

同
様
の
記
述
は
、
神
と
ヤ
コ
ブ
や
モ

l
ゼ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
見
出
さ
れ
る

l
ー
ー
但
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
方
向
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

訳
註
(
ロ
〉

す
な
わ
ち
、
神
は
、
自
ら
に
名
前
を
付
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
神
は
把
握
し
難
く
、
支
配
し
難
い
。
こ
れ
と
同
じ
考
え
方
は
、
オ
デ
ユ
ツ

訳

註

(

日

)

訳

註

(

U

)

セ
イ
ア
l
の
第
九
歌
の
中
に
も
あ
る
。
「
お
そ
ろ
し
い
暴
虐
の
輩
」
で
あ
る
キ
ュ
グ
ロ
ー
ブ
ス
が
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
「
お
前
の
名
前
が

北法35(6・5)693 



演

訳
註
(
日
)

何
と
い
う
か
、
今
す
ぐ
俺
に
言
え
」
と
問
う
た
と
き
に
、
彼
は
「
誰
で
も
な
い
、
と
い
う
の
が
俺
の
名
前
だ
。
な
ぜ
だ
と
言
っ
て
、
皆
が
俺

訳

註

(

凶

)

テ

ー

マ

を
、
誰
で
も
な
い
、
と
呼
ぶ
か
ら
だ
」
、
と
答
え
て
い
る
。
同
じ
主
題
は
、
『
ロ
l
エ
ン
グ
リ
ン

(Tvygmユ
ロ
)
』
(
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ヴ
ァ

1

講

グ
ナ
l
百
円
吉
正
当
高
日
る
で
も
鳴
り
響
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
私
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
か
、
ま
た
ど
ん
な
名
前
で
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
、
決
し
て
お
前
は
私
に
尋
ね
て
は
な
ら
ぬ
。
知
り
た
い

訳
註
(
口
V

と
思
っ
て
も
い
け
な
い
」
。

こ
と
ば
訳
註
〈
刊
日
〉

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
冒
頭
の
こ
と
ば
も
挙
げ
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
神
話
に
あ

オ
ル
ド
1

つ
て
は
言
語
は
す
べ
か
ら
く
存
在
の
秩
序
窃
巾
吉
田

O
Lロ
ロ
ロ
巴
の
中
に
お
い
て
最
も
高
い
地
位
を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
る

ハ

幻

)

訳

註

ハ

印

)

で
あ
ろ
う
|
|
か
く
し
て
我
々
は
、
〔
我
々
の
上
に
及
ぼ
す
〕
言
語
の
力
を
な
に
が
し
か
感
じ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ま
た
バ
ン
パ
ラ
(
即
日

S
E
Z〉
と
い
う
西
ア
フ
リ
カ
の
部
族
に
お
い
て
は
、
言
葉
(
巧
C
H
Z
C
と
事
物
ハ
巴
品
名
と
が
一
緒

(

お

〉

に
結
び
つ
い
て
、
現
に
存
在
す
る
も
の
(
印
包

g
母
宅
2
3
)
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

シ
ン
ボ
ル

「
そ
の
謂
は
、
事
物
が
現
に
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ
以
前
に
暗
黙
の
う
ち
に
記
号
表
示
さ
れ
守

2
丘町

Z
2〉
、
名
付
け
ら
れ
て

9
3
2・

シ

ン

ボ

ル

ロ
同
)
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
名
前

(
Z白
B
与
や
記
号
・
象
徴

(
N
巳
n
r
g
)
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
、
存
在
す

る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
事
物
そ
れ
自
体
(
生
ま
の
事
物
)
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
知
ら
れ
て
い
な
い
。
〔
事

訳
註
(
初
)

物
が
存
在
す
る
の
は
〕
森
羅
万
象

(
C
E
4巾
2
c
B
)
の
『
種
子
(
〔
ω
S
D
F
0
2
)』
な
い
し
源
と
で
も
い
う
べ
き
人
間
の
意
識
に
お
い
て
以

外
に
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
0

こ
の
よ
う
な
信
仰
(
信
念
)
に
拠
る
な
ら
ば
、
事
物
は
「
一
言
葉
」
を
介
し
て
初
め
て
存
在

(ω
巳
る
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
聖
書
は
事

態
を
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
観
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
〔
世
界
〕
創
造
行
為
は
、
「
神
は
『
光
あ
れ

(
Eこ
日
|
|
訳
者
〉
』
と
言
わ
れ
た
。
す

(
剛
山
〉

る
と
光
が
あ
っ
た
」
と
か
「
神
は
ま
た
言
わ
れ
た
、
『
光
の
間
に
お
お
ぞ
ら
が
あ
っ
て
、
水
と
水
と
を
分
け
よ

(
止
血
同

2
2
H岡
田
同

H
M
g
H
E
S
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(

却

〉

S
E
5
2
5
2
B
E
E
i
E
H
2
5目
白
ゲ

2
巳田

lll訳
者
〉
』
」
な
ど
と
い
う
言
葉
と
し
て
行
な
わ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
神
は
、

L
E

(
〔
そ
う
〕
あ
れ
、
成
れ
、
生
ま
れ
出
で
よ
、

か
く
あ
れ
か
し
)
食
と
い
う
言
葉
を
発
語
す
る
必
要
が
あ
っ
た
!

〈
担
〉

の霊一〈
ω口
E
1巾
円
。
巾
品
目
同
)
」
が
五
旬
節
の
日
に
言
語
の
奇
跡
と
い
う
形
で
啓
示
さ
れ
た
の
も
、
同
じ
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ

(
。
。
帽
子
る
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト

(
3
5
C』
の
中
で
、
こ
の
経
緯
を
文
学
的
に
表
現
し
て
い
る
w

か
く
あ
る
べ
し
、

「
造
物
主

訳
註
〈
幻
〉

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
一
息
入
れ
て
、
ヨ
〈
巾
円
七
と
い
う
表
現
は
〔
ラ
テ
ン
語
の
二
2
E
g
z
と
い
う
形
で
は
〕
「
言
葉
(
話
。
ュ
ど
の
こ
と

で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
語
で
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
動
詞
(
吋
位
t
m
F
巾
伊
丹
田
君
。
三
〉
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
思
い
出
そ
う
。
言
葉

の
持
つ
創
造
力
は
、
こ
こ
に
も
ま
た
い
く
ら
か
は
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
詩
人

(
H
M
0
2
ど
と
い
う
表
現
に
「
〔
創
〕
作
者

訳
註
(

n

)

(ω
口
7
0
℃
同
巾
叫
)
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
こ
で
の
考
察
の
枠
内
に
入
る
。
以
上
の
事
実
は
全
て
、
言
語
学
の
も
た
ら
し
た
認

識
と
実
に
見
事
に
整
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
に
関
す
る
驚
く
べ
き
事
実
、
そ
の
決
定
的
特
徴
と
は
、
そ
の
創
造
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
小
さ
な
子
供
で
も
、
前
に
一
度
も
聞
い
た
こ
と
の
な
い
文
〈
命
題
)
を
作
っ
た
り
、
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
同

門

m
M
〉

ま
た
理
解
で
き
る
。

様
に
、
我
々
は
皆
、
無
限
に
多
く
の
文
(
命
題
〉
を
作
り
、

言語と法 (Spracheund Recht) 

IV 

名
前
や
言
葉
の
神
話

こ
れ
ま
で
の
話
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
〔
言
語
の
創
造
力
と
い
う
〕
こ
の
現
象
と
直
面
す
る
の
は
、
名
前
を
用
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が

訳
註
〈
明
ω
〉

多
い
。
〔
そ
れ
に
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
。
〕
す
な
わ
ち
、
命
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
(
司

2
m
Oロ
)
は
現
実
化
さ
れ
、
呼
び
出
さ
れ
て
、

訳
註
(
川
品
)

そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
聖
書
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

ハ
M
)

「
わ
た
し
は
あ
な
た
の
名
を
呼
ん
だ
、
あ
な
た
は
わ
た
し
の
も
の
だ
」
。
続
い
て
、
十
字
を
切
っ
て
祝
福
す
る
場
合
の
「
父
:
:
:
ハ
と
子
と

北法35(6・7)695 



演

聖
霊
)
:
:
:
の
御
名
に
お
い
て

Q
B
Z印
g
g
号
∞
〈
え
巾

2
:
:
:
)」
と
い
う
決
ま
っ
た
言
い
回
し
が
あ
り
、
更
に
「
ふ
た
り
ま
た
は
三
人

〈

お

)

訳

註

(

お

)

が
、
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
集
ま
っ
て
い
る
所
に
は
、
わ
た
し
も
そ
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
〔
イ
エ
ス
の
〕
言
葉
が
あ
る
。

訳
註
ハ
叫

C

名
前
が
現
実
的
存
在
(
実
存
〉
(
何
M
内

5
2
N〉
を
生
み
出
す
。
名
前
、
そ
れ
は
人
格
そ
の
も
の
で
あ
る
。

訳

註

(

幻

)

メ

ル

己

エ

こ
の
脈
絡
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
「
が
た
が
た
の
竹
馬
小
僧
(
河
口
百
℃
己
主
-
N
n
y
g
)
」
の
御
伽
話
(
童
話
)
で
あ
り
(
「
ほ
ん
と
う
に
、

訳
註
(
団
副
)

ル
ン
ベ
ル
シ
ュ
テ
イ
ル
ツ
ヘ
ン
ハ
が
た
が
た
の
竹
馬
小
僧
〉
と
い
う
こ
と
を
、
だ
れ
も
知
ら
な
い
の
は
!
」
〉
、

議

う
ま
い
ぞ
、

お
れ
の
名
が
、

ま
た「
主
な
る
神
が
彼
ら
の
名
前
を
呼
び
賜
う
た
の
で
、
彼
ら
が
皆
生
ま
れ
出
で
た
」
、

と
い
う
民
謡
の
一
節
で
あ
る
。

ハ
M
5

「
然
る
べ
き
言
葉
を
知
り
、
然
る
べ
く
そ
れ
を
用
い
た
者
が
、
事
物
を
手
に
入
れ
、
こ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
、

と
い
う
考
え
方
が
現
わ
れ
て
い
る
。

リ
ル
ケ
(
担
}
}
日
〉
は
、
そ
の
詩
の
中
で
同
様
の
こ
と
を
、
「
私
は
人
間
の
言
葉
が
恐
ろ
し
い
」
、
と
詩
的
に
表
現
し
た
。

ミ

サ

言
語
の
持
つ
創
造
力
に
関
す
る
示
唆
は
、
宗
教
の
領
域
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
洗
礼
の
際
に
唱
え
ら
れ
る
言
い
回
し
ゃ
、
聖
餐
式

で
〔
聖
餅
や
葡
萄
酒
が
キ
リ
ス
ト
の
血
肉
に
〕
化
体
す
る
と
き
の
文
句
が
そ
う
で
あ
る
(
こ
の
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る

9
2

訳
註
ハ
m
u
v

巾回同

nOH匂
5
g
2
5〉
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
が
、
意
味
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
「
ホ

i
ク
ス
ポ

i
ク
ス
(
出

O
W
5
3
F
5
)」
と
詑
っ
て
、

(

幻

)

正
真
正
銘
の
呪
文
に
な
っ
た
〉
。
し
か
し
、
日
常
語
の
中
に
も
、
そ
の
例
は
あ
る
。
「
名
状
し
難
い
不
安
吉
田
B
g
]
O由
巾
〉
ロ
ぬ
え
〉
」
(
す
な

訳
註
〈
初
〉

わ
ち
、
打
ち
克
ち
難
い
不
安
〉
と
か
、
「
言
語
を
絶
す
る
量
一

(
B
E
g
-。
田
市
宮
印
印
凹
巾
)
」
(
す
な
わ
ち
、
手
に
余
る
、
処
理
し
切
れ
な
い
量
)

タ

プ

ー

と
い
う
表
現
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
〔
更
に
〕
「
禁
忌
」
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
を
言
う
な

f
r
z
仏
国
片
手

2
4
2岳

gど
と
か
「
そ
れ
に

北法35(6・8)696 



触
れ
る
な
(
触
ら
ぬ
神
に
崇
り
な
し
〉
(
ユ

F
2
E
n
z
r
zロ
〉
」
と
か
「
言
わ
ぬ
が
花
(
ロ
ロ
ゲ

2
ロ『

g)」
と
か
「
ト
イ
、
ト
ィ
、
ト
イ

訳
註
(
汎
)

(
円

O
-
W
H
o
-
w
E
C
」
と
か
「
鬼
と
言
え
ば
〔
鬼
が
来
る
〕
(
噂
を
す
れ
ば
影
が
さ
す
)
(
者

gロ
自
由
ロ

5
5
吋
巾
正
巳
田
宮
山
口
宮
〉
」
な
ど
と
い

っ
た
言
い
方
を
挙
げ
て
お
け
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
よ
か
ろ
う
0

3

回
高
ユ
ロ
(
概
念
〉
宗
と
い
う
言
葉
が
、
一
万
来
、
何
を
意
味
し
て
い
た
の

か
(
「
把
握
〔
す
る
こ
と
〕
、
掴
む
こ
と
」
)
と
い
う
こ
と
に
も
、
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
言
葉
は
今
日
で
も
な
お
、
「
呪
文
」
に
な
る
の

ハ
鵠
〉

で
あ
る
。

訳
註
〈
M
M
〉

こ
の
よ
う
な
名
前
や
言
葉
の
神
話
は
、
現
代
の
法
律
言
語
に
つ
い
て
も
な
お
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
代
理
行
為
に
つ
い

訳
註
(
犯
)

て
、
「
他
人
ノ
名
ニ
於
テ

(
5
片岡巾
B
仏

g
Z回目
g)」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
(
ド
イ
ツ
民
法
第
一
六
四
条
)
。
言
挙
げ
さ
れ
た

名
前
を
介
し
て
、
法
は
本
人
(
被
代
理
人
〉
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
|
|
す
な
わ
ち
、
こ
の
者
(
本
人
)
が
、
法
川
権
利
関
係
の
中
に
実

在
化
(
現
在
化
)
(
巾
江
田
窓
口
同
)
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
法
律
の
名
に
お
い
て

Q
5
2白

g
g
仏

2
0
2
2
N
2
)」
と
か
「
国
民
の
名
に
お
い

訳

註

ハ

引

制

)

訳

註

ハ

犯

)

て

Q
B
Z白
HHMg
仏

2
〈

o-w巾
印
)
」
〈
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
第
三
一
一
条
第
一
項
)
と
い
う
表
現
も
、
同
じ
も
の
で
あ
る
。

言語と法 (Spracheund Recht) 

V 

認
識
手
段
と
し
て
の
言
語

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
裏
に
は
、
今
一
つ
の
含
意
が
潜
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
は
叙
述
の
一
手
段
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

オ
ル
ガ

l

ン

訳

註

(

お

)

認
識
の
一
つ
の
装
置
で
も
あ
る
、
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
(
把
握
〉
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
思
考
や
世
界
の
認
識
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ハ
ー
モ
ユ
1

「
言
語
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
唄
に
も
比
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
怒
議
逆
巻
く
思
念
や
形
象
の
海
に
、
秩
序
と
調
和
を
も
た
ら
す
。
言
語

(

m
却

)

な
く
し
て
、
そ
れ
ら
が
形
を
と
る
こ
と
は
な
い
」
0

北法35(6・9)697 



演

「
そ
の
際
、
諸
国
民
の
言
語
は
、
異
な
っ
た
カ
ッ
ト
の
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
作
用
を
す
る
。
話
者
は
、
そ
れ
を
通
し
て
、
世
界
を
そ
れ
ぞ

(
川
判
)

れ
ま
ち
ま
ち
の
姿
と
し
て
眺
め
る
こ
と
に
な
る
」
0

講

こ
の
こ
と
は
、
我
々
の
日
常
的
経
験
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
よ
く
「
自
分
の
言
葉
で
言
え
」
と
言
っ
た
り
、
聞
い
た
り

す
る
ー
ー
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
の
精
神
的
財
産
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ

訳
註
門
幻
)

(仏。口巾ロ門出門町印門戸
B
5
)
」
と
い
う
命
題
に
も
、
同
様
の
考
え
方
が
反
映
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
自

分
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
る
世
界
を
、
言
語
を
通
じ
て
認
識
し
、
秩
序
付
け
る
。
聖
書
も
ま
た
、
そ
う
述
べ
て
い
る
。
蓋
し
、
神
の
最
初
の

(
H
U
〉

発
話
行
為
が
作
り
出
し
た
の
が
光
で
あ
っ
た
(
「
光
あ
れ
(
岳
民

F
H〉
」
)
と
い
う
の
は
、
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
実
に
象
徴
的
で
は
な
い

訳
註
(
お
〉

法
概
念
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
心
(
精
神
)

か
。
一
言
語
が
、
世
界
を
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
!

が
、
自
分
が
何
を
見
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
心
(
精
神
〉
的
装
置
守

ハ

同

悩

〉

訳

註

〈

鈎

〉

自

E
L
E
g
B宮
市
「
巾
ロ
門
目
当
r白
同
仲
仲
田
巾
巾
凹
〉
」
な
の
で
あ
る
。

自
巾
ロ

g-
円-mu
〈F
円
巾
円
。
巾
ロ
白
ゲ
}
巾
同
}
戸
市

羽

言
語
が
創
造
し
た
も
の
と
し
て
の
法

訳
註

言
語
の
こ
の
創
造
力
、
認
識
能
力
は
、
法
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
重
大
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
を
離
れ
て
は
〔
実

(

刊

)

定
〕
法
的
な
諸
々
の
概
念
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
法
〔
律
〕
が
紡
が
れ
る
の
は
、
全
て
言
語
と
い
う
紡
績
機
の
上
で
の
こ
と
で
あ

〈円相〉

る
(
回
同

2

0
ロ同
Z
-
0
0
5
0
ご
白
ロ

m
E
m
Z
E仲
間
]
二
宏
司

2
4
C
D
)
」
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
実
定
的
制
定
法
(
含
由
吉
田
正
〈
巾

m
2
2
N
Z

ハ
“
)

岡
山
巾
口
宮
)
は
、
「
言
語
に
よ
る
拘
束
を
受
け
る
公
官
同
n
y
m
巾
Z
E
g
)」
(
こ
れ
は
、
慣
習
法
に
は
す
ぐ
に
は
当
て
蔽
ま
ら
な
い
|
|
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
や
が
て
述
べ
る
)
。
法
概
念
や
法
観
念
は
事
物
の
世
界
に
対
応
物
を
持
つ
て
は
お
ら
ず
、
大
抵
の
場
合
、
言
葉
な
し
で
は
自
己

北法35(6・10)698 



を
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
の
は
言
語
を
通
し
て
で
あ
り
、
ま
た
言
語
の
中
に
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

葉

遣
い
自
体
か
ら
知
ら
れ
る
。
蓋
し
、
岡
山
内
口
宮
(
法
〉
は
=
5
E
m
2
-
v
H
c
n
Z
R
仇
さ
れ
る
(
語
ら
れ
る
、
判
決
さ
れ
る
)
も
の
で
あ
り
、

Z
M
N
2
Z
Z
官
己
円
「
ハ
判
決
、
法
の
宣
告
〉
=
や
こ
4
2
E
2
ハ
陪
審
員
の
評
決
)

E

(

真
実
を
語
る
3
2
5
去
円
巾
吋
巾
〔
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
由

訳
註
ハ
4
〉

来
す
る
単
語
〕
)
や
乙
百
円
回
全
円
片
山
。
ロ
(
裁
判
)
2
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

言
語
と
法
と
の
結
び
付
き
は
、
そ
の
他
の
言
語
的
文
学
作
品
に
お
け
る
以
上
に
緊
密
な
も
の
で
あ
る
o

な
ぜ
な
ら
、
言
語
は
普
通
に
は
思

念
を
表
現
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
法
は
種
々
の
概
念
(
口
O
ロ
2
1
乙
を
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
思
念
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
可
能
で
あ
る
が
、

法
概
念
は
厳
格
な
言
語
的
限
界
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
見
地
か
ら
、
今
日
、
噺
笑
の
的
に
な
っ
て
い
る
「
概
念
法
一
学
(
回
品
ユ
ロ
ι
5
2
・

官
己
仏
g
N
)
」
に
対
し
て
、
新
た
な
光
を
当
て
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
古
法
の
言
語
的
形
式
主
義
、
す
な
わ
ち
特
定
の
言
い
回
し

を
用
い
る
義
務
に
も
、
こ
こ
か
ら
新
た
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
特
定
の
言
い
回
し
の
使
用
と
い
う
〕
こ
の
条
件
を
欠
け
ば
、

〈江川〉

い
か
な
る
約
束
も
損
わ
れ
る
(
尤
も
、
今
日
で
は
正
反
対
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
表
記
の
誤
り
は
妨
げ
に
な
ら
な
い
公
主

E

言語と法 (Spracheund Recht) 

r
g
oロ
回
同
門
主
。
ロ
。
ロ
ロ
。
2
C
」
の
で
あ
る
)
0

「
言
葉
の
な
い
と
こ
ろ
に
法
は
な
い
」
と
い
う
観
念
が
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
例
え
ば
、
支
配
権
(
H
M
g
r
c
Z
〉
は
明
示
的
に
の
み
、
こ
れ
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
ド
イ
ツ
商
法
第

訳
註
(
位
)

四
八
条
に
、
な
お
い
さ
さ
か
な
り
と
も
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
言
葉
が
な
け
れ
ば
支
配
権
な
し
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
官
吏
関

係
へ
の
任
用
(
召
し
出
し
)
に
よ
り
(
Z
2
2

∞2
c
E
ロ
m
E
仏
S
H
W
2
8
同
3
2同
F
U
Z
E
凹
)
」
と
い
う
文
言
な
し
に
は
、
ま
た
、
官
吏

訳
註
〈
必
〉

(∞
2
5
芯
吋
)
は
存
在
せ
ず
(
ド
イ
ツ
連
邦
官
吏
法
第
六
条
第
二
項
)
、
「
誓
う
(
回
忌
耳
p
g
〉
」
と
い
う
言
葉
抜
き
で
宣
誓
(
目

ε
は
成
立

訳

註

門

川

叫

)

訳

註

〈

必

)

し
な
い
(
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
第
六
六
条
の
c
第
一
項
と
第
二
項
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
第
四
八
一
条
第
一
項
と
第
二
項
〉
。
ド
イ

訳
註
(
M
W
)

ツ
手
形
法
第
一
条
第
一
号
に
よ
れ
ば
、
「
手
形
(
若
宮
古
己
)
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
言
葉
の
力
が
も
っ

訳
註
(
灯
)

と
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
の
は
、
占
有
な
き
質
権
を
禁
ず
る
ハ
ド
イ
ツ
民
法
第
一
二

O
五
条
〉
か
わ
り
に
、
譲
渡
担
保
3
F
n
r
m
E
ロ
m由
5
2
2
m，

北法35( 6・11)699 



演

ロ
ロ
ロ
巴
を
云
々
す
る
場
合
で
あ
る
|
1
l
こ
の
法
律
行
為
は
す
で
に
正
規
の
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
〔
こ
れ
ら
は
所
詮
〕
言
葉
の
遊
び

〔
に
す
ぎ
な
い
も
の
〕
な
の
だ
ろ
う
か
。
同
様
の
事
情
は
、
あ
る
譲
渡
行
為
釘

2
ユ田町巾

c
r
2
2
mロロロ
m
E
E巾
)
が
〔
ド
イ
ツ
民
法
〕
第

訳
註
(
日
明
〉

九
二
九
条
や
第
九
三

O
条
や
第
九
三
一
条
な
ど
〔
の
要
件
〕
を
充
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
も
認
め
ら
れ
る
。
〔
こ
れ

訳
註
(
品
開
)

ら
は
〕
呪
文
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
言
語
の
厳
格
な
正
典
化

講

(〔江口巾〕

回
目
U
】
守
白
円
「

]Fnr巾

関
白
口
。
包
印

F
2

回同吋巾ロ
m
巾

ロ
ロ
巴
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
私
は
、
言
語
を
離
れ
て
は
法
は
存
在
し
な
い
、
と
ま
で
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
言
葉
に
出
し
て
表
現
さ
れ
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、

タ
プ
ー

ま
た
持
つ
筈
だ
と
さ
れ
て
い
る
禁
忌
が
あ
ち
こ
ち
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
反
証
と
な
ろ
う
。

現
に
何
ら
か
の
舵
取
り
効
果
を
持
ち
、

先
の
極
端
な
立
論
は
、
慣
習
法
の
存
在
に
よ
っ
て
も
ま
た
崩
れ
去
る
。
し
ば
し
ば
そ
れ
(
〔
慣
習
〕
法
)
は
、

ま
っ
す
ぐ
(
あ
か
ら
さ
ま
に
〉

〈
M
叩

)

口
に
出
し
て
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
|
|
言
葉
と
し
て
定
式
化
さ
れ
ず
1
1
i
〔
事
実
〕
関
係
自
体
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

訳
註
(
印
〉

一
つ
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
傾
き
の
強
い
我
々
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〕
の
文
化
に
お
い
て
は
、
言

一
方
が
他
方
に
〔
相
互
に
〕
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

し語
と
法
と
の
聞
に
は
非
常
に
緊
密
な
結
び
付
き
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
講
演
の
〔
考
察
の
〕
目
的
の
た
め
に
は
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

VII 

訳
註
(
日
)

さ
ま
ざ
ま
な
法
的
表
現
の
語
源
〔
学
〕
(
何

q
E
o
F
E
O
)

「
法
」
と
「
言
語
」
を
意
味
す
る
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
〕
言
葉
、
例
え
ば
〔
ド
イ
ツ
語
の
〕
w
w
m
m
n
z
z
と
=
ω
官
印
口

Z
E
や
、
〔
ラ
テ
ン

語の〕yw=w」

}r巾阿へ恥
J

匂

=L.」】巾肉包-凹
E

と
‘
=
w

訳
註
(
凹
臼
ω

)

(

U

〉

(
な
『
。
円
)
=
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
聞
に
存
し
て
い
る
語
源
的
な
結
び
付
き
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
み
る
の
も
、
面
白
い
。
最
初
の
示

北法35( 6・12)700 



2
y
ピ
ネ

1
γ
冒

γ

唆
と
し
て
は
、
「
法
律
(
の
2
2
N
)
」
を
意
味
す
る
こ
r
H
Z
と
い
う
〔
ラ
テ
ン
語
〕
の
単
語
は
、
結
び
付
き
方
次
第
で
は
、
w
w
r
H
-
w
o
ロ
工

す
な
わ
ち
「
語
嚢
(
君
。
『
門
)
」
の
こ
と
を
い
う
こ
と
に
も
な
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
実
際
、
両
者
に
共
通
し
た
語
根
は
〔
ギ
リ
シ
ア
語

(

必

)

の
〕
L
a
m
-
D
Q
h『

3)工
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
話
す
令
官
巾
口
宮
口
)
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
あ
る
。
〔
ギ
リ
シ
ア
語
の
〕
=
-
oぬ
2

C
や
q
G
E

と
い
う
言
葉
も
同
じ
よ
う
な
語
根
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は

l
l本
講
演
の
問
題
の
脈
絡
で
は
重
要
な
こ
と

だ
が

l
i
「
考
え
(
の
包
白
ロ
互
」
と
い
う
意
味
(
こ
戸
晃
子
〈
論
理
学
、
ロ
ゴ
ス
の
学
)
ご
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
〉
と
「
言
葉
〈
ぎ
る
」

(
品
開
)

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
】
巾
凶
Z
す
な
わ
ち
「
法
律
(
の
2
2
N
)
」
、
し
巾
m
Z
ロ
(
訳
す
る
=
す
な
わ
ち
「
話
す
(
4
2
n
y
g
〉
」
、
L
o
m
g

訳
註
(
臼
〉

。
々
。
の
)
h
f
す
な
わ
ち
「
考
え
/
言
葉
(
の
包
白
島
之
さ
O
H
C
」
と
い
う
三
つ
の
単
語
を
横
一
一
線
に
並
べ
て
み
る
な
ら
、
法
律
(
の
巾
凹
巾
円
N
)
と

言
語

(ω
℃
E
n
y
司
〉
と
考
え
(
の
包
g
r
巾
)
と
は
、
あ
る
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ
と
〔
い
つ
の
間
に
か
〕
移
行
(
推
移
)
し
て
い
く
関
係
に

訳

註

(

目

凶

)

訳

註

(

町

出

)

コ

シ

ピ

ネ

l
u
v
ヨ
ン

あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
=
r
z
(
文
、
命
題
)
E
1
3
∞三
N
g
m
〈
定
款
、
規
約
、
会
則
)
E
|
!
こ
の
2
巾
門
N
(
法
律
)
Z
と
い
う
組
み
合
わ
せ

訳
註
〔
間
山
〉

ゃ
、
=
同
耐
え
巾
(
発
話
)
Z
と
w
w
m
2
Z
(
法
)
Z
な
い
し
Z
H
包
ご
ロ
『
(
ま
と
も
な
、
実
直
な
、
誠
実
な
)
Z
と
こ
Z
n
y
E
n
y
(
法
的
な
)
=
と

訳
註
ハ
閉
山
〉

(

m
山
)

ま
た
、
同
じ
方
向
を
示
し
て
呉
れ
る
。

の
「
内
的
(
論
理
的
・
言
語
的
)
親
縁
関
係
」
も
、

言語と法 (Spracheund Recht) 

〔
サ
リ
カ
、

リ
ブ
ア
リ
ア
、

訳
註
〈
四
四
〉

ア
ラ
マ
ン
の
各
部
族
法
典
や
カ
l
ロ
リ
ン
ガ
l

・
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
カ
ピ
ト
ヮ
ラ
l
リ
ア
や
証
書
類
に
見
え

る
中
世
ラ
テ
ン
語
の
〕
=
自
己
Z
由
主
と
か
〔
古
高
ド
イ
ツ
語
で
こ
g
出
E
-
丘
四
円
=
と
表
記
さ
れ
る
〕
=
富
田
r
r
s
R
R
と
か
い
う
言
葉
は
(
「
裁

判
所
(
の
2
F
口
宮
)
」
の
こ
と
で
あ
る
が
)
、
〔
ゲ
ル
マ
ン
祖
語
推
定
復
元
形
の
〕
=
〔
3
5
白
z
k
h
〔
も
し
く
は
同
じ
く
江
B
担
当
白
土
(
w
w
q
h
は

英
語
の
こ
同
町
民
同
様
、
〔
③
〕
と
発
音
す
る
)
〕
(
話
河
内
仏
司
)
や

〔ゴ

l
ト
語
の
〕
=
5
白
川
市
ご
阻
止
h
〔
古
ザ
ク
セ
ン
語
で
は
=
自
由
『
同
一
宮
口
2
.

ご
百
円
尚
一
出
口
工
〕
(
語
る

〈

日

)

の
〕
コ
自
由
E
-
2
2
〔
も
し
く
は
こ
自
由
E
Z
R
J
(
話
す
∞
℃
E
n
r
g
〉
に
遡
る
も
の
で
あ
る
。
相
互
に
類
縁
関
係
に
あ
る
こ
れ
ら
の
言
葉

訳
註
ハ
m
四

)

訳

註

(ω
〉

は
、
法
(
同
州
2
7
C
と
発
話
(
H
N

色
町
)
と
の
間
に
内
的
(
論
理
的
・
一
言
語
的
)
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
。
u
w
m
2
Z

w
w
g
g
z
h
J
 

w
g田
市
内

-
E
R

古
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語
で
は

古
英
語
で
は

な
い
し

H
E
g
)
、
〔
古
高
ド
イ
ツ
語
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演

(
法
)
=
と
い
う
言
葉
か
ら
=
ュ
ロ
宮
g
(
真
直
ぐ
に
す
る
、

裁
判
を
す
る
、
判
決
を
下
す
、
審
く
)
2
・
w
w

巾
口
F
n
z
g
(
立
て
る
、
建
て
る
、

講

「
建
設
す
る
職
人
(
8
5可
5
5
S
宅
O
H
r
s
g
〉
」
す
な
わ
ち
「
創
造

(
凹
尚
〉

=
耳
ユ
m
Z
(
工
人
)
=
に
至
る
系
列
を
考
え
て
み
れ
ば
分
る
で
あ
ろ
う
(
ド
イ
ツ
語
の
ご
三
円
r
g

設
立
す
る
、
作
成
す
る
、
創
設
す
る
〉
=
と
い
う
語
葉
を
経
て
、

者
(
ω
n
r
s
r
H
)
」
を
意
味
す
る
英
語
の

訳
註
(
山
山
〉

(
作
用
す
る
)
E

を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。
こ
の
よ
う
な
語
義
は
、
今
日
、
神
が
き
っ
と
そ
れ
を
ご
ユ
n
z
g
ご
さ
れ
る
(
立
て
ら
れ
る
、
ち

訳
註
〈
間
同
)

と
い
う
言
い
方
を
す
る
場
合
に
も
、
な
お
名
残
り
を
留
め
て
い
る
。
最
後
に
、
=
z
n
r
昨
日
目
n
r
c
・

ゃ
ん
と
さ
れ
る
、
裁
か
れ
る
)
で
あ
ろ
う
、

1
2
2
n
r
〈
立
法
者
の
、
法
創
造
者
の
、
法
を
創
造
す
る
〉
E

と
い
う
|
|
畳
語
的
な
(
円
E
z
r
m
-
2
5
1
1
1
表
現
を
挙
げ
て
、

輪
舞
を
|
|
一
た
ん

l
l締
め
括
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
の

訳
註
(
町
田
)

〔
「
法
」
と
「
言
語
」
と
い
う
二
つ
の
語
葉
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
に
お
い
て
は
〕
共
通
の
語
源
〔
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
〕
は
、
歴

史
の
流
れ
の
中
で
、
言
語
の
生
成
〔
と
構
造
〕
(
〉
5
Z
E
E
m
)
が
諸
々
の
規
範
の
起
源
を
条
件
付
け
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
で

(
日
〉
訳
註
(
山
田
〉

き
ょ
う
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
定
法
(
法
律
)
は
言
語
を
用
い
て
作
り
出
さ
れ
、
も
し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
考
え
〔
で

ヨ
ミ
ユ
ニ
ケ
l
u
v
ヨ

ン

訳

註

ハ

臼

)

あ
り
、
法
は
言
語
と
意
思
疏
通
の
社
会
的
な
一
大
体
系
(
m
g
a
2
m
2
巾
F
n
E
E
F
n
F
2
ω
七
片
山
口
ya
ロ
ロ
仏
関
O
B
E
E
-
w
田
氏
。
ロ
回
目
u
B
g
B
〉
〕

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
言
語
の
玄
義
(
秘
密
)

へ
の
導
入
と
し
て
は
、
以
上
の
説
明
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
我
々
は
、
法
に

と
っ
て
言
語
が
持
つ
意
味
を
追
究
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

四

言
語
と
思
考

ヤ

i
コ
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

Q
件
。
σ

∞c
z
r
Z
E
C
は
、
『
歴
史
教
程
Q
Z
E
C
B
仏
2
C
2
n
E
口
宮
巾
)
品
と
題
す
る
著
書
の
中
で
、

(口ぢ

「
あ
ら
ゆ
る
文
化
(
文
明
〉
の
頂
点
に
、
言
語
と
い
う
精
神
的
(
文
化
的
)
奇
跡
が
存
在
し
て
い
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
「
言
語
の
数
だ
け

北法35(6・14)702 



。
拍
〉

た
く
さ
ん
の
心
〔
情
〕

(
E
2
N
F〕
〉
を
、
人
は
持
っ
て
い
る
」
と
も
い
う
。
言
語
が
各
国
民
(
民
族
)
の
精
神
史
(
思
想
史
)
に
及
ぼ
し

て
い
る
反
作
用
は
「
絶
大
で
あ
る
」
〔
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
言
う
〕
。
要
す
る
に
、
言
語
が
思
考
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
言
語
の
中
に
、
人
間
の
精
神
〈
思
考
力
)
の
構
造
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

法
律
家
に
と
っ
て
は
、
〔
こ
れ
は
〕
何
ら
驚
く
よ
う
な
言
明
で
は
な
い
。
蓋
し
、
直
ち
に
彼
は
、
聾
唖
者
が
〔
不
法
行
為
〕
責
任
の
点
で

訳
註
(
四
回
)

特
権
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
ド
イ
ツ
民
法
第
八
二
八
条
第
二
項
第
二
法
文
や
〔
一
九
七
五
年
の
改
正
以
前
の
〕
ド
イ
ツ

訳
註
(
町
山
)

刑
法
旧
規
定
第
五
五
条
を
念
頭
に
思
い
浮
べ
る
で
あ
ろ
う
。
詩
人
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ラ
i

(ω
口}ニデ

]
巾
同
)
は
、
『
奉
献
の
表
(
吋
与
己
完
〈
。
同
庁
〈
白
巾
〉
』
の
中
で
、
「
お
ま
え
に
な
り
か
わ
っ
て
詩
作
し
思
索
す
る
洗
練
さ
れ
た

(
貯
〉

語
」
と
い
う
言
い
回
し
を
し
て
い
る
。
我
々
の
日
常
的
な
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
も
、
「
文
体
を
改
善
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
思
想
を

(ぬ巾ゲニ門目巾円)

改
善
す
る
こ
と
で
あ
る
!
」

(
町
四
〉

言
語
と
思
想
は
一
体
を
な
し
て
い
る
。
言
語
上
の
形
式
は
、
思
想
の
性
格
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
の
経
験
か
ら
、
言
語
が
持
つ

〈

m叩
〉

「
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
〔
の
存
在
や
そ
の
何
た
る
か
〕
を
知
っ
て
い
る
。
言
語
は
、
我
々
の
思
考
を
推
進
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
或
る
詩
や
歌

言語と法 (Spracheund Recht) 

の
正
確
な
テ
キ
ス
ト
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
と
に
か
く
唱
え
始
め
る
か
歌
い
始
め
る
か
し
て
み
よ
う
ー
ー
す
る
と
た
ち

ま
ち
う
ま
く
行
く
。
同
様
に
、
家
族
的
な
パ
ー
テ
ィ
ー
で
即
興
詩
を
も
の
す
る
と
き
な
ど
、
考
え
の
進
行
が
、
ど
ん
な
押
韻
を
使
え
る
か
と

い
う
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
依
存
し
て
い
る
か
、
諸
君
も
覚
え
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
言
語
の
構
造
は
、
我
々
の
思
考
に
対
し
て
渦
巻
的
吸
引
作
用

(ωom問
者
町
}
円
ロ
ロ
ぬ
〉
と
で
も
い
う
べ
き
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
へ
ル
ダ
I
(国

2
P乙
が
『
言
語
の
起
源
に
関
す
る
論
考

〈

ω〉

(〉

r
r
s丘一ロロ
m
C
M混
同
仏

2
d
z
-
M
Eロ
m
p
u
H
ω
宮
田
口
『
叩
〉
』

で
、
ま
た
グ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
(
者
ニ
「
巴

2
5ロ
民
ロ
自
ゲ
。
]
門

5
が
『
人
間
の
言
語
の
構
造
の
多
様
性
な
ら
び
に
そ

れ
が
人
類
の
精
神
的
ハ
文
化
的
〉
発
展
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
ハ
c
r日
門
戸
広
〈

2
2
Z
&
g
Z広
島

2
g
g
z
E芯
7
3
ω
官
国
各
自

モ三子

日
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演

(

位

)

Z
5田
口
口
《
ご
FHmロ
何
回
口
問

z
a
g門
会
内
ぬ
巴
目
立
∞
巾
肘
ロ
H
J
Z
n
E
g
m
門
凶

2
E
g
m
n
y
g
m
g
n
y
r
n
F
Z
)』
と
い
う
著
作
で
展
開
し
て
い
る

訳
註

(ω
〉

言
語
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
言
語
は
「
思
想
を
形
造
る
装
置

2
2
ゲ己仏

g仏
巾
。
品
白
ロ
仏

2
。
色
白
ロ
・

議

Z
E
)」
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
そ
れ
は
元
来
、
真
理
(
真
実
〉
を
叙
述
す
る
道
具
〔
に
す
ぎ
ぬ
も
の
〕
で
は
な
く
、
「
そ
れ
を
遥
か
に
越
え

て
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
[
真
理
(
真
実
)
(
若
田

rzx)]
を
発
見
す
る
〔
道
具
な
〕
の
で
あ
る
」
。
言
語
の
多
様
性

は
、
「
世
界
を
見
る
観
方
自
体
の
多
様
性
で
あ
る
」
。
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
我
々
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
言
語
共
同
体
の
思
考

(

白

山

)

〈

mm〉
(

山

田

〉

世
界
を
受
け
容
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
の
中
で
、
言
語
が
考
え
る
の
で
あ
る
」
o

ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
パ
l
(
宅
氏
品

2
Zる
や

ソ

シ

ュ

l

(
町
田
〉

ル

(ω
白己回目ロ

2
)
も
同
じ
よ
う
に
見
て
い
る
。

我
々
は
、
言
語
を
通
じ
て
、
歴
史
的
に
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
正
典
的
形
式

Q
2
5白
F
g
oロ)
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

三
一
言
語
の
)
中
に
「
人
間
の
精
神
(
思
考
力
)
の
構
造
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
言
語
は
我
々
に
、
歴
史
的
に
生
成
し
て
き
た
世
界

像
、
「
言
語
共
同
体
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
世
界
観
」
を
伝
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
言
語
は
「
世
界
像
と
し
て
の
性
格
(
巧
己
手
ニ
午

(

白

山

〉

(

同

町

〉

n
g
z
E
2と
を
持
っ
て
お
り
、
「
形
造
ら
れ
た
世
界
像
」
な
の
で
あ
る
。
「
我
々
が
自
然
な
世
界
像
と
呼
ん
で
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
健
全

な
人
間
悟
性
(
健
全
な
悟
性
を
備
え
た
人
間
)
が
抱
い
て
い
る
世
界
像
は
、
実
は
、
我
々
の
母
語
(
母
国
語
)
(
官
三
件
2
m可
Z
n
y
巾
)
の
世

(
印
叩
〉

界
像
な
の
で
あ
る
」
。
「
民
の
声
は
神
の
声
合
O

凶
吉
宮
-r
〈
O

H

L
色
)
」
と
い
う
格
言
は
、
こ
の
脈
絡
(
こ
〈
O

M

(
声
、
話
、
一
言
語
)
=
一
)

訳
註

(ω)

を
暗
示
し
て
い
る
。
言
語
は
、
我
々
の
思
考
を
決
ま
っ
た
軌
道
の
中
へ
と
、
操
縦
す
る
の
で
あ
る
。

医

訳
註
(
初
〉

言
語
依
存
の
原
理
(
印
宮

R
E
o
r
g
同
巳
釦
片
山
」
『
目
安
田
官

E
N
f〉

訳
註
(
引
は
)

先
行
す
る
〔
へ
ル
ダ
ー
や
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
や
〕

門
的
)

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
ピ
ア
(
開
仏
当
白
同
円
四

ω国
立

円

)

の
業
績
を
踏
ま

北法35(6・16)704 



え
て
、
と
り
わ
け
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
i

・
ウ
ォ
l
フ
(
∞

S
Y
S
E
C刊
さ
r
o
L
)
は
、
言
語
の
構
造
が
思
考
構
造
に
対
し
て
有
す
る
意

(

m

川

)

訳

註

(η)

味
を
解
明
し
た
(
「
ウ
ォ

i
フ
の
仮
説
」
)
o

彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
言
語
的
背
景
一
を
明
ら
か
に
す
る
。
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
言
語
は
一
種
の
論

理
学
(
ロ
ゴ
ス
す
な
わ
ち
言
葉
と
思
考
の
学
1

1
訳
き
で
あ
り
、
関
係
付
け
の
一
般
的
な
枠
組
ず

5
3
m
g
2色
g
F
2
m
m
z
g
g〉

メ
カ
エ
ズ
ム

で
あ
る
。
言
語
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
言
語
を
使
用
す
る
者
の
考
え
を
形
造
る
。
人
間
の
思
考
は
、
無
意
識
の
機
構
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
て

い
る
。
〔
以
上
の
よ
う
に
、

ウ
ォ

i
フ
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
〕

「
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
(
宮

5
gる
は
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
繊
細
な
シ
ス
テ
ム
的
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
他
の
〔
言
語
の
〕
そ
れ
と
は
異
な
っ

訳

註

(

刊

川

)

・

ヘ

ル

ゾ

1
y

カ
テ
ゴ
リ
ー

て
い
る
。
そ
こ
で
文
化
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
自
分
〔
の
考
え
や
感
情
〕
を
表
現
(
伝
達
)
す
る
仕
方
や
範
曙
だ
け
で
は
な

タ
イ
プ

ぃ
。
自
然
を
知
覚
し
、
〔
一
定
の
〕
関
係
や
現
象
の
類
型
に
着
目
し
、
な
い
し
は
そ
れ
を
無
視
し
、
彼
の
思
考
を
形
成
し
、
そ
の
意
識
を
創

カ
テ
ゴ
リ
ー

(η
〉

り
上
げ
る
仕
方
や
範
曜
も
ま
た
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

ウ
ォ
l
フ
は
、
す
な
わ
ち
、
文
法
と
あ
る
文
化
の
一
般
的
性
格
と
の
聞
の
重
要
な
結
び
付
き
を
、
言
語
依
存
の
原
理
と
で
も
い
う
べ
き
意

味
合
い
で
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。

言語と法 (Spracheund Recht) 

だ
が
、
こ
の
見
解
に
反
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
呈
示
さ
れ
た
証
拠
(
主
と
し
て
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
言
語
か
ら
〔
の
も

の
り
は
有
無
を
言
わ
さ
ね
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
留
保
が
屡
々
付
け
ら
れ
る
。
批
判
者
た
ち
は
、
〔
ウ
ォ

l
フ
の
説
の
〕
基
礎
に
あ
る

ー
ー
と
彼
ら
は
言
う
ー
ー
ー
、
言
語
の
外
に
思
考
は
な
い
、
と
い
う
推
定
に
対
し
て
も
ま
た
異
を
唱
え
る
。
〔
ウ
ォ
l
フ
の
〕
擁
護
者
た
ち
も

ま
た
、
説
得
的
な
実
証
も
二
、
一
二
な
い
で
は
な
い
が
、
〔
全
体
的
〕
脈
絡
は
証
明
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
感
じ
取
ら
れ
た
と
い

う
程
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
今
日
、
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
言
語
の
構
造
は
、
な
る
ほ
ど
精
神

訳
註
〈
M
H
〉

ハ

沼

〉

訳

註

〈

布

)

の
逃
れ
ら
れ
な
い
牢
獄
で
は
な
い
が
(
数
学
や
簿
記
や
「
P
A
s
e
A
L
」
と
い
っ
た
サ
ブ
言
語
包
ロ
官
官
2
7
$

が
現
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
自
体
、
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
)
、
し
か
し
そ
れ
は
や
は
り
強
い
禍
巻
的
吸
引
作
用
に
も
似
た
も
の
を
生
む
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

北法35(6・17)705 



演

に
巻
き
込
ま
れ
ず
に
い
ら
れ
る
者
は
ほ
ん
の
僅
か
し
か
い
な
い
の
で
札
的
。
今
日
の
研
究
状
況
を
要
約
す
る
と
す
れ
ば
、

一
つ
の
「
緩
和
さ

れ
た
答
案
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

議

「
全
て
の
人
聞
の
思
考
は
、
用
い
る
言
語
シ
ス
テ
ム
や
そ
の
意
味
論
的
合
巾
百
回

E
-
2
5
構
造
の
持
つ
表
現
可
能
性
と
い
う
所
与
の
条

件
に
即
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
ν
ベル

高
次
の
抽
象
的
思
考
は
、

形

(
0
2
E
H
)
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

グ
ン
ポ
ル

人
工
的
な
記
号
シ
ス
テ
ム
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
通
常
言
語
(
の
守

そ
の
限
り
で
、

そ
れ
は
こ
れ
ら
に

『
依
存
し
て
い

る(同巾]白門戸〈〉』

の
で
あ
る
。

Bm-EHVH白ロゲ巾〉

(
円
円
)

る」。

か
ら
解
放
さ
れ
得
る
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
言
語
に
依
存
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

X 

言
語
と
評
価訳

註
〈
m
m
)

訳
註
〈
明
H

)

こ
の
よ
う
に
〔
そ
の
時
々
の
〕
言
語
は
、
ま
ず
第
一
に
思
考
を
制
約
し
て
い
る
が
(
「
言
語
の
思
考
に
対
す
る
影
響
〔
力
〕
」
〉
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
全
乳
(
〈
。

z
E
F
Z」
と
か
「
良
質
の
バ
タ
ー

∞E
Z
H
)
」
と
か
「
純
毛

公
立
忠
君
。
]
}
叩
)
」
と
か

(ぬ己門巾

「
人
民
民
主
主
義
(
〈
。

-
E
P
5
0町
民
な
ど
と
か
「
総
会
ハ
〈

o
-
-
2
2
E
E
Eロ
巴
」
と
い
う
言
葉
か
ら
既
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
言
語
は

(

布

)

ハ

河

)

評
価
し
も
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
、
「
世
界
の
評
価
(
巧
岳
σ
2
2
ユ
gm)」
と
か
「
精
神
的
(
思
想
的
)
整
流
釘
巴
在
官

(
明
川
)

の

-anzwZEMm〉
」
と
で
も
言
う
べ
き
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
個
人
は
、
言
語
が
予
め
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
〔
世
の
中
の
生
ま
の
〕

事
象
・
現
象
予
与

g臼
2
柏
町

}MgMgm〉
を
整
序
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ら
を
日
評
価
し
感
得
す
る
な
S
1
5辛
口
〉

(
刊
同
〉

あ
る
。
言
語
は
、
我
々
の
感
性
〈
の
え

5
3
と
意
欲
(
君
。

-zら
と
の
双
方
に
同
時
に
働
き
か
け
る
。

「言

(
非
合
理
的
)
表
現
内
容
と
の
双
方
を
同
時
に
決
定
す
る
一
つ
の
社
会
心
理
的

北法35( 6・18)706 
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(
問
問
)

な
力
で
あ
る
」
。

つ
ま
り
言
語
は
、
思
考
の
形
式
的
な
構
造
の
み
な
ら
ず
、
思
想
の
〔
実
質
的
な
〕
内
容
に
対
し
て
も
、
影
響
を
及
ぼ
す
わ
け
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
言
語
は
、
或
る
文
化
に
お
い
て
何
が
重
要
(
耳
目
印

g
E
n
y
)
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
何
が
そ
う
で
な
い
か
を
決
定
し
て
い
る
か
ら

グ
ア
リ
5
1
M
Y
宮
シ

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
語
葉
や
能
動
・
受
動
形
や
時
称
の
持
ち
合
わ
せ
や
そ
の
変
化
の
幅
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
操
作
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
母
語
(
母
国
語
〉
の
中
に
生
ま
れ
育
っ
た
個
人
は
、
音
声
の
構
造
物
色
各
国
戸

m
m
E
Eる

(
思
想
的
〉
内
容
を
も
同
時
に
築
き
上
げ
る
」
。

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
付
属
す
る
精
神
的

言
語
は
決
定
的
な
精
神
的
〈
思
想
的
)
力
で
あ
る

|
lこ
の
こ
と
は
、
言
語
と
法
と
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
に
、
法
に
つ
い
て

は
特
に
当
て
俵
ま
る
。
な
る
ほ
ど
法
は
言
語
を
使
用
す
る
。
し
か
し
、
言
語
〔
の
力
〕
は
法
〔
の
力
〕
よ
り
も
強
く
、
法
を
形
造
る
力
と
し

《
町
山
〉

て
こ
の
中
に
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
法
用
語
の
地
理
学
(
問

2
Z問
看

2
G
g
m
g
Z
5
)
」
と
か
「
法
言
語
の
地

(
的
叫
)

理
学
(
月

2
Z
Z官
白
口

r
m
g
m
E
Z
F巾
)
」
な
ど
と
い
う
言
語
学
者
に
は
お
馴
染
み
の
概
念
に
既
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
地
理
学
と
の
関

係
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

言語と法くSpracheund Recht) 

3司

幾
つ
か
の
事
例

言
語
が
法
に
及
ぼ
す
影
響
は
、

ド
イ
ツ
法
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
も
観
察
で
き
る
。
そ
の
重
要
な
相
違
は
、

一
つ
は
、
ド
イ
ツ
語

に
あ
っ
て
は
1
1
1
英
語
の
場
合
と
異
な
り

l
l屈
折
(
変
化
)
一
語

Q
F
E
F
2芯
巧
合
同
四
る
を
用
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
先
行
す
る
単
語
の
語
尾
が
し
ば
し
ば
後
続
す
る
単
語
に
応
じ
て
変
化
し
、
そ
の
語
尾
が
文
〈
命
題
〉
の
意
味
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
他

方
、
英
語
で
は
、
意
味
は
単
語
の
位
置
〔
関
係
〕
に
よ
っ
て
確
定
さ
九
問
。
ド
イ
ツ
語
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
過
去
分
詞
が
文
末
、
動
詞

ゴヒ法35(6 ・19)707 



演

が
従
属
節
の
末
尾
に
く
る
こ
と
で
あ
る
〔
い
わ
ゆ
る
「
枠
構
造
〈
列
島

B
2
2
2
E
5ど
を
形
成
す
る
わ
け
で
あ
る
l
i
!
訳
者
〕
。
こ
の
特

性
か
ら
、
文
を
予
め
計
画
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ド
イ
ツ
語
作
文
は
、
予
め
〔
文
を
〕
構
成
し
て
お
く
不
断
の
練
習
で
あ
り
、
組

訳
註
〈
刊
巾
)

織
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
。

議

ド
イ
ツ
法
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
よ
り
ガ
ッ
チ
リ
と
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
後
者
は
〔
前
者
よ
り
〕
「
ル
ー
ズ
だ

0
2
r巾円
2
)」
と
い
う

感
想
を
ド
イ
ツ
人
が
抱
く
の
も
、

不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
は
=
m
o
主
主
任
〔
八

Z
B
E
r
m
-
-

訳
者
〕
(
信
義
誠
実
)
亡
と
か

Z
2
5匂
匂
巳
(
禁
反
言
)
=
と
か

w
k
c
m同
(
信
託
)
E

な
ど
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
人
に
は
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
腰
昧
と
思
わ
れ
る
概
念
が
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
普
通
の
言
葉
で
あ
っ
て
守
口

g〉
、
専

門
用
語
と
し
て
は
余
り
磨
き
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
厳
密
に
研
ぎ
す
ま
し
た
概
念
で
法
律
を
作
る
と
、
長
い
難
し
い

テ
キ
ス
ト

文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

門
山
田
〉

(
円
口
同
円
。
仏
同
H
n
z
o
ロ
件
。
』
印
刷
)
白
ロ
巾
印
市
戸
田
君
〉
』

日
本
人
の
野
田

(
Z。
仏
印
)
〔
良
之
教
授
)
が
『
日
本
法
概
論

と
い
う
著
書
の
最
初
の
章
で
、

日
本
語
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
も
、
何
ら
驚
く
に
価
し
な
い
。
彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

tま

日
本
語
よ
り
造
か
に
論
理
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
語
は
、
論
理
的
議
論
よ
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

〔
語
族
に
属
す
る
〕
諸
言
語
は
、

は
、
情
緒
を
表
現
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。
事
物
聞
の
論
理
的
関
係
を
表
現
す
る
の
に
は
、
そ
れ
は
余
り
適
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
文
芸

(
司

02-巾
〉
の
言
語
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
学
問
の
言
語
で
は
な
い
と
言
う
。
別
の
著
述
家
た
ち
は
、
だ
か
ら
、
簡
短
・
簡
潔

に
こ
う
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
町
田
〉

「
日
本
人
の
思
考
の
内
に
論
理
学
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
」
(
但
し
、

訳
註
〈
均
〉

い
う
に
す
ぎ
な
い
〉
0

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
意
味
で
の
論
理
学
に
つ
い
て
、
そ
う
い
え
る
と

野
田
〔
教
授
〕
は
、
人
間
の
思
考
は
そ
の
考
え
を
表
現
す
る
言
語
の
決
定
的
影
響
を
受
け
る
、
と
す
る
言
語
学
説
を
は
っ
き
り
と
承
認
す

北法35(6・20)708 



る
。
複
数
の
人
間
が
全
く
異
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
同
一
の
結
論
に
到
達
し
た
こ
と
こ
そ
、
こ
の
学
説
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
強
力

な
徴
患
(
間
接
証
拠
)
の
一
つ
で
あ
る
。

コ
ミ
ユ
一
日
ケ

1
シ

ヨ

シ

コ

ミ

ユ

ユ

ケ

i
u
v
g
y

更
に
今
一
つ
、
言
語
的
条
件
の
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
言
語
に
よ
る
意
思
疏
通
と
言
語
に
よ
ら
な
い
意
思
疏
通
と
の
割
合

は
〔
そ
の
言
語
文
化
ご
と
に
〕
違
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
我
々
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
〕
の
文
化
は
、

訳
註
〈
卸
〉

物
事
を
口
に
出
し
て
言
い
表
わ
す
傾
き
を
持
っ
て
い
る
|
|
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
更
に
強
い
。
他
の
文
化
に
あ
っ
て
は
、
事
情
は
異
な

る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
、
語
ら
れ
る
も
の
と
語
ら
れ
ぬ
も
の
と
の
割
合
は
一
対
九
程
度
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
語
ら
れ
た
言
葉
は
、
人

コ
ミ
ユ
コ
ケ
J
シ
ヨ
シ

間
同
士
の
意
思
疏
通
と
い
う
氷
山
の
ほ
ん
の
一
角
〈
頂
点
〉
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
立
場
の
表
明
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、

(
M凹
)

n
y
m
H
〉
、
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
」
0

丁
寧
で
礼
儀
に
適
っ
て
い
る

(
Zと
与
5
m
Z色目

似
た
よ
う
な
相
違
は
、
質
問
を
直
哉
口
に
す
る
か
、
腕
曲
に
呈
示
す
る
か
と
い
う
住
方
に
も
認
め
ら
れ
る
。

言語と法 (Spracheund Recht) 

却

比
較
法
学
の
た
め
の
理
論

さ
て
、
以
上
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
は
全
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
の
比
較
に
携
る
者
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
重
大
な
警
告
な
の
で
あ

る
。
蓋
し
、
一
言
語
に
よ
っ
て
、
言
語
の
形
で
存
在
し
て
い
る
法
と
い
う
対
象
〔
物
〕
が
別
の
言
語
に
移
し
変
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
如
何

な
る
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
の
構
造
が
思
考
の
仕
方
と
内
容
を
決
定
し
、
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
ま
で
も
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ

と
す
れ
ば
、
あ
る
言
語
は
、
文
化
的
に
異
な
る
思
想
の
う
ち
特
定
の
も
の
し
か
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

(

釘

)

ぃ
。
だ
か
ら
、
あ
る
文
化
の
中
心
的
な
表
現
を
適
確
に
翻
訳
す
る
の
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
所
見
か

北法35(6・21)709 



演

訳
註
(
町
田
〉

ら
し
て
、
全
面
的
に
賛
成
は
し
な
い
ま
で
も
、
こ
の
意
見
に
は
聞
く
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
蓋
し
、
〔
何
は
と
も
あ
れ
〕
我
々
の
言
語
の
限

訳
註
〈
胞
)

界
は
、
往
々
に
し
て
我
々
の
理
解
の
限
界
で
〔
も
〕
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
法
思
想
を
満
足
の
い
く
形
で
別
の
言
語
に
移
し
変
え
る
こ
と
は

訳
註
(
幻
)

で
き
な
い
と
か
、
そ
れ
を
翻
訳
す
る
場
合
、
変
更
・
変
質
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
の
は
、
実
際
、
そ
の
通
り
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、

議

継
受
さ
れ
た
法
規
(
見

2
Z
m
z
m
m
C
は
別
の
言
語
的
文
脈
、
独
自
の
言
語
力
学
の
中
に
置
か
れ
、
こ
れ
が
意
味
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
そ

訳
註
〈
山
叫
〉
訳
註
ハ
筒
〉

の
新
し
い
概
念
を
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
方
向
に
衝
き
動
か
し
て
ゆ
く
こ
と
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
詩
〔
情
〕
(
司
O

巾凹
H

巾
)
と

は
、
「
翻
訳
に
よ
っ
て
喪
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
法
を
翻
訳
す
る
場
合
に
も
、
似
た
よ
う
な
事
情
が
あ
る
こ

と
を
考
え
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

我
々
、
ド
イ
ツ
人
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
)
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
そ
れ
ほ
ど
尖
鋭
な
形
で
直
面
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
法
の
比

較
を
す
る
場
合
、

イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
語
系
に
属
す
る
言
語
だ
け
を
相
手
に
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
状

ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、

況
は
、
急
速
に
変
化
し
た
。

難
し
い
問
題
に
出
会
う
こ
と
は
あ
る
。

n
y
o
m四
E
H

ロ，白円昨日。ロ

イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
語
の
場
合
で
も
、

ま
た
、

(
無
体
動
産
、
債
権
、
訴
訟
請
求
物
〉
E

と
か

訳
註

(
m
m
〉

=白同

2
・0
R
2
(封
〔
土
〕
譲
受
人
、
公
共
不
動
産
管
理
人
)
=
と
か
こ
L
O
S
E
-
(本
拠
地
、
住
所
)
工
と
か

単
純
不
動
産
権
)

L
巾
巾
凹
F
5
1巾
(
g
g同
叩
回
口
町
巾
巾

回
目
自
主
巾
)

(
単
純
封
土
権
、

w

同
門
口
巾
白
ロ
門
同
町
内
己
円

」
己
巾
当

〈
〔
貸
借
対
照
表
の
〕
真
実
で
公
正
な
内
容
、
貸
借
対
照
表
が
会
社
の
財
産
状
態
を
明
瞭
か
つ
適
確
に
表
示
し
て
い
る
こ
と
)
=
の
よ
う
な
英
語

〈四回〉

の
表
現
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
我
々
は
、
言
語
の
影
響
力
の
強
さ
が
具
体
的
に
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
、
知
り
は
し
な
い
。
〔
だ
が
〕
言
語
の
構
造
が

法
を
全
て
説
明
し
て
呉
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
蓋
し
、
生
ま
の
現
実
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
的
体
系
を
夜
駕
す
る
も
の
で

(

鈎

〉

フ

ァ

ク

タ

ー

フ

ァ

ク

タ

ー

あ
る
。
言
語
は
、
他
の
要
素
と
並
ぶ
一
つ
の
要
素
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
が
多
様
で
あ
る
こ
と
の
影
響
は
、
全
て
の
文
化
な
ら
び
に
言

(
川
町
)

語
の
中
に
在
る
人
類
共
通
の
も
の
、
人
類
の
文
法
と
い
う
普
遍
的
な
深
層
構
造
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
依
存
の
原

北法35( 6・22)710 

と
か



理
は
比
較
法
学
を
難
し
い
も
の
に
は
す
る
が
、
不
可
能
に
は
し
な
い
。
蓋
し
、
「
依
存
性
ハ
列
色
白
Z
1
5片
)
」
は
「
決
定
論

(

町

出

)

5
5と
で
は
な
く
、
越
え
難
い
障
壁
を
作
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
責
任
あ
る
態
度
で
比
較
法
学
を
や
ろ
う
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
、
言
語
と
法
と
の
関
係
を
集
中
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
比
較
法
学
は
、
法
言
語
学

(
H
N
2
r
E
5・

訳
註
(
凹
む

関
口
町
三
内
)
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ハワ
2
2
5
E
U

粗

法
の
通
用
力

(HNRE認
め
】
苫
ロ
ぬ
〉
に
つ
い
て
の
帰
結

と
こ
ろ
で
、
全
人
類
の
文
法
と
い
う
統
一
的
な
深
層
構
造
を
射
程
に
収
め
た
結
果
、
今
や
比
較
法
学
の
範
囲
を
蓬
か
に
越
え
る
が
、
同
時

に
、
本
講
演
の
出
発
点
に
帰
る
こ
と
に
も
な
る
よ
う
な
問
題
が
出
て
く
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

(
(
u
r
o
白
井
芯
に
よ
れ
ば
、
こ
の
深
層
構
造

プ
ロ
ト

は
全
て
の
人
聞
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
お
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
原
l

人

そ
こ
か
ら
、
人
類
の
諸
言
語
の
表
層
文
法
〈
。
宮
正

E
n
r
g
m
g
g
g白
E
C
が
発
達

言語と法 (Spracheund Recht) 

類
の
文
法
(
匂
H
O
E
-
r
E岡田口目的
Z
B
B
Rと
で
あ
る
。

〈
加
国
)

し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
こ
の
テ
ー
ゼ
に
は
、
個
々
の
点
で
、
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
方
、
言
語
と
法
と
が
非
常
に
近
い
関
係
に
立

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
〔
一
言
語
に
つ
い
て
言
え
る
の
と
〕
同
じ
こ
と
が
法
に
つ
い
て
当
て
緩
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問

訳
註
ハ
∞
∞
)

が
す
ぐ
に
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
〔
イ
ギ
リ
ス
人
の
〕
ベ
ロ
ッ
ト

(
H
V
2
2口
)
は
、
こ
の
方
向
で
考
察
を
進
め
る
。
彼
は
、
「
D
N
A
-
コ
l
ド

の
中
の
自
然
法

(
Z呉
ロ
口

2
Z
F
B
U
Z〉
ー
の
o
含
)
」
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
、
遺
伝
子
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
法
的
諸
観
念
が
存

(

佃

町

)

(

削

円

)

在
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
実
定
法
の
〔
複
数
の
〕
体
系
が
発
達
し
て
き
た
、
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

北法35(6・23)711 



演

「
全
て
の
実
定
法
体
系
は
、
恐
ら
く
人
類
全
て
に
共
通
な
唯
一
の
法
の
深
層
構
造
の
表
層
に
す
ぎ
な
い
。
〔
そ
の
〕
知
識
と
習
熟
は
、
全
て

の
人
聞
に
遺
伝
的
に
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
深
層
構
造
が
、
我
々
に
一
連
の
基
本
的
義
務
を
課
す
る
の
で
あ
的
」
。

講

こ
の
主
張
は
、
自
然
法
や
法
感
情

(HN2Z団
関
え
喜
一
〉
や
「
法
的
本
能

(
H
N
2
Z
m
E
2
E
E
)」
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ

訳
註
(

m
間
〉

る
o

「
わ
れ
わ
れ
と
共
に
生
ま
れ
た
法

?
O
B
列

2
Z
F
L
E
B
X
ロ
ロ
田
宮
『
0
2ロ
)
」
と
い
う
ゲ

l
テ
の
命
題
が
、
突
如
と
し
て
新
た
な

照
明
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

本
講
演
で
は
、
こ
の
説
を
こ
れ
以
上
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
に
か
く
、
言
語
の
基
本
的
構
造
が
遺
伝
的
に
決
定
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
法
も
ま
た
部
分
的
に
で
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
遺
伝
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
語
の
法

に
対
す
る
影
響
か
ら
い
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
法
の
遺
伝
的
構
造
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
言
語
の
表
層
構
造
の
違
い
か
ら
生
ず
る
法
体
系
聞
の
相
違
を
緩
和
す
る
わ
け
で
あ
る
。

リ

ズ

ム

こ
の
脈
絡
で
重
要
な
事
実
が
も
う
一
つ
あ
り
、
そ
れ
を
争
う
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
韻
律
や
比
例
に
対
す
る
我
々
の
感
覚
は

(
町
田
〉

天
性
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
黄
金
分
割
の
比
率
が
ど
こ
で
も
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ど
う

リ

ズ

ム

説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
韻
律
や
比
例
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
頭
韻
や
脚
韻
な
ど
と
い
う
形
で
、
文
化
的
に
定
着
す
る
ま

で
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
洞
察
は
、
法
の
通
用
力
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、

な
に
が
し
か
を
教
え
て
呉
れ
る
。
法
の
言
語
は
、
我
々
の
中
に
あ
る
我
々
自
身
の

も
の
で
あ
る
な
に
か
、
我
々
の
「
精
神
的
波
長
」
に
合
っ
た
な
に
か
を
鳴
動
せ
し
め
る
。
言
語
は
、
我
々
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
共
鳴

リ

ズ

ム

板
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
に
訴
え
か
け
る
o

「
送
信
機
」
は
、
「
受
信
機
」
の
波
長
の
範
囲
内
で
送
信
す
る
。
音
楽
の
律
動
に
体
を
動
か
し
、

リ
J

ズ

ム

太
鼓
の
響
き
が
兵
を
行
進
さ
せ
る
よ
う
に
、
法
言
語
の
構
造
や
韻
律
や
響
き
が
、
我
々
を
動
か
す
(
そ
の
古
典
的
な
痛
ま
し
い
結
果
を
生
ん

同耐え同角川口町位ロ

m
2
5口
出
即
日
巾
]
ロ
)
」
〔
グ
リ
ム
兄
弟
(
回
ユ
仏
巾
円
。

1
5
2〉

だ
例
が
「
ハ

1
メ
ル
ン
の
鼠
取
り
(
ロ
2

の
『
ド
イ
ツ
伝
説

北法35(6・24)712 



集

(
0
2門
閉
口

Z
ω
白

mg)』
に
は
、
「
ハ
l
メ
ル
ン
の
子
供
た
ち

(
U
5
E
Z
2
N
C
出
国
自
己
ロ
)
」
と
い
う
題
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
l
l

訳

註

〈
m
刊

〉

メ

ル

E
Z

訳
註
〈
刷
出
〉

訳
者
〕
で
あ
り
、
好
ま
し
い
結
果
を
生
ん
だ
明
る
い
方
の
古
典
的
な
例
が
グ
リ
ム
童
話
の
「
歌
う
骨

(
U
2
m
z
m
g
r
関
口
。
岳

gと
や

訳

註

(

間

出

)

訳

註

〈

mm
〉

「
ね
ず
の
木
の
話
(
〈
O

ロ

P
E
E
R
E
E巾
5
0
0
5と
で
あ
る
)
。
そ
れ
ら
が
法
文
の
実
効
力
を
高
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
そ
れ
ら

は
呪
術
と
一
脈
相
通
じ
て
い
る
。
言
語
は
、
我
々
の
遺
伝
的
i

文
化
的
感
受
性
を
利
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
法
を
遵
守
す
る
の
は
同

モ
ヲ
I
リ

ツ

ジ

ユ

訳

註

(

山

田

V

門
川
町
)

調
の
感
情
か
ら
で
あ
り
、
倫
理
的
義
務
、
そ
う
、
そ
し
て
喜
び
と
感
じ
ら
れ
る
内
的
(
精
神
的
〉
衝
動
か
ら
な
の
で
あ
る
。
法
は
我
々
の
内

に
鳴
り
響
い
て
お
り
、
我
々
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
当
為
(
「
J
す
べ
き
で
あ
る
」

)
3
0
-
-
g〉

訳
註
〈
町
田
〉

(
「
ー
し
た
い
」
)
〈
巧
己

-g〉
の
秩
序
と
な
る
の
で
あ
る
。

の
秩
序
か
ら
意
欲

訳
註
(
日
間
〉

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
な
ぜ
昔
の
法
が
詩
の
形
式
を
用
い
た
の
か
が
、
〔
お
そ
ら
く
〕
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
主
と
し
て
口

頭
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
法
は
、
そ
も
そ
も
「
言
語
に
対
し
て
、

よ
り
神
経
質
で
あ
る
(
由
旬
岡
田

n
Z
3
2
r
r
H〉」
o

更
に
、
強
制
的
通
用
可
能

性
(
ロ
ロ
円
n
y凹
2
N
ロロ∞日
g
c
m
t
n
y
z
x
)
が
弱
け
れ
ば
弱
い
程
、
法
の
力
は
法
(
裁
判
〉
共
同
体
の
成
員
(
河
2
Z団
関

go回
目

g〉
の
確
信
や
、

ハ
Mmv

ハ
同
開
〉
訳
註
ハ

m出〉

そ
れ
自
身
の
駆
動
力
の
強
さ
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
こ
ろ
で
詩
と
い
う
形
式
は
、
こ
れ
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す

言語と法 (Spracheund Recht) 

べ
か
ら
く
、
聖
歌
・
讃
美
歌
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
実
は
、
信
仰
告
白
を
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
第
一
の

目
的
で
は
な
い
|
l
む
し
ろ
信
仰
を
心
の
奥
底
に
植
え
付
け
て
、
我
々
を
信
仰
へ
と
導
び
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
言
語
感
覚
に
合
わ

な
い
法
は
|
|
今
日
、
往
々
に
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
|
l
、
無
縁
(
異
質
〉
の
も
の
、
我
々
の
頭
越
し
に
襲
い
か
か
っ
て
き
た
「
規
範

の
洪
水

(
Z
O
H
5
3
h
E
C
」
と
感
じ
ら
れ
る
。
言
語
に
対
す
る
細
や
か
な
配
慮
を
欠
い
て
は
、
実
定
法
(
制
定
法
律

)
2
2
吉
田
正

2

メ

ン

タ

リ

テ

ィ

ー

ハ

附

)

河内
nZ)
が
法
的
心
情
(
心
性
〉
(
岡
山
2
Z晶
2
5ロ
ロ
ロ
巴
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
つ
い
に
な
い
の
で
あ
る
。

* 
本
稿
は
、
テ
キ
サ
ス
州
(
吋
2
2
)
ダ
ラ
ス
市
(
ロ
巳

-2〉
サ
ザ
ン
・
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
大
学

3
2テ
ミ
ロ
宮
2
7
0会
2
C
E
〈
巾
円
立
ち
ロ
l

・ス
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苦者

ク
ー
ル

2
n
E
C】
三
回
[
自
宅
)
の
マ
シ
ュ

l

・
フ
イ
ン
キ
ィ
ン
(
冨

E
Z
d〈
ヨ
ロ
在
る
な
ら
び
に
ピ
l
タ
1
・
ウ
ィ
ン
シ
ッ
プ

(
-
u
Z
2
4司
g
m
r
G
)

の
両
教
授
と
の
長
時
間
に
亘
る
対
話
か
ら
、
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
私
が
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
l

〈冨

E
5芯
円
〉
で
〔
オ

ラ
ン
ダ
の
〕
グ
ロ
ニ
ン
ゲ
ン
〈
の

gロ山口問
g)
の
学
生
た
ち
を
相
手
に
し
て
行
な
っ
た
講
演
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
o

講
演
と
い
う
形
式
は
、
そ

の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
〔
な
お
、
本
論
文
は
、

F
2
m
Zロ
N
O
E口
問
忌
宮
、

ω-HR-
に
公
表
さ
れ
た
後
、
更
に
改
訂
さ
れ
て
、
切
巾

E
E止
の

Z
E
-

r
z
w
富
田
円
宮
ロ
ロ
仏

O
E
B
R
Z
L
2
河

2
Z
Z巾吋
mFF口
F
E
m
-
-
。
・
∞
-
V
向
。
官
(
司
田
口
一
巳
与

2
5
、H
d
r
E
m
E
S
E
-
ω
-
H色
白
に
収
録

さ
れ
て
い
る
|
|
訳
者
以
。

議

(

1

)

基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
出
ニ

r
p
ド

g
m
g
m
p
ω
唱
。
ュ
タ

E
与
の
己

zzu凶，
r
o
j
p凶ロ
ω
r
g
r
H口
々
。
司

Z
D口
、
p
mロ回同町円
mr-rq
色
町

者
OH《山田
w
F仲間
g
q
r
p
oロ
内
回
〉

E
P
L
m
m
同

rHD口問
YFω
当
地
〈
乙
吉

E
M
E
d
-
H
E
M
N
2・
H
N
(
H
3
5
8
u・

(

2

)

一
八
一
九
年
〔
単
行
本

3
・
H
印
O

H

吋ロ
-
N
〉
は
、
よ
り
精
確
に
、
一
八
一
九
年
か
ら
一
八
三
七
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
四
巻
本
の
著
述
で
あ
る

こ
と
を
記
し
て
い
る
|
|
訳
者
〕
。

(
3
〉
一
九
四
三
年
。

(
4
〉
一
九
八
二
年
。

訳
註
(
1
〉
単
行
本

3
・
5
3
で
は
、
こ
の
文
の
後
に
、
次
の
文
章
が
追
加
・
挿
入
さ
れ
て
い
る
一

「
言
語
は
、
強
調
し
、
美
化
し
、
覆
い
隠
す
。
言
語
の
そ
の
よ
う
な
性
格
は
、
本
論
考
で
も
、
あ
ち
こ
ち
で
見
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
」
。

(
5
)
ベ
ン
サ
ム
(
∞
g
F
m自
〉
の
告
一
一
回
替
市
。
出
mHFHwmmm可
ω
Oロ
図
。
Z
E
B
M
M
U自
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
百

Hnrrop
問

2
Z
S
E
2
5向
島
区
同

nr

問。

1
8窓
口
∞
司

g
n
r問。
r
H
g
n
y
m，
ω
5
0
F
5
3句
∞

-NM叶
も
参
照
せ
よ
〔
な
お
、
単
行
本

3
・5
0
司ロ

-m)
で
は
、
回
O
Z
E
B
u
切
D
o
r
c『

F
E
n
-。曲、∞
-M
が
、
直
接
、
引
用
さ
れ
て
い
る
1
1訳
者
〕
。

訳
註
(

2

)

こ
れ
は
、
単
行
本

2
・
5
乙
で
挿
入
さ
れ
た
句
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
更
に
、
次
の
文
が
追
加
さ
れ
て
い
る
一

「
或
る
法
制
度
が
別
の
或
る
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
、
ど
ん
な
〔
副
次
的
〕
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
。

(
6
〉
宮
2
2
E
m
r
p
ω
0
5
0
H
J
D
E
E
M
m
〉

ω
ω
D
n
S
H
E
-
H
r
m
F
ω
回

m
E
m
o
ω
き
同
n
r・040H
凶ロ

P
0
4
E
L
4司
2
E
-
〈

2
E
m
mロロ四

CDL

河
内

n
z
z
c
r
o
Z
2
5
〈
H
3
3
8叶
だ
け
で
も
参
照
さ
れ
た
い
。

訳
註
(

3

)

単
行
本

(ω
・
回
目
。
で
は
、
と
の
後
に
、
次
の
文
章
が
続
く
一
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演

(
日
〉
一
九
四
六
年
。
問
。
町
円
切
り

2
河
内

n
z
z
ι
2
0
k
r
gロ
mw
切
Oロ
ロ
巴
ω
T
N毛市町四
2
F
N
5
開門岡山巾ず仲間
r色
丹
監
ロ
『
丹
市
ユ
凹
円

r
R
〉
5
m白
m
g

同
EH
牛
H巾同州
2
z
m
i
m
Eロ
E
r
r
-
B
一司

ω
ω
U
Cユ
w
司円

OFrc円四

F
P
呂
田
印

w
∞・

8
∞
も
見
ら
れ
た
い
。
〔
更
に
単
行
本

2
・
H
E
M
J
M
-
M
O〉
か

ら
、
法
史
学
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、

F
r
H切
り

2
月

2
z
z
p同
阿
ハ
ロ
ロ

mp
図
。
ユ
山
口
巴
ω∞
一
〉
牛
三
円
出
口
}
♂
冨
佐
官
。
-
同

D
Z
E
2
1
2ロ

g
E
Z
F
m
2
F
C
N。
田
地
司

ω
同E
0
3
〉
と

g
H由
叶
少
∞
-
ミ
を
追
加
し
て
お
く
l

|
訳
者
〕

(
M
W
)

一
九
五
三
年
。
〔
単
行
本

3
5
ω
F
F
M
M
)
は
、
更
に
、
一
美
術
と
の
関
係
を
論
ず
る

F
F
W
Mハロロ
ω
t
E
L
H
N
2
F
回
仏
ゲ

0
2
問。円

Z

E
目
E
P

N
f
5
7
5
N
ω
U
H
N巳
ロ
ロ
広
岡
山

ω門司凶作円、ロ
S
H
N
m
m
H
Z
5
ι
2
剛
ハ
ロ
ロ
え
〉
司
唱

gMNO--Hロロ
2tM凶
rD品巾ロ
mw
】Uω
何】回。ロ

2
・
ω日
間
自
白
門
戸
口
問
。
ロ
忌
日
可
、
1

・
ω-

HHH
一
問
。
円

nr。
円
、
切
二

L
Eロ《凶同
N
2
E
E
C
r
o『]め間ロロ
mmロ
Nロ
同
列

DZOLmwm
回二

L
2
5
品
。
門
司
円
守
主
〔

g
n
r
g〕間
2
n
r
r
z
t
n
r
mロ
For同
σ

タ
イ
ト
ル

ロ
ロ
門
目
町
DHmnrロロ
mw
一司
ωω
各
自
己

N巳
E
P
ω
吉伸仲間

ωユ
巴
∞
ow
∞
-
E
N
の
参
照
を
求
め
て
い
る
。
な
お
、
問
。
『
円
「

2
論
文
の
標
題
の
中
で
〔
〕
で

括
っ
た
字
句
は
原
文
に
は
な
い
が
、
恐
ら
く
誤
り
で
は
な
い
か

|
l訳
者
〕

(
げ
)
同

5
2
0
H
W
E
E
-
巧
同
片
品
也
君

E

Z
白
同
信
円
者
白
♂

ρロ
ω
L
2ロ日明一
D
3
5
E日開》
2
r
z
oユ
釦
《
Ho-yuロ凶戸市円
c
m
Eユ
色
町

O
B
C
L
O『ロ
D
U
(包
∞
。
)

印
回
目
・

訳
註
(
9
〉

z
eア
同
り

g
m
g
g
Z
2
m
n
Y
2
Nロ
の

c
z
r
o
c
z
r
t
m
ミ
w
町
ω
の
B
E
-
∞
FOEO-仏
s
g
-
ω
・
∞
叶
〔
法
史
学
に
関
わ
る
も
の
な
の

で
、
敢
え
て
単
行
本

2
・
H

宮
町
ロ

-
N
S
に
よ
っ
て
、
追
加
し
て
お
く
〕
・

訳
註
(
叩
〉
岡
田
宮
谷
ル

l
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
デ
l
ネ
ケ
監
修
、
高
橋
健
二
訳
『
グ
リ
ム
童
話
全
集
』
第
一
巻
(
小
学
館
、
一
九
七
六
年
)
二
九
二

l
三

O

九
頁
。「
テ
ー
ブ
ル
よ
、
食
事
の
用
意
」
と
い
う
の
は
、
職
人
仕
事
を
修
め
れ
ば
食
う
に
困
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
金
貨
を
は
き
だ
す
ろ
ば
」

は
、
水
車
小
屋
(
製
粉
所

)
l
lろ
ば
は
、
水
車
小
屋
(
製
粉
所
〉
に
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
ー
ー
を
所
有
す
れ
ば
、
金
持
ち
に
な
る
、
と
い
う
こ
と

レ

ガ

l

リ

ア

を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。
勤
勉
も
独
占
ー
ー
か
つ
て
水
車
小
屋
(
製
粉
所
)
の
所
有
は
国
王
留
保
権
に
数
え
ら
れ
て
い
て
、
特
権
的
営
業
で
あ
っ

た
ー
ー
も
、
し
か
し
、
暴
力
や
無
法
に
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
力
で
こ
れ
を
抑
え
つ
け
る
必
要
が
出
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
こ

ん
棒
ょ
、
ふ
く
ろ
か
ら
」
で
あ
る
。
以
上
、
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
の
談
話
か
ら
、
説
明
を
補
足
し
て
お
く
。

訳
註
(
日
〉
ド
イ
ツ
な
い
し
ド
イ
ツ
法
以
外
に
お
い
て
も
、
詩
と
法
な
い
し
法
学
と
の
密
接
な
結
び
付
き
は
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
一
が
す
例
と
し
て
、
教
授

は
、
講
演
の
中
で
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン

Q
D
rロ
窓
口
丹

g
〉
と
ホ
ー
ム
ズ

(
O
-
Z
R
ぎ
g

F口
一
回

o
-
2
0
6
判
事
の
名
を
挙
げ
ら
れ
た
。
前
者
に

つ
い
て
は
、
今
更
、
多
言
を
要
す
ま
い
。
後
者
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
最
も
著
名
な
詩
人
の
一
人
を
父
に
持
ち
、
文
学
的
教
養
あ
ふ
れ
る
雰
囲
気
の

議
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言語と法 (Spracheund Recht) 

中
で
人
と
な
っ
た
。

〈
路
〉
巧
7
5
w
吋
宮
戸
。
聞
と

H
g
m
m
E
E
D
P
切

Dω
件。ロ

F
P
・
5
3
w
m
-
由
に
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
(
宮
巳
己
3
3
の
考
察
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。

(

川

口

〉

。

2
F
U
S
F
m
E丘
一
『
出
同
町
名
コ
己
何
回
目
・

]FSH-

(

m

叫
)
の
同
DO凹口
-g。
円
、
ロ
芯
}
c
m
-
r
E
L
Hロユ
ω司
HHLOロ
N、〕巴∞
N

(
幻
〉
の

Z
虫
色
晶
、
巴
ロ
2
2
z
p
n
r
r巳
同
ロ
ロ
島

F
2
4
2
ι
g
p
司

ω
同

C
B
S
O
H
W
H
r
E
5∞。、

ω
・
ω・
〔
単
行
本

(ω
・
H
a
Hりロ
-
M叶
)
は
、
更
に
、

関
与
-
2、
ω
z
r
m司
2
5
3円
L
O
B
司

0
2
5
ι
2
』ロュ

4
2
ι
g
p
ゲ

K
F
ロ
ご
、
当
ロ
HNrcH同
凶
∞
∞
ω、
ω
〉
ロ
戸
、

HUHU
一
色
。
ョ
よ
同
U
E
2
2
-
o

E
H
N
2
z
u
巧
2
Z
H
5
8ロ
∞
ニ
-
5
5巾
2
m
L
o
z
g
n
Z
Z
D
E
z
r
o
r
o
S
〈
5
0
3
N
S
を
引
い
て
い
る
i
l
i訳
者
〕

〈
勾
〉
】
M可丘町、

N
O
D
m口
内
山
岳
町
〉
三
口
町
宮
OHOH円可円
F
V向
E
足。ロ
ω口円。
-
w
Z
2々
J

同
O
H
r
H由吋品切∞
-
U
2・

(
幻
)
前
註
(
叩
同
〉
を
見
よ
。

〈
出
)
創
世
記
第
二
章
第
二

O
節
〔
日
本
聖
書
協
会
版
、
一
九
五
五
年
改
訳
守
旧
約
聖
書
』
で
は
、
「
:
:
・
(
本
文
所
引
箇
所
)
・
:
・
が
、
人
に
は
ふ
さ
わ

し
い
助
け
手
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
」
ま
で
が
、
第
二
章
第
二

O
節
と
さ
れ
る
l
l
訳
者
〕
。

(
お
)
創
世
記
第
二
二
章
第
三

O
節
〔
一
九
五
五
年
改
訳
の
邦
語
聖
書
で
は
第
二
九
節
|
l
訳
者
〕
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
三
章
第
一
四
節
。
〔
単
行
本

(ω
・

広
町
〉
で
は
、
本
註
は
、
本
訳
文
で
は
訳
註
(
ロ
)
を
付
し
た
箇
所
に
移
さ
れ
て
お
り
、
更
に
、
「
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
御
名
が
あ
が
め
ら

れ
ま
す
よ
う
に
』
と
い
う
主
の
祈
り
ハ
〈
旦
2
5
2円
〉
(
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
六
章
第
九
l
一
三
節
に
基
づ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
祈
祷
文
)
の
最
初
の

祈
り
(
同
第
九
節
〉
も
ま
た
参
照
の
事
」
、
と
い
う
句
が
追
加
さ
れ
る
ー
ー
ー
訳
者
〕

訳
註
(
ロ
)
単
行
本

(ω
・
5
S
で
は
、
こ
の
後
に
、
次
の
文
が
挿
入
さ
れ
る
一

「
そ
れ
故
、

?
i
マ
人
た
ち
の
間
で
も
、
最
高
位
の
神
の
名
は
、
謎
(
秘
密
)
と
さ
れ
て
い
た
」
(
典
拠
は
、
。
2
宮
司
L
U
-
-
n
Z
F
M
M但
阻

止

D
?

自
己

P
ω
ω
。)。

訳
註
ハ
日
)
ホ
メ
l
ロ
ス
(
呉
茂
一
一
訳
〉
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア

1
』
上
巻
企
右
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
)
二
五
五
|
二
八
八
頁
〔
第
九
歌
で
は
な
く
、
第
九

豊
富
と
訳
さ
れ
て
い
る
〕
。

訳
註
(
U
〉
前
掲
書
一
一
六
一
一
貝
に
は
、
「
増
上
慢
で
錠
を
蔑
す
る
こ
の
者
(
ど
も
と
と
あ
る
。

訳
註
(
日
)
前
掲
書
二
七
六
頁
で
は
、
「
そ
れ
か
ら
わ
し
に
お
前
の
名
前
を
教
え
ろ
、
さ
っ
そ
く
今
な
」
、
と
な
っ
て
い
る
。

だ

れ

も

し

な

い

訳
註
(
凶
)
前
掲
者
二
七
六

i
二
七
七
頁
(
四

O
六
頁
の
訳
註
も
参
照
)
で
は
、
「
駄
礼
毛
志
内
と
私
は
い
う
の
で
、
駄
礼
毛
志
内
と
母
親
も
父
親
と
し
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て
も
、
そ
の
ほ
か
仲
間
の
人
た
ち
皆
が
、
私
の
こ
と
を
呼
ん
で
お
り
ま
す
」
、
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

訳
註
(
口
)
単
行
本

3
・
5
3
で
は
、
こ
の
筒
所
は
、
ヴ
ァ
l
グ
ナ
l
の
台
本
通
り
に
分
か
ち
書
き
に
さ
れ
て
い
る
o

も
し
、
そ
れ
に
格
別
こ
だ
わ
っ

て
訳
す
と
す
れ
ば
、

「
決
し
て
お
前
は
私
に
尋
ね
て
は
な
ら
ぬ
、

知
り
た
い
と
思
っ
て
も
い
け
な
い
、

私
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
か
、

ま
た
ど
ん
な
名
前
で
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
、
を
」
〔
ワ
ア
グ
ナ
ア
(
高
木
卓
訳
)
『
ロ
オ
エ
ン
グ
リ
イ
ン
・
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
』
(
岩
波
文

庫
、
一
九
五
三
、
一
九
八
四
年
〉
二
五
、
二
六
頁
参
照
〕

と
い
っ
た
具
合
に
な
ろ
う
か
。
尤
も
、

HN
誌

(
ω
-
N
-
g
r
C
で
も
、
分
か
ち
書
き
こ
そ
し
な
い
が
、
各
句
の
冒
頭
は
大
文
字
で
印
刷
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
単
行
本

2
・

5
3
は
こ
こ
に
脚
註
(
間
口
・

ωむ
を
付
け
て
、
ヴ
オ
ル
フ
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
パ
ハ
ハ
巧
oロ
g
g
gロ

H
w
m
n
Z
5
2
5
の
『
パ
ル
チ
グ

7
1
ル
〈
3
2
2
ε
』
第
二
部
第
ご
ハ
巻
第
入
二
五
詩
館
一
入
行
自
一

「
私
の
頼
み
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。

私
が
誰
で
あ
る
か
を
決
し
て
問
う
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
守
ら
れ
れ
ば
あ
な
た
の
も
と
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ま
す

?
B
r
0
2
0件
当

g
r
r
E
n
r
r
E
w口
当
ニ
・

問
。
之
島
町

2
R
S
B
R
司

R
-
n
r
m向日

mO
自
白
岡

F
n
r
z
r
o
z
r
g
Z
)」

を
重
ね
て
引
い
て
、
参
考
に
供
し
て
い
る
。
本
訳
註
に
お
け
る
ヴ
オ
ル
フ
ラ
ム
よ
り
の
引
用
は
、
グ
オ
ル
フ
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
パ
ハ
ハ
加
倉
井

粛
之
・
伊
東
泰
治
・
馬
場
勝
弥
・
小
栗
友
一
共
訳
〉
『
パ
ル
チ
ヴ
ァ
l
ル
』
(
郁
文
堂
二
九
七
四
二
九
八
三
年
)
四
二
九
頁
下
段
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

と
と
ぽ

訳
註
(
問
〉
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
量
百
第
一
章
第
一
節
一
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ
っ
た
。
一
ず
一
口
は
神
で
あ
っ
た
」
。

(

叩

山

)

り

E
口、

E
o
当
2
2ロ四

p
m
m
gロ
n
r
2
4『D
同
完
工
自
己
件
。
ロ
叶
2
g
g
o
E
E
ι
5
2
t
r
g
o
ユg
F
H呂
田
参
照
。

(
幻
〉
円
ugm-Hm♂

ω同】
g
n
z
c
z
z
u
λ
r
c
m
〔
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ヅ
シ

I
ラ
l

(
岡
三
郎
・
岡
富
美
子
訳
)
『
一
言
語
と
神
話
』
(
国
文
社
、

一
九
八
一
年
〉
〕
‘

ω
・
企
-

演講

一
九
七
二
、
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訳
註
ハ
mm
〉
単
行
本
3
・
5
3
に
よ
る
挿
入
。

(
羽
)
デ
ィ

l
タ

l
ラ
イ
ン

(
U
Z
Z
ユ
丘
ロ
)
〔
但
し
、
単
行
本
〈
ω
-
H
印
寸
間
口
・
ω
叶
〉
で
は
り
-
2
2】
g
u
H
W
ω
E
』
Z
H
}
ω
2
ロ
岡
山
D
E
同
w
o
g
r
ω
E
W

同
ν
ω
2
m
S
2
w
ω
・
品
と
な
っ
て
い
る
。
何
れ
か
が
校
正
ミ
ス
な
の
で
あ
ろ
う
〕
0
岡
山
口
岳
宮
町
ω
n
r
c
F
U
Z
同
市
町
何
回
ω
g
o
c
o口
sit--
冨
g
ω
n
r
c
ロ
門
日

開
E
g
g
-
ロ
え
ユ
E
E
E
r
g
者
σ
-
E
5
2
ロ
-
F
r
5
3
2
F
O
含
司
巧
2
同
町
注
目
2
r
o
ロ
巧
ロ
r
o
-
B
m
E
C
E
2
2
宮
内
・
宮
E
3
0
H
H由
∞
ゲ

ω
・
s
w

u
N

〔
但
し
、
単
行
本
で
は
、
:
:
:
ω
口

Z
5
3
3
子
。
ι
ミ
ヨ
2
広
忠
m
n
r
m
口
当
ニ
z
z
m
'
d
E
2
円
岳
民
同
宮
E
m
同
2
A
〈
H
8
6
S
M
S
と
な
っ
て
い

る
〕
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

訳
註
(
初
〉

M
N

誌

(
ω
・
日
目
E
r
る
で
は
d
E
Z
H
回
一
ロ
ヨ
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
行
本
3
・
5
3
に
従
っ
て
、
本
訳
文
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

(
却
〉
創
世
記
第
一
章
第
三
節
。

(
ぬ
〉
創
世
記
第
一
章
第
六
節
。

〈
泊
〉
使
徒
行
伝
第
二
章
第
三
節
と
第
四
節
〔
「
(
五
旬
節
の
日
が
き
て
、
み
ん
な
の
者
が
一
緒
に
集
っ
て
い
る
と
(
第
一
節
〉
、
突
然
、
激
し
い
風
が
吹

い
て
き
た
よ
う
な
音
が
天
か
ら
起
こ
っ
て
き
て
、
一
同
が
す
わ
っ
て
い
た
家
い
っ
ぱ
い
に
響
き
わ
た
っ
た
(
第
二
節
)
。
)
ま
た
、
舌
の
よ
う
な
も
の

が
、
炎
の
よ
う
に
分
れ
て
現
わ
れ
、
ひ
と
り
び
と
り
の
上
に
と
ど
ま
っ
た
(
第
三
節
)
。
す
る
と
、
一
向
は
聖
霊
に
満
た
さ
れ
、
御
霊
が
語
ら
せ
る
ま

ま
に
、
い
ろ
い
ろ
の
他
国
の
言
葉
で
諮
り
出
し
た
(
第
四
節
〉
」

l
l訳
者
〕
。

(

m

M

)

〔
悲
劇
〕
第
一
部
、
書
斎
〔
一
二
二
四

l
一
二
三
七
行
一
「
こ
う
書
い
て
あ
る
。
『
初
め
に
言
葉
あ
り
き
Q
E
〉
民
自
偶
者
日
ι
2
モ
ミ
同
一
)
0
』
/

こ
こ
で
、
も
う
お
れ
は
つ
か
え
る
。
ど
う
し
た
ら
こ
れ
が
切
り
抜
け
ら
れ
る
か
。
/
お
れ
は
言
葉
ハ
者
。
円
。
と
い
う
も
の
を
そ
れ
ほ
ど
重
く
見
る
こ

と
は
で
き
ぬ
。
/
お
れ
に
精
神
の
光
が
み
ち
て
い
る
な
ら
(
笥
g
ロ
E
M
g
自
の
巳
m
H
0
2
n
r
円
2
r
E
r
s
r
Z
〉
、
/
別
の
訳
語
を
採
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
/
こ
れ
は
ど
う
だ
。
『
初
め
に
思
い
あ
り
き
Q
E
〉
口
問
。
口
問
看

R
P
7出
お
お
)
。
』
/
筆
が
あ
ま
り
軽
く
す
べ
ら
ぬ
よ
う
、
/
第
一
行
に
念
を
入

れ
る
こ
と
だ
。
/
い
っ
さ
い
の
も
の
を
創
り
、
う
ご
か
す
の
は
、
『
思
い
3
5
ロ
)
』
だ
ろ
う
か
。
/
こ
れ
は
こ
う
置
く
べ
き
だ
。
『
初
め
に
カ
あ
り
き

Q
B
〉
え
g
回
当
日
《
同
庁
内
、
俗
、
一
〉
。
』
/
だ
が
、
こ
う
書
い
て
い
る
う
ち
に
も
う
、
/
こ
れ
で
は
ま
だ
物
足
ら
ぬ
と
さ
さ
や
く
声
が
す
る
。
/
あ

て
霊
の
た
す
け
だ
(
冨
町
E
民
合
同
の
2
2
一
)
。
と
っ
さ
に
考
え
が
浮
か
ん
で
、
/
お
れ
は
確
信
を
も
っ
て
書
く
。
『
初
め
に
行
為
あ
り
き
(
H
S

〉
ロ
『
自
問
当
日
含
め
吋

aJ。
』
」
(
手
塚
富
雄
訳
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
四
年
)
こ
こ
で
フ
ア
ウ
ス
ト
は
、
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書

(NP品
u
H
E
A
r
s
F

T
d出
向
巾

]
2
5
団
内
ロ
ロ
ロ
【
山
口
B
H
O
E
D
ロ
め
包
)
の
冒
頭
の
句
、
人
』
凶
ゼ
丸
3
H
出
品
ヒ
む
な
吋
。
的
幡
宮
田
V
H
E
n
s
-
0
2
2
〈
2
r
c
s
=
の
訳
盛
岡
を
求
め
て
岬
吟
し

て
い
る
。
=
』
弘
『
。
円
相
Z
H
r
c
E
Z
を
=
巧
C
同
同
工
と
訳
し
、
=
ω
E
ロ
=
と
訳
し
=
同
E
『
仲
立
と
訳
し
、
そ
し
て
終
に
「
霊
(
の
丘
団
同
〉
」
(
「
理
性
」
、
「
神
の

北法35( 6・31)719 



演

霊
」
、
「
言
霊
」
、
2
m
目
、
p
m
1
1
件
己
的
)
に
導
か
れ
て
、
w
w
寸
間
同
工
と
い
う
決
定
訳
に
至
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
な
『
3
w
S
号
己
g
z
に
は
、
そ
れ
だ

け
多
様
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
フ
ア
ウ
ス
ト
な
り
ゲ
l
テ
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
単
行
本

3
・

HaHり
ロ
・
品
N
)
で
は
、

正
に
今
引
い
た
箇
所
が
、
ち
ゃ
ん
と
分
か
ち
書
き
さ
れ
た
形
で
、
註
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
|
|
訳
者
〕
。

訳
註
(
幻
)
グ
ロ
l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
も
、
講
演
の
際
に
、
同
趣
旨
の
補
足
説
明
を
加
え
ら
れ
た
。

訳
註
(
詑
)
ド
イ
ツ
語
の
こ
司
日
持
=
は
、
英
語
の
=
宮
ぬ
同
町
、
(
中
世
英
語
で
は
w
b
c
m
g
h
h
〉
、
仏
語
の
u
b
o
伊
丹
〔
O
〕
2

と
同
様
、
ラ
テ
ン
語
の
工
吉
野
ω
=

に
由
来
す
る
語
で
あ
り
、
更
に
ギ
リ
シ
ア
認
の
z
gへ
4
叶
合
(
官
D
F
m
仲
間
明
)
=
に
遡
る
。
こ
の
語
は
、
「
作
る
(
ヨ
件
。
)
」
・
「
製
作
す
る
(
官
c
p
n
o
〉
」
と

い
う
意
味
の
動
詞

-
h
R
E
e
-
-忠
)
Z

か
ら
派
生
し
た
名
詞
で
、
「
作
者
(
ヨ
島
内
同
)
」
・
「
工
作
者
ハ
耳
O
H
r
2
〉
」
を
意
味
し
て
い
る
。

(
出

)
(
U
F
O
B
凹
『
ア
ピ
ロ
m
E
問
。

B
仏
宮
E
P
N
〉
口
町

f
z
m
4
1
円
。
吋
「
5
4
N
〔
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
(
川
本
茂
雄
訳
)
『
言
葉
と
精
神
』
(
河
出
書
一
一
房
新
社
、

一
九
七
六
、
一
九
八

O
年
)
〕
・
向
警
に
対
す
る
ス
キ
ナ
l
g
r
z
s
c
の
書
評
が
関
与
2
5
C
H
W
F
E四
E
m
O
8
0
8
3
訟
に
あ
る
。
ま
た

ど
占
ロ
P
2
8
5
n
r
o
B
ω
昨
子
一
z
o司
J

円
O
H
r
巴
叶
。
〔
ジ
ョ
ン
・
ラ
イ
ア
ン
ズ
(
長
谷
川
欣
佑
訳
〉
『
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
』
(
新
潮
社
、
一
九
七
二
年
)
、

(
長
谷
川
欣
佑
・
馬
場
彰
訳
)
(
岩
波
書
庖
、
一
九
八
五
年
)
〕
で
、
概
括
的
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

訳
註
(
幻
)
単
行
本

2
・
5
S
で
は
、
こ
の
文
は
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

訳
註
(

M

)

単
行
本

(ω
・
5
U
〉
は
、
こ
こ
で
改
行
し
て
い
な
い
。

(

M

)

イ
ザ
ヤ
書
第
四
三
章
第
一
節
〔
本
節
に
は
、
ま
ず
、
「
ヤ
コ
プ
ょ
、
あ
な
た
を
創
造
さ
れ
た
主
は
こ
う
言
わ
れ
る
o
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
あ
な
た
を

造
ら
れ
た
主
は
い
ま
こ
う
一
言
わ
れ
る
、
『
恐
れ
る
な
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
あ
が
な
っ
た
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
本
文
引
用
箇
所
に
接
続
す
る
1

1

訳
者
〕
。

(
お
)
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
一
八
章
第
二

O
節。

訳
註
(
お
)
単
行
本

3
・
5
8
で
は
、
改
行
な
し
。

訳
註
(
お
)
単
行
本

(ω
・
5
S
で
は
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
註
ハ
司
ロ
・
品
目
)
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
・

「の

R
E
L
ロ
-
r
z
p
E
R『O
『
自
己
p
m凶
a
ω
0
・
こ
の
経
緯
を
我
々
に
描
き
出
し
て
く
れ
る
も
の
に
、
ゼ
ル
ダ
(
N
乙
含
)
の
『
全
て
の
も
の
に
名

ザ
エ
ル
ス

前
が
あ
る
(
肘
〈
2
3
5
r
g
ω
Z
ω
ョ
。
)
』
と
い
う
詩
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
の
詩
句
に
臼
く
・

『
全
て
の
も
の
に
名
前
が
あ
る
、

神
様
が
付
け
て
下
さ
っ
た
〔
名
前
が
〕
、

講
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そ
し
て
両
親
が
付
け
て
く
れ
た
〔
名
前
が
〕

(
開
〈

2
可

Cロ
o
r
E
ω

ロ
m
E
O

間

Zmwロ
S
F
F
S
σ

可。。
ι

凶ロ
ι
m
z
o口
同

D
E
E
r
M可

rFω

宮
5
5
m
)』
。

〔
そ
し
て
〕
詩
は
こ
ん
な
風
に
終
わ
る
一

『
全
て
の
も
の
に
名
前
が
あ
る
、

海
が
付
け
て
く
れ
た
門
名
前
が
〕
、

そ
し
て
死
が
付
け
て
く
れ
た
門
名
前
が
〕

(
何
〈
宮
山
、

D口
o
r
m
m
ω

ロ
m
g
o

m
z
g
g
Eヨ
『
山
、
任
命
的

om

言内山

m
-
Zロ
g
E
S
S
r
z
ι
g
F
)』
。

(
マ
ル
シ
ア
・
フ
ォ
ー
ク
忌
R
n
E
明白
-r
に
よ
る
へ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
の
翻
訳
)

〈
申
込
巴
母
、

ω‘
ω回
目
か
ら
引
用
」
。

訳
註
(
幻
〉
州
内
田
宮
町
印
・
前
訳
註
(
叩
〉
所
掲
邦
訳
四
四
六

l
四
五
二
具
。

訳
註
(
お
)
前
掲
書
四
五

O
頁
。
但
し
、
問
題
の
こ
び
と
の
名
前
の
発
音
は
、
「
ル
ン
ベ
ル
シ
ュ
テ
イ
ル
ツ
ヒ
エ
ン
」
と
い
っ
た
方
が
原
音
に
近
い
の
で

は
な
い
か
。

(お

)
Z
E
m
n
r
m
-
吋

E
E
Z
Z
E
2
3
2片岡巾
m
n
r
H
n
r
F
N・
〉
=
2
・
切
叩
2
5
g
u
ω
・
8
・

訳
註
(
却
)
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
二
六
章
第
二
六
節
一
「
一
同
が
食
事
を
し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取
り
、
祝
福
し
て
こ
れ
を
さ
き
、
弟
子

η

た
ち
に
与
え
て
言
わ
れ
た
、
『
取
っ
て
食
べ
よ
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
』
」
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
第
一
四
章
第
二
二
節
・
「
一
同
が
食
事
を
紛

し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取
り
、
祝
福
し
て
こ
れ
を
さ
き
、
弟
子
た
ち
に
与
え
て
言
わ
れ
た
、
『
取
れ
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
と
、

G
U
 

ま
た
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
第
二
二
章
第
一
九
節
一
「
ま
た
パ
ン
を
取
り
、
感
謝
し
て
こ
れ
を
さ
き
、
弟
子
た
ち
に
与
え
て
い
わ
れ
た
、
ワ
」
れ
は
、
あ
な
た
(

同

h
d

が
た
の
た
め
に
与
え
る
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
。
わ
た
し
を
記
念
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
行
い
な
さ
い
と
。
聖
ヒ
エ
ロ
ユ
ム
(
目
。
円

g
ヨE
4

出

〔
編
〕
訳
ヴ
ル
ガ
タ
聖
書
の
以
上
の
三
つ
の
聖
句
の
中
に
、

z
r
o口
巾
白
神
円
OH匂
5
5
2
5
=
と
い
う
文
句
が
あ
り
、
こ
れ
が
聖
餐
式
の
典
礼
文
と
な
っ
た
北

町内円
mBω
口口¥し『ロ円
Dぐ
】
ご
の
め
同
凶
作
円
。
江
口
D
C同
任
司
問
。
}
o
n
2
2・
2
0宅



演

の
で
あ
る
。

(
幻

)
Z
2
E
E
ロ
-
U
5
m
r
o
H
m
ハ
上
記
註
(

8

)

所
掲
)
・

ω
e
N
品
〔
但
し
、
=
出
o
r
E司
o
r
5
2
の
語
は
、
z
E
H
官
同

B
Z
色
。
E
m
e
s
z
=
と
い
う

呪
い
の
文
句
に
由
来
す
る
、
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
u
t
o
p
切
門
戸
戸
同
w
q
g
o
-
o間

F
宮
m
s
r
o
p
B
ロ
・
ω
H
u
g
w

∞-
s
o
l
l訳
者
〕
・

訳
註
〔
如
叫
〉
単
行
本
(
ω
-
H
E
C
〉
で
は
、
こ
れ
が
「
言
語
を
絶
す
る
惨
状
(
E
g
g
-
D
E
ω

巴
g
L
)
」
に
入
れ
換
え
ら
れ
た
ほ
か
、
こ
の
後
に
次
の
文
が

挿
入
さ
れ
る
一

「
逆
に
、
具
体
的
に
詳
論
し
て
い
く
場
合
に
は
、
=
口
前
日
ロ
n
r
(
す
な
わ
ち
)
Z
と
か
旬
、
5
5
8
壬
門
天
と
り
わ
け
)
=
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
始
め
る
」
。

訳
註
(
但
〉
拳
で
木
(
机
、
時
一
一
な
ど
〉
を
三
回
た
た
き
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
仕
草
を
し
、
古
く
は
更
に
三
回
つ
ば
き
を
吐
き
、
大
事
を
目
前
に
控
え

た
相
手
の
好
運
、
成
功
を
祈
っ
て
口
に
す
る
表
現
。
魔
除
け
の
呪
文
で
あ
ろ
う
が
、
言
挙
げ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
が
壊
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
「
頑

張
れ
」
と
か
「
う
ま
く
行
き
ま
す
よ
う
に
」
な
ど
と
言
う
代
り
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
意
味
な
文
句
を
ロ
に
す
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(

m

品
〉
H
4内川区
B
m
ロ
ロ
・
0
ロ
2
F
2
m
W
2
0
・

訳
註
(
匁
〉
単
行
本

(ω
・
5
C
で
は
、
こ
の
前
に
次
の
よ
う
な
文
が
挿
入
さ
れ
る
(
し
た
が
っ
て
、
「
例
え
ば
」
の
句
は
、
こ
こ
で
は
省
か
れ
る
こ
と

に
な
る
〉
一

「
例
え
ば
、
『
氏
名
権
(
Z
E
5
口
m
z
n
r
c
』
は
古
典
的
な
人
格
様
で
あ
る
(
ド
イ
ツ
民
法
第
一
一
一
条
〉
」
。

『
独
逸
民
法
∞
現
代
外
国
法
典
叢
書

ω』
(
有
斐
閣
、
復
刊
版
一
九
五
五
年
〉
(
旧
版
は
一
九
三
七

l
三
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
)
六
三
具
の
柚
木
馨

訳
に
よ
っ
て
当
該
法
文
を
引
い
て
お
く
と
、

m
H
N
切
の
切
(
一
八
九
六
年
制
定
公
布
、
一
九

O
O年
施
行
ど
「
他
人
ガ
氏
名
使
用
権
者
ニ
対
シ
テ
其
ノ
権
利
ヲ
争
ヒ
、
又
ハ
権
限
ナ
ク
シ
テ
同
一

ノ
氏
名
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ニ
因
リ
テ
権
利
者
ノ
利
益
ヲ
害
ス
ル
ト
キ
ハ
、
権
利
者
ハ
其
ノ
他
人
-
一
対
シ
テ
侵
害
ノ
除
去
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
尚
引

続
キ
侵
害
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
、
不
作
為
ノ
訴
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
」
0

訳
註
〈
拘
)
聞
H
E
切
の
回
一
「
叫
代
理
人
ガ
其
ノ
権
限
内
ニ
於
テ
〈
仲
間
口
Z
ω
s
g
r
m
〈
官
同
町
2
0
5
ロ
)
為
シ
タ
ル
意
思
表
示
ハ
、
本
人
ノ
利
益
及
不
利

益
ニ
於
テ
直
接
本
人
ニ
対
シ
テ
其
ノ
効
力
ヲ
生
ズ
。
本
人
ノ
名
ヲ
明
示
シ
テ
意
思
表
示
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
、
本
人
ノ
名
ニ
於
テ
ハ
5
2
ω
g
g
弘

2

〈
え
可
2
8
0
5
為
ス
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ガ
事
情
-
一
因
リ
明
カ
ナ
ル
ト
ヲ
、
間
フ
コ
ト
ナ
シ
。

仰
他
人
ノ
名
ニ
於
テ
(
5
r
o
S
L
O
B
Z
ω
g
g
)
為
ス
ノ
意
思
明
カ
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
自
己
ノ
名
目
一
於
テ
(
5
2凹
2
2
2
2
5
ロ
)
為
ス
ノ
意
思

ナ
キ
コ
ト
ハ
之
ヲ
顧
慮
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。

議

北法35( 6・34)722 



言語と法 (Spracheund Recht) 

ω第
一
項
ノ
規
定
ハ
、
他
人
ニ
対
シ
テ
為
ス
ベ
キ
意
思
表
示
ヲ
其
ノ
代
理
人
-
一
対
シ
テ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
、
之
ヲ
準
用
ス
」
。
以
上
の
引
用
は
、
前
訳

註
所
掲
詮
百
二
五
一
一
良
の
柏
木
訳
に
よ
る
。

訳
註
(

M
抗

)

叩

ωHH
〉
r
m
H
N
旬
。
(
一
八
七
七
年
制
定
、
一
八
七
九
年
施
行
、
今
日
の
版
は
一
九
五

O
年
に
公
布
さ
れ
た
も
の
)
一
「

ω判
決
は
国
民
の

名
に
お
い
て
C
E
Z
ω
g
g
p
m
〈
o
-
r
ゆ
る
こ
れ
を
な
す
」
(
第
二
、
第
三
、
第
四
項
略
)
。
『
独
逸
民
事
訴
訟
法
叩
現
代
外
国
法
典
叢
書
官
帥
』
(
有

斐
閣
、
復
刊
版
一
九
五
五
年
)
(
斎
藤
常
三
郎
・
中
田
淳
一
訳
)
は
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
二
年
に
か
け
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
纏
め
た
も
の
で
あ

り
、
一
九
三
三
年
の
改
正
法
ま
で
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
四
五
五
|
四
五
六
頁
に
載
っ
て
い
る
旧
三
一

τ然
に
は
、
新
一
一
一
一
一
条
第
一
項
に
対
応

す
る
言
い
回
し
は
見
出
さ
れ
な
い
。
な
お
、
同
六
七
五
頁
の
補
遺
(
中
田
淳
一
訳
〉
参
照
。
『
法
務
資
料
』
四
四

O
号
(
一
九
八
二
年
)
と
し
て
公
刊

さ
れ
た
新
法
文
の
邦
訳
ハ
石
川
明
訳
、
本
条
は
一

O
一
一
一
一
良
)
が
あ
り
、
本
訳
誌
も
こ
れ
に
よ
っ
た
。

訳
註
(
お
)
単
行
本

3
・
5
5
で
は
、
こ
の
後
に
、
次
の
文
が
続
く
い

「
=
旬
。
丘
公
b
g
g
百
百
三
(
フ
ラ
ン
ス
〉
や
=
5
m
g
-
o
N
O
〈
E
D
D
o
g
n
g
q
a
(
オ
ラ
ン
ダ
)
と
い
う
〔
実
質
的
に
は
株
式
会
社
を
さ
す
が
、
文
字

通
り
に
は
『
無
名
会
社
』
と
訳
さ
れ
る
〕
表
現
の
存
在
に
も
、
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
」
。

訳
註
(
怯
山
)
単
行
本
(
ω
-
H
m
H
)
で
は
、
註
ハ
紛
)
対
応
引
用
文
に
続
く
文
章
(
「
こ
の
こ
と
は
、
我
々
の
日
常
的
経
験
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
:
:
:
『
教
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
(
L
o
n
g岳
会
田
己
5
5
ど
と
い
う
命
題
に
も
、
同
様
の
考
え
方
が
反
映
し
て
い
る
」
)
が
こ
の
前
に
挿
入
さ
れ
る
た
め
、
「
一
言
語

は
概
念
(
把
握
〉
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
:
・
:
」
と
い
う
風
に
書
き
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
泊
)
シ
エ
リ
1
2
F
巾
}
}
弓
)
『
縛
め
を
解
か
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
(
】
M
3
5
2
Z
5
c
=
r
g
E
〉
』
第
四
幕
。
Z
2
5
8
ロ
'
U
5
m
Z
円
問
、
E
。
M

∞-
A
O

に
よ
っ
て
引
用
。

(ω
〉
一
Z
2
M
5
2
5
目
ロ
ロ
2
r
2
P
ω
ω
。
"
ω
-
A
F
N

訳
註
ハ
幻
〉
前
訳
註
に
述
べ
た
通
り
、
本
段
落
の
こ
こ
ま
で
の
文
章
は
、
単
行
本

2
・
5
H
)
で
は
、
訳
註
ハ
お
〉
対
応
本
文
の
前
に
移
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
以
上
の
こ
と
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
:
:
:
」
と
い
う
文
が
段
落
の
頭
に
来
る
こ
と
に
な
る
。

(
H
H
〉
創
世
記
第
一
章
第
三
節
。

訳
註
(

m

却
)
単
行
本
(
ω
・
忌
N
)
で
は
、
こ
の
前
に
、

「
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
(
者
宮
町
g
丘町
5
〉
は
、
『
言
語
の
限
界
が
(
そ
れ
も
私
に
理
解
で
き
る
言
語
に
岡
山
つ
て
の
話
で
し
か
な
い
〉
私
の
世
界

の
限
界
で
あ
る
』
と
さ
え
考
え
て
い
る
」
、

ゴ七法35(6 ・35)723 



演

と
い
う
文
が
書
き
足
さ
れ
て
い
る
o

そ
れ
に
応
じ
て
、
こ
れ
に
続
く
本
『
又
に
も
、

、
、
、
、

「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
概
念
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
」
、

と
い
う
具
合
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
引
用
さ
れ
た
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
は
、
巧
笠
宮
口
切
符
宮
、
、
H，E
2
R
5
'
F
E
S司
E
T
Y

E
恒「
5
E
m
〔、吋
2
2
S
5
-
o悶
W
C
H】
E
-
c
m
D司
r-ncωJW
。
EHHゲユ門】向。

5uω
・】叫『
qMVOm-EE
印・

mN
で
あ
る
。

(
必
)
の
D
r
z
p
Z巳
5
P
宮
g

g
仏円、
ω君
、
古
一
因
。
ロ
ωC口
(
E
Z
m
y
F
S
L
B
R
r飢
え

V
2
F
回
c
m
gロ
5
8
w
ω
'
N
p
g
Q
N
誌

(ω
・
ω

}
宮
古
)
で
は
、
。
D
E
P
Z
2
5
P
云
ω
P
E
L
F
m
d〈
・
:
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
行
本

2
・
5
M
Mり
ロ
・
日
印
)
に
従
っ
て
、
著
者
名
と
書
名
を
掲
げ
て

お
く

l
l訳
者
〕
・

訳
註
(
M
叩
)
単
行
本
(
∞

-
g
N〉
で
は
、
更
に
、
以
下
の
文
章
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
一

「
か
く
し
て
言
語
は
『
形
式
化
さ
れ
た
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
(
聞
広

2
ロ
5
m
者
巳
ι
Z
Eと
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l
ト
・
ベ
ン

(
O
D
E
ユ
主
回

g
る

が
「
言
葉
(
巧
2
Zど
と
い
う
詩
で
暗
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

『
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
o

お
前
と
言
葉
だ
け
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
正
に
本
当
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
』
」
。

訳
註
(
山
間
)
講
演
の
際
に
補
充
さ
れ
た
。
単
行
本

3
・
広
N
)

で
も
補
わ
れ
て
い
る
。

(
川
町
)
当
2
3
5
2
2可
¥
H，
Z
F
ω
垣

z
h
H
w
m
y
r
oロ
LO口
同
国
叶
少
∞

-MUω

〔
以
下
は
、
単
行
本

3
・
5
u
司
ロ
・
印
斗
)
に
よ
る
追
加
で
あ
る
一

「
引
用
文
に
続
い
て
日
く
一

『
論
理
や
歴
史
、
倫
理
や
哲
学
、
通
商
や
科
学
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
糸
を
提
供
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
法
〔
律
〕
と
い
う
工
場
に
入
る

前
に
、
紡
績
機
を
通
っ
て
来
る
必
要
が
あ
る

P
D
m
E
S
L
r
Eロ
ミ
w
5
0
2
口々
g
L
同VEDω
告
と
、

g
B
5
2
2
2
L
m己
g
n
p
ヨ
ミ

g
円
r

ncロ可
F
E
o
p
Z即
応

ω
色
町
子
宮
崎
司
君
P
r
E
同町
c
c
m
r
F
o
r
c
s
子。『

E
E門
官
ω
ω
r
o『
2
0
F
3
m口件。『

F
o
r
r江口

D間同
7
0
g
d〈)』」〕

(
川
制

)
Z
2
5
2ロ
l
u
c
m
m
r
o
H
m
(上
記
註
(

8

)

所
掲

γ

?
日
吋
a

訳
註
(
れ
叫
)
笑
語
の
=
】
日
♂
仏
5
5ロ
(
裁
判
)
と
は
、
言
う
迄
も
な
く
、

z
』ロユ
ω

【
虫
色
。
(
法
の
宣
告
〉
と
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ

る
。
こ
の
原
義
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
単
行
本

2
・
H
a
S
で
は

u
L
R
U
L
E
-
cロ
こ
の
代
り
に
工
宮
己
主
5
5
(裁
判
)
=
と
い
う
ラ
テ
ン

語
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
に
(
)
で
括
っ
て
、

「
WWEEnω
円
。
(
判
決
す
る
)
z
-
乙
ロ
L
2
(裁
判
官
、
審
判
人
Y
-
Z
F
E
E
Z
E
(裁
判
所
、
法
廷
)
=
と
同
様
、

L
5
去の
O
H
O
(法
を
語
る
)Z
か
ら

の
派
生
語
」

議
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と
い
う
説
明
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

因
み
に
、
中
世
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
準
拠
す
べ
き
実
体
法
規
範
と
い
う
考
え
方
は
稀
薄
で
あ
っ
て
、
=
Z
円
宮
ハ
法
)
=
と
い
う
言
葉

は
、
実
は
、
「
裁
判
〔
所
〕
」
・
「
裁
判
手
続
」
・
「
裁
判
手
続
規
則
」
・
「
判
決
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
有
力
な
学
説
が
あ
る
。
こ
の
説
に

し
た
が
う
な
ら
ば
、
「
法
」
は
一
一
一
一
口
葉
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上

に
つ
い
て
は
、
何
回
ユ
関
2
2
円
ゲ
乙
f
u
h
2
Z
え
5
ι
E
M
K
h
U
5
5
E
巾
F
1
2
r
n
r
g
o
Z
E
出
回
開
ゆ
ロ
σ
5
2
2
D
L
g
出
。
ロ
〈
O
H日
s
-
Z
ロ
明
、
明
ω

E
3
8
0口
口
出
2
5司
m
Y
H
E
-
ω
喝
の
g
u
d
m
g
S吋
N
〔
カ
l
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
ハ
石
川
武
編
訳
)
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』
(
創
文
社
、
近
刊

予
定
)
所
収
〕
参
照
。

(
必
〉
〈
O
ロ
N
ω
-
Z
H
M
m
m
p
d
弓
何
回
。
ロ
ロ
ロ
ι
d
吋
凹
官
ロ
ロ
田
ι
何
回
明
2
5目
-
2
5
c
m
M
H
出
ι
2
g
n
Z
ロ
司
ユ
d
巳
H
o
n
z
u
H
∞∞∞目

訳
註
(
必
)
叩
お
出
。
回
(
一
八
九
七
年
制
定
公
布
)
一
「
I
・
支
配
権
ハ
営
業
主
又
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
ニ
限
り
、
且
明
白
ナ
ル
表
示
-
一
一
依
リ
テ
ノ
ミ
之

ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
。

E
・
共
同
ニ
数
人
ユ
与
ブ
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
共
同
支
配
権
)
」
0

『
独
逸
商
法
山
現
代
外
国
法
典
叢
書
帥
』
(
有
斐
閣
、
復
刊
版
一
九
五
六
年
〉
(
出
版
は

一
九
三
八
|
一
九
四
一
年
〕
の
「
商
法
総
則
」
の
部
一
一
四
頁
の
烏
賀
陽
然
良
訳
に
よ
る
。
な
お
、
同
誌

3
・
ω
ロ
喜
朗
〉
で
も
単
行
本

3
・
5
6

で
も
明
白
旬
。
切
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
同
条
は
支
配
権
の
登
記
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
講
演
者
に
確
認
済
み

で
あ
る
。

訳
註
(
川
町
〉
閣
内
山
〉
Z
N
切
切
の
〈
一
九
七
七
年
公
布
〉
い
「

ω任
命
は
、
辞
令
(
開
5
2
5
ロ
m
Z
円
E
E
O
〉
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

辞
令
(
C
H
E
E
r
)
に
は
、
以
下
の
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

て
官
吏
関
係
の
設
定
(
切
品
Z
E
E問

L
2
M
W
2
2
2
2
P
さ
口
広
田
巾
切
)
に
際
し
て
は
、
『
官
吏
関
係
へ
の
任
用
(
召
し
出
し
)
に
よ
り
(
C
E
2

回
2
巳
g
m
E
L
E
切
2
5
g
ロ
Z
F位
-
S
F
C』
と
い
う
文
言
に
加
え
て
、
『
生
涯
に
一
旦
り
公
正
F
o
r
o
g
N
Z
〉
』
と
か
『
試
用
の
た
め
ハ
E
h
H
M
H
O
a

r
o
)
』
と
か
『
任
命
撤
回
を
留
保
し
て
公
正
当
三
2
2
3
』
と
か
も
し
く
は
任
用
(
召
し
出
し
)
(
回
2
c
p
ロ
巴
の
存
続
期
闘
を
明
示
し
た
上
で

『
〔
そ
の
}
定
〕
期
間
守
口
町
N
岳
)
』
な
ど
と
い
う
付
加
文
一
言
に
よ
っ
て
、
当
該
官
吏
関
係
の
種
類
(
L
P
O
〉
三
円
凶
作
印
刷
w
g
B
Z
ロ
2
岳町
-
g
g
m
Z
)
を

指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
.
あ
る
官
吏
関
係
を
他
の
官
吏
関
係
に
変
更
す
る
に
際
し
て
は
、
第
一
号
に
準
じ
て
、
そ
の
(
後
者
の
)
種
類
を
指
定
す
る
文
一
百
〔
の
記
載
を
要
す

る〕。
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演

三
.
官
織
の
補
任
(
全

m
ぐ

2
r
-
r
g間
四
百
巾
由
〉

g
z
c
に
際
し
て
は
、
官
職
名
〔
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

な
お
、
同
誌

(ω
・
ω}Erm)
や
単
行
本

(ω
・
忌
む
の
対
応
本
文
は
、
「
官
吏
関
係
へ
の
受
容
に
よ
り

(
S
H
O
H
C
Z同
5
7
5刊
宮
内
同

Z
H
W
E
B
-

丹市ロ

2
H
E
F
E印
)
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
律
条
文
に
従
っ
て
本
訳
文
の
よ
う
に
訂
正
し
た
。
言
語
的
に
も
こ
悶
え
え

E
m
(任
用
、
召
し
出

ニ
ュ
ア
ン
ス

し
〉
=
と
い
う
言
葉
は
、
神
の
お
召
し
(
召
命
)
と
か
、
悪
魔
や
霊
を
呪
文
で
呼
び
出
す
、
と
い
っ
た
呪
力
的
語
感
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
こ
の
訂
正

に
つ
い
て
も
、
講
演
者
の
諒
解
は
得
て
い
る
。

訳
註

(HH
〉
叩

m
m
n
g
H
V
O
(
一
九
七
五
年
公
布
)
一
「
①
宗
教
的
誓
約
を
伴
う
宣
誓
(
ロ

2
百
品
目
広

Z
口問

5
2円
∞

2
2巾
門
戸
ロ
巴
は
、
裁
判
官

が
、
証
人
に
対
し
、
『
あ
な
た
は
、
全
知
・
全
能
の
神
に
、
あ
な
た
が
最
善
の
知
識
に
従
っ
て
、
完
き
真
実
を
述
べ
、
何
事
も
隠
さ
な
い
こ
と
を
誓
う

ハ
ωぽ
ω島
君
C
円

g
r
2
の
0
2
p
s
〉
ロ
自
由
。

r
t
m
g
E己
〉
己
主

ωmoロ仏
g
w
E田

ω
-
o
g
n
r
Z回
仲
何
回
巧
M
切
切

m
D
L
Fゆ
耳
目
出
。
垣
島
吾
作
即
仲
町
?

包
四
件
、
出
口
仏
国
山
口
宮
田

2
H
m
n
r
z
o悶
g
E
Zロ
)
』
と
述
べ
、
か
っ
、
証
人
が
、
こ
れ
に
対
し
、
『
わ
た
く
し
は
、
そ
う
誓
い
ま
ず
か
ら
、
ど
う
か
神
の

御
加
護
が
あ
り
ま
す
よ
う
に

Q
F
z
r司
α
3
2・
吉
司

m
r
:ロ
ピ
の

O円
同
日
正
問
。
〉
』
と
述
べ
る
方
法
で
行
う
。

②
宗
教
的
誓
約
を
伴
わ
な
い
宣
誓
(
ワ

2
目

L
G
T
E
E
-
r
u
o自
国

2
2
2
5
m〉
は
、
裁
判
官
が
、
証
人
に
対
し
、
『
あ
な
た
は
、
あ
な
た
が
最
善

の
知
識
に
従
っ
て
、
完
き
真
実
を
述
べ
、
何
事
も
隠
さ
な
い
こ
と
を
誓
う
色
町

2
r宅町
Z
P
E
E
ω
2
5口
r
z
m
Z目
当

2
m
g
仏ぽ

R
E
m

t
司

ω
Y
F
2仲間四
ω出向グ

E
L
Eロ
Y
Z
4
0円
凹
円

}
2
u
m
g
z
r
o
z
)』
と
述
べ
、
か
っ
、
証
人
が
、
こ
れ
に
対
し
、
『
わ
た
く
し
は
、
そ
う
誓
い
ま
す

Q
n
r

z
r司
昨
日

2
〉
』
と
述
べ
る
方
法
で
行
う
。

@
証
人
が
、
宗
教
又
は
信
仰
団
体
の
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
団
体
の
誓
約
方
式
(
回

2
2
2
5聞に
2
5乙
〉
を
用
い
た
い
旨
申
し
出
た
と
き
は
、
そ

の
誓
約
を
宣
誓
〈
白
色
)
に
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
宣
誓
者

(
U
2
ω
与
言
。
HODLO)
は
、
宣
誓
を
行
う
に
際
し
(
宮
山
合
同
何
日
常
乙

o
-
2
5巴
、
右
手
を
上
げ
る
も
の
と
す
る
」
。

以
上
は
、
法
務
大
臣
官
房
一
司
法
法
制
調
査
部
編
『
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
典
(
一
九
八

O
年
七
月
一
日
現
在
の
正
文
)
』
ハ
法
曹
会
、
一
九
八
一
年
)
ニ

O
頁
の
米
沢
慶
治
氏
の
訳
文
で
あ
る
が
、
第
一
項
と
第
二
項
中
の
裁
判
官
が
口
に
す
る
べ
き
文
言
は
、
「
あ
な
た
は
:
:
完
き
真
実
を
述
べ
、
何
事
も

隠
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
誓
う
」
と
訳
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
証
言
の
後
で
、
宣
誓
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

a
g
ω
屯
。
)
。

訳
註
(
必
)
叩
品
∞

HNMUCH
「
①
宗
教
的
誓
約
を
伴
う
宣
誓
(
ロ

2
目

L
E仲
HO--同
志

mO吋
切

2
2
2
5
m〉
は
、
裁
判
官
が
『
あ
な
た
は
、
全
知
・
全

能
の
神
に
誓
う
〈

ω目。

m
n
r
4
5
3ロ
Z
F
の
0
2
P
B
E
E
r
E開
g
c
E
と
z
u
z
z
g
)』
と
い
う
導
入
文
言
を
伴
う
宣
誓
文
詞
(
目

F
E
D
H
B〉

を
述
べ
関
か
せ
、
且
つ
宣
誓
義
務
者
包

2
ω
0
7
4
4
2
1
2
n
z
kる
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、
『
わ
た
く
し
は
、
そ
う
誓
い
ま
ず
か
ら
、
ど
う
か
神
の
御

講
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言語と法 (Spracheund Recht) 

加
護
が
あ
り
ま
す
よ
う
に

Q
n
y
m
n
r君
。

2
2
-
m
o
d司
ω
r
g
r
の
C
芹

70Rα)』
と
の
文
言
〈
誓
式
)
(
目
含
回
『
2
5巾
】
〉
を
述
べ
る
方
法
で
行
う
。

②
宗
教
的
誓
約
を
伴
わ
な
い
宣
誓
(
ロ
旬
開
三

cg巾
B
r
m
-
c
s
∞2
2
2
5巴
は
、
裁
判
官
が
『
あ
な
た
は
誓
う

3-omnrdえ
い
耳
目
ど
と
い
う

導
入
文
言
を
伴
う
宣
誓
文
詞
(
巴
p
mロC
円
ヨ
)
を
述
べ
聞
か
せ
、
旦
つ
宣
誓
義
務
者

2
2
ω
n
r当
日
市
内

-kz-m巾
〉
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、
『
わ
た
く

し
は
、
そ
う
誓
い
ま
す

Q
忌

E
r当
U
2
2ど
と
の
文
言
(
誓
式
)
(
p
f
m
h
D
E
M
O
-
)
を
述
べ
る
方
法
で
行
う
。

③
宣
誓
義
務
者

2
2
ω
n
r
5
=
1
-
r
r昨
日
間
与
が
、
宗
教
又
は
信
仰
団
体
の
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
団
体
の
誓
約
方
式

3
2
2
m
E
D聞
広

2
自
己
〉
を

用
い
た
い
旨
申
し
出
た
と
き
は
、
そ
の
誓
約
を
宣
誓
(
巴
仏
)
に
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
宣
誓
者
〈
O
R
ω
各
当
e
g
ι
ろ
は
、
宣
誓
を
行
う
に
際
し
(
「
忠
弘
巾
司
自
伝
田

E
2
5
m
)、
右
手
を
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

⑤
複
数
の
者
が
同
時
に
宣
誓
を
す
る
と
き
に
は
、
誓
式
は
、
各
宣
誓
義
務
者
が
こ
れ
を
読
む
」
0

以
上
は
、
文
一
言
の
同
一
一
性
・
類
似
性
や
そ
の
相
違
を
示
す
た
め
、
前
訳
註
所
掲
米
沢
慶
治
訳
の
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
第
六
六
条
の

c
の
法
文
を
土
台

と
し
て
、
訳
註
〈
鎚
)
所
掲
石
川
明
訳
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典
ハ
一
九
八
一
年
三
月
一
日
現
在
の
正
文
)
」
一
四
三

i
一
四
四
頁
を
参
照
し
な
が
ら
作

っ
た
訳
文
で
あ
る
。
同
訳
註
所
掲
『
現
代
外
国
法
典
叢
書
帥
』
六

O
八
頁
に
載
っ
て
い
る
旧
条
文
は
、
新
条
文
の
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
に
対
応

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
条
文
第
二
項
、
第
三
項
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
個
人
の
信
仰
に
対
す
る
細
か
い
配
慮
は
、
ま
だ
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
な

い
。
同
書
六
八

O
頁
の
補
遣
に
掲
げ
ら
れ
た
第
四
八
一
条
第
二
項
(
中
田
淳
一
訳
)
も
ま
た
「
宣
誓
ハ
、
宗
教
的
誓
句
ヲ
省
略
シ
テ
モ
、
之
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
得
ハ
ロ
ミ
巴

ι
Eロロ

E
n
r
o
r
5
3
r
m
5
2
∞2
2
2ロ
ロ
四
四
乙
0目白神巾同唱
2
合
口
)
」
と
い
う
も
の
で
、
現
行
の
も
の
と
は
な
お
具
っ
て
お
り
、

現
行
第
二
一
項
に
対
応
す
る
法
文
も
ま
だ
な
い
。

訳
註
(
日
叩
〉
〉
円
H
e

同
君
の
(
一
九
三
三
年
制
定
公
布
、
一
九
三
四
年
施
行

Y
「
為
替
手
形
ユ
ハ
次
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
一

一
.
証
券
ノ
文
言
中
ニ
且
其
証
券
ノ
作
成
-
一
周
フ
ル
語
ヲ
以
テ
為
ス
手
形
ナ
ル
記
載
〈
円
山
町
内
図
。
同
市
町
r
E口
問
白
}
師
垣
内
口

r乙
宮
、
H
，Z
Z
L
2
d
?

戸
山
口
口
仏
タ
ロ
ロ
品
目
当
mw

片
山
口
仏
ミ

ω司円山口
r
p
Z
L
O
H
m
-町
田
口
出
問
。

20ZHUH)
山

二
.
一
定
ノ
金
額
ヲ
支
払
フ
ベ
キ
旨
ノ
単
純
ナ
ル
委
託
U

三
.
支
払
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
(
支
払
人
〉
ノ
名
称
山

四
.
満
期
ノ
表
示
一

五
.
支
払
地
ノ
表
示
U

六
.
支
払
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
亦
ハ
之
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ヲ
指
図
ス
ル
者
ノ
名
称
U
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演

七
.
仮
出
ノ
日
及
地
ノ
表
示
U

入
.
振
出
人
ノ
署
名
」
。
ーJ

以
上
は
『
独
逸
商
法
W

現
代
外
国
法
典
叢
香
川
何
』
(
有
斐
閣
、
復
刊
版
一
九
五
六
年
)
(
旧
版
は
一
九
三
九
|
一
九
四
三
年
〉
の
「
手
形
法
・
小
切

戸
t
i
、

手
法
」
の
部
一

O
l
一
一
頁
の
大
森
忠
夫
訳
に
よ
っ
た
。
な
お
、
本
条
は
、
日
本
の
手
形
法
第
一
条
に
対
応
す
る
条
文
で
あ
る
。

訳
註
(
円
引
)
印
H
N
自
国
の
∞
一
「
川
W
質
権
ノ
設
定
ニ
ハ
、
所
有
者
ガ
物
ヲ
債
権
者
一
一
引
渡
シ
且
双
方
ガ
質
権
ハ
債
権
者
一
一
属
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
合
意
ス
ル

ハゲ

O
F
F
Eユ
宮
円
。

E
m
m
E
L〉
コ
ト
ヲ
要
ス
。
債
権
者
ガ
物
ヲ
現
一
一
占
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、
質
権
ノ
成
立
-
一
付
合
意
(
何
回
口
お

g
m
)
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ

足
ル
。ω所
有
者
ノ
間
接
占
有
ニ
在
ル
物
ノ
引
渡
ハ
、
所
有
者
ガ
間
接
占
有
ヲ
質
権
者
ニ
譲
渡
シ
且
質
権
ノ
設
定
ヲ
占
有
者
ニ
通
知
ス
ル
ハ
ω
ロN
O
M
問
。
ニ
依
リ

、iJ

テ
、
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
。
引
用
は
、
『
独
逸
民
法
団
現
代
外
国
法
典
叢
書

ω』
(
有
斐
閣
、
一
九
三
九
l
一
九
四
二
年
、
復
刊
版
一
九
五
五
年
〉

三
七
三
頁
の
於
保
不
二
雄
訳
に
よ
る
。

訳
註
(
何
回
)
闇
由
N
D

∞
の
∞
一
「
動
産
所
有
権
ノ
譲
渡
ハ
、
所
有
者
ガ
物
ヲ
取
得
者
一
一
引
渡
シ
且
双
方
ガ
所
有
権
ノ
移
転
-
一
付
合
意
ス
ル

(
r
o
F
P
E
Z
r
z

2
2問
ω
片
足
)
-
一
依
リ
テ
、
之
ヲ
為
ス

o
取
得
者
ガ
現
-
一
物
ヲ
占
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
所
有
権
移
転
ノ
合
意

Q
E
m
g
m〉
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
ル
」
0

叩

B
C
E
U切
一
「
所
有
者
ガ
現
-
一
物
ヲ
占
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
所
有
者
ト
取
得
者
ト
ノ
間
-
一
取
得
者
ガ
間
接
占
有
ヲ
取
得
ス
ベ
キ
法
律
関
係
ヲ

約
ス
ル
(
巴
ロ
河

2
Z
2
2
E
-
z
-
m
2
5
5
Eユ
吉
正
)
ヲ
以
テ
、
物
ノ
引
渡
-
一
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
。

明
器
】
切
の
回
一
「
第
三
者
ガ
現
ニ
物
ヲ
占
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
所
有
者
ガ
取
得
者
ニ
物
ノ
引
渡
請
求
権
ヲ
譲
渡
ス
ル
ヲ
以
テ
、
物
ノ
引
渡
一
一
代

フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
。

以
上
の
引
用
は
、
前
訳
註
所
掲
書
一

O
O
l
一
O
三
頁
の
於
保
訳
に
よ
る
。

訳
註
〈
幼
)
単
行
本
ハ
ω
-
H
m
C
で
は
、
こ
こ
で
こ
の
段
落
が
終
わ
る
o

次
の
段
落
は
、
冒
頭
の
一
文
の
前
半
を
除
く
殆
ん
ど
全
部
が
、
単
行
本

(ω

回
出
品
問
・
)
で
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
一

カ
ノ
y

「
そ
れ
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
言
語
の
厳
格
な
正
典
化
(
〔
。

5
4
5
3
m
o
m司
g
n
r
F
Z
阿

P
E
g
-弘司
E
ロ
間
)
』
、
『
行
動
的
〈
官
三
D
口
E
H
2
)』・

『
作
用
的
(
『
作
者
ロ

rz〉
』
言
語
行
為
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
律
行
為
(
法
的
取
引
、
権
利
の
取
引
)
の
〔
意
思
〕
表
示
は
、
す
べ
か
ら
く

こ
れ
に
属
す
る
。
そ
の
こ
と
は
，
|
ー
も
と
よ
り
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が

l
l
z
F
n
r
g間
2
n
E
P
(法
律
行
為
、
法
的
取
引
、
権

利
の
取
引
)
Z

と
い
う
言
葉
自
体
か
ら
知
ら
れ
る
。
也
、
問
。

n
Z
(法
、
権
利
〉
2

と
い
う
言
葉
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
意
味
(
後
述
一
六
人
頁
〔
本
訳

講
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言語と法 (Spracheund Recht) 

回
2
m
cロ品目。ロ
E
d
(プ
ル
グ
ン
ド
族
)
、
円
。
Hω
乙
W
Y
F
O
H
H
N
F
gユ
ロ
(
ブ
ラ
ン
ク
族
)
、
同
M
2
2
m
〉一

mgmロロ
O吋
C
E
(ア
レ
マ
ン
族
。
但
し
、
フ

ラ
ン
ク
族
に
従
属
し
て
い
る
)
、
開
品
目
Z
S
F己
E
ユ
(
ラ
ン
ゴ
パ
ル
ト
族
〉
が
こ
れ
に
属
す
る
。
成
立
年
代
は
五
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
中
葉
ま
で

の
長
期
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、
各
法
曲
円
相
互
間
に
は
系
譜
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
出
発
点
を
形
成
す
る
開
品
目
Z
宮

、
H，Z
E
2
E
は
、
皇
帝
マ
ヨ
リ
ア
l
ヌ
ス
ハ
迄
と

2
-
g〉
の
命
を
受
け
て
或
る
ロ

l
マ
総
督
が
四
五
八
年
な
い
し
四
五
九
年
十
に
、
南
ガ
リ
ア
に
同
盟

者
と
し
て
定
住
し
た
西
ゴ

l
ト
族
に
向
け
て
発
し
た
告
示
〈
色
町
n
Z
B〉
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
部
族
法
典
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
戸
内
阿
国
白
山
看
守

ユ
o
z
g
と

F
S
〉
F
S
Zロ
0
2
5
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
バ
イ
エ
ル
ン
部
族
な
い
し
ア
レ
マ
ン
部
族
が
フ
ラ
ン
ク
族
に
対
し
て
自
律

性
を
主
張
し
得
た
時
期
(
七
回
二
年
も
し
く
は
七
二
五
年
頃
)
に
、
フ
ラ
ン
グ
族
の
影
響
下
に
あ
っ
た
修
道
院
会

l
ダ

I
ア
ル
タ
イ
ヒ

z
u
p
g
}
a

z
r
r
と
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ

MNZロゲ
3
2
)
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
文
芸
的
」
な
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
範
晴
を
な
す
ザ
ク
セ

ン
、
テ
ュ

1
リ
ン
ゲ
ン
、
フ
リ
l
ゼ
ン
各
部
族
の
法
典
は
、
八

O
二
年
か
入

O
三
年
、
ア

l

へ
ン
〈
〉
ωnrめ
る
の
帝
国
会
議
の
際
に
、
カ
ー
ル
大
帝

(阿ハ

m
H
}
L
2
0
3回
る
が
記
録
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
部
族
法
典
は
い
ず
れ
も
、
直
接
の
も
の
で
あ
れ
教
会
や
フ
ラ
ン
ク
王
権
を
介
し
て

で
あ
れ
、

?
1
7
的
法
伝
統
の
影
響
力
の
下
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヵ
ピ
ト
ゥ
ラ
l
リ
ア
も
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
の
確
立
を
明
確
に

意
識
し
た
カ
ー
ル
大
帝
と
そ
の
息
子
の
ル

l
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
度
帝

9
E
i
m
L
2
F
O
B
5
6
の
下
で
集
中
的
に
発
せ
ら
れ
た
だ
け
の
、
歴
史
的
に
は

極
め
て
特
殊
な
性
格
の
法
源
史
料
で
あ
っ
た
。
証
書
類
も
、
そ
れ
を
作
成
し
保
存
し
た
の
は
教
会
・
修
道
院
で
あ
り
、
ま
た
中
世
初
期
に
は
、
そ
れ

は
、
す
な
わ
ち
王
権
な
い
し
国
家
を
意
味
し
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
同
ハ
ミ
}
同

g
g
n
}凶作
]
]
W
U
2
2
n
r
o

H
N
R
Z回開巾出口
F
K
7
5
H
9
2
ロ
印

S
L凶
m
z
z
r
r
o
F
出

m
g
r
c円
m
H
U叶
N
w
ω
ω
H
h
-
w
m可
?
J
R
h
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
回
目
色
君
。
ユ
巾
『
r
c
n
y
N
g
門
口
2
g
n
y
g
H同
2Zω
問。

ω口
Y
E
M
g
(肘
ユ
2
¥烈
ω巳
E
g
p
z
z
m・)"回
2
-
Z
呂
田
品
目
の
該
当
演
目
を
見
よ
〔
具

体
的
に
は
そ
の
最
終
巻
に
な
る
筈
の
第
三
巻
の
一
部
を
構
成
す
る
ロ
・

c
m『
2
5
m
s寸∞
uωHV・回目。
j

凶器
"NHHtMH∞
所
収
の
=
宮
白
r-w
呂
田
EE

己
主
zwwMVprω-zrhnwwu
冨
ω
5
2阿佐円
Z
2
2
2ロ
工
、
こ
豆
島

o
r
o
H
m
5
2・
=
宮
ω--5・
自
主
ロ
ヨ
=
な
ど
。
こ
れ
ら
の
項
目
の
執
筆
担
当
者
は
、

F
与
∞
与
包
会
・
巧
な

m
g仏
で
あ
る
。
「
法

(
H
N
2
Z〉
」
と
「
話
す
こ
と

(
z
p
p
苦
円
。
円
Z
P
E問
g
と
と
の
観
念
的
結
び
付
き
に
つ
い
て
、
以

下
の
本
文
に
お
け
る
議
論
と
並
ん
で
、
訳
註
(
H
U
)

で
指
摘
し
て
お
い
た
「
法
令

R
Zど
の
形
式
的
・
手
続
的
性
格
を
も
併
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
て
お

い
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
人
為
的
構
成
物
た
る
ゲ
ル
マ
ン
祖
語
や
ゴ

l
ト
語
は
さ
て
措
い
て
、
古
高
ド
イ
ツ
語
は
ま
さ
に
こ
の
カ

1
ロ
リ
ン

ガ
i

・
フ
ラ
ン
ク
期
(
中
世
初
期
)
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
〈

m
E
F
同
E
2
n
Z一一切り
2
円

R
Z
列

2
E品
2
口
r
z
r
s
H
W
ω
・
3
)、
本
文

に
お
け
る
「
遡
る
」
と
い
う
表
現
は
、
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
古
ザ
グ
セ
ン
語
、
古
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語
に
つ
い
て
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演

も
、
事
情
は
似
て
い
る
o
後
者
な
ど
、
時
期
は
更
に
下
る
1

1
訳
者
〕
。

訳
註
(
臼
〉
訳
註
(
日
〉
で
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
、
単
行
本

3
・
広
町
)
で
は
、
本
翻
訳
に
お
け
る
前
段
落
の
最
後
の
文
と
木
段
落
の
以
上
の
文
章

が
一
緒
に
な
っ
て
独
立
の
段
落
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
霊
園
き
加
え
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
文
章
で
、
こ
の
段
落
が
終
わ
る

2
・
5
3
・

忌
ア
ル
、
、
ヌ
ス

「ゴ

l
ト
語
の
『
法
律
学
的
専
門
用
語
』
で
あ
る
z
E
B
Z
ロ
E
(
ゲ
ル
マ
ン
〔
祖
語
推
定
復
元
形
〕
で
は
Z
〔主
g
c
g
g
n
h
〉
も
、
同
様
の
事
情
を
告

げ
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
は
、
『
考
え
る
(
2
2
2
8
)
』
・
『
主
張
す
る
(
z
r
g玄
g
ど
か
ら
『
審
く
今
回
口
Z
E
)
』
へ
と
、
そ

の
意
味
を
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
(
例
え
ば
、
英
語
の
-
L
o
o
s
z
u
H
『
有
罪
判
決
を
宣
告
す
る
(
2
2
z
z
g
〉
』
・
『
最
後
の
審
判
C
5
・

宮
古
切
の
2
E
る
』
や
岨
L
S
E
m
-
L
a
n
h
H
『
最
後
の
審
判
の
日
〈
、
口
問
ι
2
吉
田
m
z
g
の
2
x
z
m
)
』
や
こ
り
o
g
g
E
可
図
。
D
r
h
h
H
H
『
至
高
の
権
威

〔
者
〕
の
書
物
(
目
白
島
広
島
2
2
〉
2
O
H
M
S
同
)
』
H
『
国
の
土
地
台
帳
(
H
N
o
-
n
r
ω
m
E
ロ
L
Z
n
V
)
』
に
見
る
よ
う
に
)
」
。

訳
註
(
伺
)
H
N
誌

(
ω
・
ω
H
2
r
H
m
)
で
は
、
こ
の
文
に
入
る
前
に
、

「
更
に
、
〔
法
な
い
し
法
律
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
〕
=
ロ
0
5
2
(
忘
E
円
)
=
が
発
展
し
て
ド
イ
ツ
語
の
こ
Z
ω
ヨ
α
(名
前
)
=
と
い
う
単

語
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

l
ー
ま
た
、
こ
の
〔
『
名
前
(
E
E
S
〔
忘
宮
崎
〕
w

z
ω
ヨ
。
)
』
と
い
う
〕
言
葉
と
言
語
の
創
造
力
と
い
う
観
念
と
は
、
切
り
離
し
難
く
結
び
付
い
て
い
る
」
、

と
い
う
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
は
、

「
こ
れ
は
、
w
h
2
Z
(
法
)
=
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
か
ら
こ
江
口
Z
g
(
真
直
ぐ
に
す
る
、
裁
判
を
す
る
、

判
決
を
下
す
、
審
く
)
z
:
:
」

と
い
う
具
合
に
続
い
て
い
た
。
こ
れ
を
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
は
、
講
演
に
先
立
っ
て
、
コ
忘
E
q
a
に
論
及
す
る
際
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
プ
ラ

ト
ン
の
文
章
の
真
実
性
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
脱
稿
後
に
知
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
本
訳
文
の
よ
う
に
訂
正
す
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
。
だ

が
、
議
論
は
こ
こ
で
、
法
と
言
語
と
の
結
び
付
き
か
ら
法
に
お
け
る
言
語
の
創
造
力
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
事
実
、
単
行
本
(
ω
-
H
m
寸
)
で
は
、
こ
こ
に
、

「
〔
ギ
リ
シ
ア
語
の
〕
こ
忌
B
2
?
弘
、
。
司
)
=
(
『
法
律
(
の
2
2
6
』
)
と
い
う
言
葉
も
、
ま
た
、
陸
自
す
べ
き
脈
絡
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は

=
忠
自
己
ロ
(
忘
B
E
V
h
Q
制
割
り
振
る
(
N
E
E
g
)
』
)
に
属
す
る
も
の
で
、
w
h
o
r
s
g
(
手
に
取
る
〉
=
と
か
Z
2
2
各
自
自
(
知
覚
す
る
、
審
問
・

ハ
侃
〉

聴
聞
す
る
〉
=
と
か
=
〈
2
ロ
ロ
ロ
ご
(
理
性
)
=
〔
と
い
う
ド
イ
ツ
語
〕
も
、
ま
た
こ
こ
か
ら
出
て
来
て
い
る
。
こ
Z
D
H
B
(規
範
)
Z
と
い
う
〔
ド
イ
ツ
〕

語
は
、
〔
ギ
リ
シ
ア
語
の
〕
u
h
Z
2
2
々
志
一
史
的
)
工
(
『
認
識
(
何
件
3
2
E
C
b
や
〔
ラ
テ
ン
語
の
〕
コ
m
E
E
ω
=
(
『
事
情
に
通
じ
て
い
る
(
知
っ
て

(ω
〉

(

刊

川

)

い
る
)
(
r
E
L
-
m
〉
』
)
、
更
に
は
こ
ロ
2
2
2
E
(
『
物
語
る
(
2
N
普
}
g
〉
』
)
〔
と
い
う
ラ
テ
ン
語
〕
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
の

講
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言語と法 (Spracheund Recht) 

=
『
2
=
(
『
神
の
提
〈
m
u
E
r
r
m
H
μ
2
E
)
」
)
と
=
日
同
2
2
(
『
罪
業
(
ω
E
L
G
b
、
ギ
リ
シ
ア
語
ド
l
リ
ア
方
言
の
=
芸
削
ヨ
一

εミミ
)
Z

〔
古
典
ア

ッ
テ
ィ
カ
方
言
の
=
3
ミ
e
r
m
s
-
)
=
〕
な
ら
び
に
ラ
テ
ン
語
の
こ
同
日
F
h
h
(
『
話
す
(
右
足
。
Z
ロ
〉
』
)
は
、
イ
ン
ド
u
ゲ
ル
マ
ン
語
の
=
ょ
E
=

(
m
H
)
 

(
『
話
す
(
四
百
円
。
口
y
o
ロ
〉
』
)
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
響
き
は
、
こ
《
同
日
r
m
-
o
ロ
(
白
骨
告
書
)
工
(
『
法
〈
悶
R
Z
)
』
、
『
法
廷
2
2
C
2ナ

円
r
円
〉
」
〉
と
か
u
u
L
P
。
Q
t
4
V
R
(
『
人
倫
(
良
俗
〉
3
5
m
)
』
、
『
法
(
権
利
〉
(
岡
山
2
r
c
b
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
も
、
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き

(
m
M
V
 

る
。
こ
れ
ら
と
=
E
2
2
=
(
『
話
す
(
ω
官
2
Z
ロ
〉
』
)
と
い
う
ラ
テ
ン
語
と
の
間
に
は
、
結
び
付
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
、

と
い
う
殆
ん
ど
が
新
た
に
書
き
下
さ
れ
た
独
立
の
段
落
が
置
か
れ
、
更
に
段
落
を
改
め
て
、

「
言
語
の
創
造
力
の
神
話
の
残
響
は
、
コ
問
。
口
宮
(
法
)
2
と
い
う
言
葉
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
言
葉
か
ら
こ
己
n
z
g
(
真
直
ぐ
に
す

る
、
裁
判
な
す
る
、
判
決
を
下
す
、
審
く
)
R
h
i
-
-
」

と
い
う
書
き
出
し
で
、
本
訳
註
対
応
本
文
に
接
続
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
o
次
に
、
単
行
本
に
お
け
る
追
加
分
に
対
す
る
原
註
を
訳
出
し
て
お
く
一

(
槌
〉
ロ
E
g
w
回

L・J1w
開

G
S
O
S四
F
Z
Z
ロ
}
百
円
ヨ
ロ
-
P
5
8
w
ω
・
品
出
品
の
見
出
し
語
=
5
7
5
2
=
一
回
-
F
-
ω
F
の
ご
め
n
z
z
z
m
開

q
S
0
・

-
D
間一mnro
切
さ
e
z
L
E
Y
N
回

?
z
o
-
r
-
r
t
m
g
呂
、
ω
・
8
N
¥臼
山
口
C
L
o
p
p
ω
。
-
w
∞
・
叶
包
の
見
出
し
語
=
〈
2
5
ロ
『
件
、
、

〔
的
)
り
Z
L
g
w
同
・
白
・
。
」
∞
-
h
H
の
見
出
し
語
、
、
Z
2
B
z
w
E
・
匂
H
B
F
m
F
r
出
子
出
o
-
L
o
-
Z
『
回
5
8
、
ω
・
ω
O
∞
¥
由
・

(

m

山
)
の
m
O
円
問
。
m
w
戸
町
民
巳
ロ
-
2
7
E
U
g
H
Z
n
r
o
m
国
山
口
晶
君
ロ
ユ

2
r
c
n
}
M
・
M
-
H
Z
-
w
H
ω
・
〉
ロ
2
・
w
出
ω
ロ
ロ
O
〈
2
H
叩
叶
N
、
ω
明

y
H
C
由
N
-

(

n

)

〔
ラ
テ
ン
語
の
〕
=
z
m
(
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
正
当
と
認
め
ら
れ
た
持
ち
分
、
権
利
、
判
決
、
法
〉
工
は
、
お
そ
ら
く
、
古
代
イ
ン
ド
語
の
コ
3
f
t

〈
日
=
白
色
(
平
安
な
い
し
治
癒
)
ミ
)
と
親
縁
関
係
に
あ
る
言
業
で
あ
る
o
o
c
p
p
p
P
0
・
u
ω
N
S
の
見
出
し
語

L
ロ
2
2
・
別
に
、
〈
-
H
F中

2
2
問
、
の
巳
E
ι
2
み
E
Uの
r
m
ロ
m
R
Z
m
u
回

ι
・
戸
ω
自
由
、
H
1
Z
H
H
品
も
見
ょ
。

、
ユ
ン
ス
タ
!
大
学
で
イ
ン
ド
"
ゲ
ル
マ
ン
語
学
の
講
座
を
主
宰
す
る
同
僚
の
ク
ラ
ウ
ス
・
へ
プ
ラ
l
(
(
U
F
E
国
g
r
r
『
)
教
授
は
、
以
上
の

所
見
を
妥
当
な
も
の
と
さ
れ
た
一

「
ラ
テ
ン
語
の
L
5
.
、
古
ラ
テ
ン
語
の
い
c
c
へ
は
、
遡
る
と
¥
ト
官
官
、
〔
と
単
行
本
∞
-
H
a
m
i
-
u
ょ
に
は
あ
る
が
、
U
E
g祖
国
内

-
4
J
ω

坦
坦
に
は
〉
O
唱
。
え
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
正
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
〕
と
な
る
。
こ
れ
は
、
古
代
イ
ン
ド
語
(
聖
典
『
ヴ
ェ
ー
ダ
』

に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
に
限
る
〉
の
い
品
目
司
S
R
と
い
う
言
い
回
し
の
中
の
匂
S
h
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
凡
そ
の
意
味
は
(
確

パ
ッ
ク
・
グ
ラ
ウ
ン
νr

突
な
翻
訳
は
不
可
能
だ
が
)
「
平
安
〈
治
癒
)
と
加
護
(
祝
福
)
(
出
2
7
5
ι
印
。
m
g
)
」
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
は
、
法
の
宗
教
的
背
景
と
伝

統
に
忠
実
な
そ
の
あ
り
ょ
う
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
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演

証
言
を
も
っ
と
挙
げ
る
な
ら
ば
、
同
W

同
ロ
O
ロ
同
¥
宮
内
H
-
r
f
虫
色
。
ロ
ロ
回
目
同
巾

b
d自
己
o
m
Z
5
今
一
回
目
印
ロ
開
c
o
z
-
5
・
出
U
H
O
F
H
O
L
2
5
0
F
品
・

〉
丘
一
-
w
N
・
2
2
z
z
n
F
H
ι
2
2
5
ミ
w
∞
-
U
N
Z
-
h
「
言
葉
に
は
、
元
来
、
『
法
律
と
し
て
の
力
を
持
つ
宗
教
的
決
ま
り
文
句
』
と
し
て
の
意
味
が

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
(
円
h

B
♀
白
仏
酌
丘
町
三
2
2
h
v
て
2
m
E
P
守
口
H
E
]
O
H
O
-
-
m
-
2
2
』巳

ω
『

O
円
n
o
r
-
0
3
」
o
F
2
5
ω
ロ
ロ
E
H
M
∞
-

図
。
町
E
S
F
Fえ
O
F
E
m
n
r
o
ω
山

B
g
M
ロ
ロ
島
ω
江
口

ω
t
r
(凶
作

m
H
r
・
ω
N
g
q
H
)
w
g
E
n
r
E
5
8
・
∞
-
M
ω
u
y
由
々
r
o
F
円
相
関
C
H
N
聞
広
島
同
0
2可
自
己
G
E

m
-
m
n
Z
切
さ
ん
ま
2
Z
n
r
ι
2
〉
-
t
z
u
n
r
o
p
回
仏
・
∞
回
国
O
F
P
F
2
m
H
U
8
・
∞
-
N

コ'

(

η

)

国
・
司
ユ
ω
}♂

p
m
w
・
。
-
u
H
・
切
《
円
相
∞
・
ω
印
由
¥
ω
甲山
w

・

な
お
、
こ
こ
で
追
補
し
た
註
(
冗
)
と
の
関
係
で
、
今
一
つ
、
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
の
談
話
か
ら
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ

語
の
=
。
与
三
(
命
令
〉
2

も
、
遡
る
と
=
図
。
ι
z
g
z
と
な
る
が
、
こ
れ
は
a
d
z
ι
E
ハ
仏
陀
〉
=
と
同
様
、
「
光
」
を
意
味
す
る
古
代
イ
ン
ド

-
誌
が
語
根
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

(
臼
〉
、
H
，
r
o
O
H『
O
円
品
開
ロ
間
}
M
m
r
U
R
昨
日
0
ロ
日
以
ご
切
L
-
H
O
W
O
H
問
。
円
払
H
U
N
∞
w
ω
・
ω
自
由
・

訳
註
(
日
)
括
弧
内
は
、
講
演
に
際
し
て
、
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
。
単
行
本
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
知
見
で
あ
る
。

訳
註
(
臼
)
単
行
本
(
ω
・
忌
与
で
は
、
こ
の
文
の
後
に
、
次
の
文
が
追
加
挿
入
さ
れ
て
い
る
一

「
=
ω
n
r
c
R
巾
(
参
審
員
、
審
判
人
、
判
決
提
案
者
)
=
と
い
う
言
葉
も
、
ま
た
、
し
与
え
向
。
ロ
(
作
り
出
す
、
-
調
達
す
る
〉
=
と
か
=
2
ω
ロ
E
R
g

(
作
り
出
す
)
=
〔
と
い
う
言
葉
〕
に
遡
る
の
で
あ
る
」
。

な
お
、
典
拠
と
し
て
、
ロ
ロ
島
市
P
阿
広
・
ア
何
q
g
o
-
c
m
w
p
見
出
し
語
こ
ω
n
r
c
同
町
A
3
・

2
叩
〉
と
=
E
Y
m
問
問
。
ロ
a
a
q
E
ω
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ゆ
令
。

訳
註
(
臼
〉
単
行
本
3
・
5
3
で
は
、
こ
の
文
は
、
「
こ
れ
ら
の
語
源
は
、
:
:
:
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

(
臼
)
り
c
p
U
2
C
H
ω
司
H
Z
口
町
仏
m
H
Z
0
2
5
ロ
・
〉
円
n
r
z
h
E
円
如
何
円
「
仲
間
，
ロ
ロ
仏
∞
O
N
U
-
司
r
w
]
D
m
O
H】
r
-
m
町
田
〈
H
8
0
〉
印
ω
・

訳
註
(
臼
)
単
行
本
(
ω
-
H
品
由
)
で
は
、
こ
の
前
に
、
次
の
文
章
が
挿
入
さ
れ
る
一

モ
デ
ル

「
言
語
の
規
則
(
の
2
2
N
O
〉
は
、
子
供
が
体
験
す
る
最
初
の
抽
象
的
規
則
(
の
2
2
N
O
)
で
あ
る
。
言
語
が
、
秩
序
〔
付
け
〕
の
決
定
的
範
型
と
な

る
。
〔
か
く
し
て
〕
法
と
法
律
(
の
2
2
4
概
念
の
言
語
的
特
徴
〔
付
け
〕
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
(
言
語
的
特
徴
を
帯
び
た
法
律
概
念
品
g
n
Z
0
・

司
叶
昨
仲
間
同
2
C
2
2
5
ω
『
品
同
仲
間
同
〉
」
。

訳
註
(
川
町
〉
単
行
本
3
・
M
m
U
〉
で
挿
入
さ
れ
た
分
で
あ
る
。

講
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言語と法 (Spracheund Recht) 

(
臼
)
(
の
ω
ロN
祖
国

gm-〉
w

巴∞
N
‘

ω
-
M一ミ・

(
間
山
)
〉
ω
O
ω
・
M
g
z
・
ω
・
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
(
凶
ロ
門
司
r
E
E
C
は
、
ロ
1
7
の
文
筆
家
の
ア
ウ
ル
ス
・
ゲ
ル
リ
ウ
ス
(
〉
三
5
0
0
}】
E
m
)
(
紀
元
後

二
世
紀
〉
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
文
は
、
「
ク
ウ
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
エ
ウ
ミ
ウ
ス
〔
ロ

l
マ
の
詩
人
、
紀
元
前
二
三
九
年
|
同
一
六
九
年
〕
は
、
自
分

は
ギ
ロ
シ
ア
語
と
オ
ス
キ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
を
話
す
こ
と
の
で
き
る
(
話
す
こ
と
を
知
っ
て
い
る
)
三
つ
の
心
を
持
っ
て
い
る
、
と
語
っ
た
(
ρ
E
ロ
・

2
回
開
口
B
E
ω
・
:
:
2
E
口
O『
円
四
国

F
ω
r
R
σ
田
2
0
e
口
o
r
m
p
A
C
C
内
日
目
白
』
ロ
仙
の
2
2
m
2
0
ω
2
2
F
ω
江
口
。
ω
門
町
立
〉
」
(
の
ω
ロ
P
2
0
、
∞
-
A
F
去
に

よ
っ
て
引
用
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
〔
引
用
ラ
テ
ン
文
の
最
後
の
語
は
、
』
N
誌

(
ω
-
A
H
]
町
長
ω
〉
で
は
=
ω
n
-
Z
仲
立
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤

植
・
校
正
漏
れ
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
講
演
者
に
確
認
済
み
で
あ
る
〕
。

〔
叫
叫
〉
ω
5
-
戸
、
E
O
M
W
H
邑
o
n
r
g関
白

2
0
P
H
2
〔
B
-
ス
ネ
ル
(
新
井
靖
一
訳
)
『
精
神
の
発
見
』
(
創
文
社
、
一
九
七
四
年
〉
〕
w
品
・
〉
出
向
}
・
巴
説
、

∞
-
N
H
∞
〔
本
節
の
最
後
の
段
落
の
初
め
の
方
で
同
じ
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
単
行
本
(
ω
・
ロ
C
)

で
は
、
こ
の
引
用
文
は
省
略
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
本
註
に
相
当
す
る
註
(
均
)
は
、
少
し
前
の
「
言
語
が
思
考
に
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
但

し
、
ス
ネ
ル
の
著
書
の
引
用
頁
は
、
刊
本
の
版
は
同
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
∞
-
M
O
印
と
な
っ
て
い
る

i
l訳
者
〕
・

訳
註
ハ
前
)
叩
∞
N
∞
切
の
∞
一
「

ω満
七
歳
ニ
達
セ
ザ
ル
者
ハ
、
他
人
-
一
加
ヘ
タ
ル
損
害
ニ
付
責
ヲ
負
ハ
ズ
。

ω七
歳
以
上
十
八
歳
未
満
ノ
者
ハ
、
加
害
行
為
ノ
当
時
責
任
ヲ
弁
識
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
判
断
力
ヲ
有
セ
ザ
り
シ
ト
キ
ハ
、
他
人
一
一
加
ヘ
タ
ル
損
害
』
一
付
支

、!〆

ヲ
負
ハ
ズ
。
聾
唖
者
-
一
付
又
同
ジ
」
o
引
用
は
、
『
独
逸
民
法
E
現
代
外
国
法
典
叢
書

ω』
(
有
斐
閣
、
旧
版
一
九
三
八
1
一
九
四

O
年
、
復
刊
版
一
九

rtι

、

五
五
年
)
七
九
一
一
貝
の
柚
木
馨
訳
に
よ
っ
た
。

訳
註
(
町
)
m
g
g
c
回
(
旧
規
定
〉
一
「
①
嬉
唖
者
は
、
精
神
的
発
育
が
遅
れ
、
そ
の
た
め
に
行
為
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
弁
別
し
又
は
こ

の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
。

②
行
為
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
弁
別
し
又
は
こ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
、
行
為
の
当
時
、
前
項
の
事
由
に
よ
っ
て
著
し
く
低

減
し
て
い
た
と
き
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
そ
の
刑
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
o
以
上
、
『
法
務
資
料
』
三
九
七
号
(
一
九

六
七
年
)
三
一
一
良
の
臼
井
滋
夫
訳
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

(
閉
山
)
国
・
〈
O
ロ
同
-
o
z
F
c
r
R
E
O
印
}
]
同
出
位
E
F
n
v
y
o
ぐ
2
r
H己
m
c口
問
ι
2
C
O
L
H
E
r
o
D
r
2
5
ω
官
ω
n
r
n
p
S
H
H
山
・
〈
C
ロ
同
-
昨
日
2
・
∞
位
B己
-nro

ぎ
2
g
z
ロ
L
H
凶
門
戸
え
0
・
回
L
-
M
w
m
-
〉
口
町
一
・
5
3
w
ω
・
ω
S
も
参
照
の
幕
。
〔
な
お
、
本
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
、
ロ
ず
己
Z
〈
D
岳
、
邸
内
〈
ロ
ロ

グ
エ
ル
ス

ω
n
r
M
}
}
2
5
L

。oz
r
o
の
中
の
、
ミ
ロ
ニ
0
2
0
E
(
半
可
通
〉
=
と
題
さ
れ
た
第
八
七
番
の
詩
句
・
=
巧
色
巴
ロ
〈
巾
門
田
丘
門
間
m
E
口
開
門
E
巴
口
2
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演

mor己
L
2
0ロ
∞
官
2
7
0
u
¥
O
-
o
E円
台
。
「
ハ
ロ
n
Z
Z
Eロ
ι
ι
g
r
w
m
r
c
r
ω
仲《日ロ

E
r
oロ
O
K
V円。円

NE
白
色
ロ
(
お
ま
え
に
な
り
か
わ
っ
て
詩
作
し

ヴ
エ
ル
ス

思
索
す
る
洗
練
さ
れ
た
言
語
を
用
い
れ
ば
、
お
ま
え
で
も
詩
句
の
一
つ
ぐ
ら
い
は
ひ
ね
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
れ
で
も
う
詩
人
に
な
っ
た
気

で
い
や
が
る
)
Z

で
あ
る
。
〕

(
日
山

)
n
m
L
D
N
C、戸
ω唱

E
L
ド

5
2
2
2
Lロ
h
r
r
n
B
L
者
三
巴
ロ
m
m
C
同∞
B
Z
B
E
Z三
宮
口
の
日
仏
O
H
O
w
z
q司
J
円

O
H
r
5
s
w
ω
・
8
P
ω
品
。

(
印

)
m，
o
Z
F
cロ
ハ
上
記
註
(

7

)

所
掲

γ
ω
・由・

(ω
〉
一
七
七
二
年
〔
J
-
G
・
ヘ
ル
ダ
l

(
木
村
直
司
訳
)
『
言
語
起
源
論
』
(
大
修
館
書
底
、
一
九
七
二
年
〉
0

こ
の
論
著
は
、
ズ
ュ

l

ス
ミ
ル
ヒ

(』・司

ω
E
E
]円
「
)
の
言
語
神
授
説
(
一
七
六
六
年
)
に
刺
激
さ
れ
て
ベ
ル
リ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
(
院
長
マ
ウ
ベ
ル
テ
ウ
ス
宮
E
宮
H
Z
5
)
が
募
集

し
た
懸
賞
論
文
に
応
募
し
て
、
一
七
七
一
年
一
月
に
提
出
さ
れ
、
最
優
秀
作
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
言
語
の
理
性

起
源
説
は
、
当
時
の
啓
蒙
主
義
的
思
潮
に
呼
応
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
単
行
本

2
・
H叶
H
P
H
-
∞
ω)
が
出
版
年
次
を
一
九
七

二
年
と
し
て
い
る
の
は
、
誤
植
で
あ
ろ
う
1
1
1訳
者
〕
。

(
日
)
一
八
三
六
年
。

訳
註
(
回
〉
フ
ィ
ヒ
テ

(
]
D
Eロ
ロ
の
♀
己

5
r
目
nrH巾
)
も
、
既
に
一
八

O
八
年
に
、
有
名
な
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ

(
m
z
g
g
《F
ι
2同切口
Z

Z
E
C出
〉
』
の
第
四
議
「
ド
イ
ツ
人
と
他
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
と
の
主
な
る
相
違
」
の
中
で
、
同
様
の
言
語
哲
学
を
展
開
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
言
語

が
人
聞
に
作
ら
る
る
よ
り
も
人
聞
が
言
語
に
作
ら
る
る
こ
と
が
迄
か
に
多
い
の
で
あ
る
(
君
。
F
B岳
吋
《
r
z
g
ω
円
宮
口
〈

Dロ
ι
2
ω
官
官
宮
問
。
『
干

仏
え
当
官
分
P
L
Oロ
ロ
《
宕

ω唱円釦口

Z
Zロ
仏
g
z
g
ω
ロ
7
3
)」
。
ま
た
、
「
即
ち
彼
等
が
国
語
を
作
る
の
で
は
な
く
、
国
語
が
彼
等
を
作
る
の
で
あ

る

(
g
E
5
3
2
n
r円
包
め
佳
作

ω勺
包
円
r
P
E
E
Rロ
E
o
ω
官

R
F
o
r
-
L
2
巴
。
〉
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

H
J
n
Z
2
巧
R
r司
令
ヨ
旨
E
Z
O
]

図
。
『
ヨ
ω口
口
百
円
r
F
回
2m-γ
回

ι
ヨ
ケ
切
。
ユ

5

5己、

ω
・
2
p
ω
N
O
〔
大
津
康
訳
、
佐
藤
通
次
改
訳
『
改
訂
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
(
岩
波
文

庫
、
一
九
二
八
年
、
改
版
一
九
四

O
年
)
八

O
、
八
七
頁
。
但
し
、
第
一
一
引
用
文
中
の
「
国
一
語
」
の
語
は
、
本
来
、
「
言
語
」
と
訳
す
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
〕
・
つ
ま
り
、
こ
れ
が
当
時
の
ド
イ
ツ
の
一
般
的
雰
囲
気
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
o

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
史
的
背
景
が
あ
っ
て
、
歴
史
法
学

派
が
法
と
言
語
と
を
類
比
的
に
捉
え
た
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
よ
う
な
言
語
観
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
(
の
O
正

2
Z
当
日
正
ヨ
〔

?
r・
5
ロ〕

同

h
F
E
N
)
(
一
六
四
六
年
l
一
七
二
ハ
年
)
や
ベ

l
メ

Q
2
0
r
史
子
宮
内
〉
(
一
五
七
五
年
l
一
六
二
四
年
)
、
更
に
は
遠
く
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
ラ
テ

ュ
ロ
ス
』
に
ま
で
そ
の
系
譜
を
、
辿
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ヘ
ル
ダ
ー
や
フ
ン
ボ
ル
ト
的
な
言
語
観
は
、
そ
れ
以
後
の
ド
イ
ツ
言
語

学
の
伝
統
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
で
、
後
述
さ
れ
る
「
〔
サ
ピ
ア
H

〕
ウ
ォ

I
フ
の
仮
説
」
は
、
ド
イ
ツ
で
は
必
ず
し
も
新
機
軸
を
打

議
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言語と法 (Spracheund Recht) 

ち
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ポ
ル
ツ
ィ
ヒ
、
ト
ヮ
リ
l
ァ
、
ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
バ

I

(
福
本
喜
之
助
、
寺
川
央
編
訳
)
『
現
代
ド
イ
ツ
意

味
理
論
の
源
流
』
(
大
修
館
書
広
、
一
九
七
五
年
)
な
ど
参
照
。

(臼

)
Z
2
B
E
D
-
0
5田
宮
片
岡
(
上
記
註
(

8

)

所
掲

)"ω
・
2
・

(臼
)

4

司
自
己
"
∞
官
宮
r
o
g
L
O
Z
ω
グ
巴
ω少

ω.H〈
〔
u

図。
-
E
R
r
-
の円。ロ

N
g
内山
2
F
r
oロロ
S
2
2
m窓
口
弘
広
島
B
M
N
o
n
r
F
ω
・∞
ω
一
「
・
:

・
:
言
語
が
我
々
に
な
り
か
わ
っ
て
〈
我
々
の
た
め
に
)
考
え
る
」

1
1
1以
上
は
単
行
本

3
・
口
同
司
ロ
∞
S
に
よ
る
追
加
〕
・

(
臼
)
巧
2
m
m
2
σ
o
p
〈
Oロ
仏
O口剛山同出問問。ロ

L
R
ι
2
2口
r白ロ

ω司
g
n
r
p
凶

ι
y
C
H
Cロ門
HN=問。

ι
2
5
r
ω
-
z
r
g
c
mゆロ
g
o
z
s
g
m仲宗祖国内同・

N
U
O芯

m官
民
E
r
E
C
2
S
F
Z口
問
仏
氏
名
。
{
件
、
印
-
〉
丘
一

-wM由自
N・

(臼〉

ω
E
ω
E
H
P
門

UDCH切内凶作】
S
m
5∞
宮
山
口
。
向
E
h
g
}
P
5同
町
〔
こ
れ
は
パ
イ
イ
ハ
(UE
ュ2
切
ω
5、
)
と
セ
シ
ュ
エ
(
〉
]
宮
町
円

ω
R
r岳
ωヨ
〉
が

編
ん
だ
も
の
で
、
小
林
英
夫
訳
『
一
般
言
語
学
講
義
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
四

O
年
、
改
版
一
九
七
二
年
)
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
邦
訳
書

は
、
一
九
二
八
年
に
別
の
書
感
か
ら
出
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ゴ
デ
ル
(
玄
・

M
g
Zコ
の
c
p
}
)
の
編
ん
だ
第
二
講
義
序
説
が
、
山
内
貴
美
夫

訳
『
一
般
言
語
学
序
説
』
〈
勤
草
書
一
房
、
一
九
七
一
年
)
と
し
て
翻
訳
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
l
ル
の
『
一
般
言
語
学
講
義
』
の
成
立
事
情
や
そ

の
思
想
を
め
ぐ
る
複
雑
な
問
題
の
解
説
は
、
丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ

l
ル
の
思
想
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
八
一
年
)
、
向
『
ソ
シ
ュ

1
ル
を
読
む
』
(
岩

波
書
庖
、
一
九
八
三
年
)
に
与
え
ら
れ
て
い
る

l
i訳
者
〕
・

(
ω
)
Z
2
5
Eロ・
0
5
m
r
2開
ハ
上
記
註
(

8

)

所
掲
γ
ω
・
8
〔
単
行
本

(ω
・
ロ
日
明
白
・

2
)
で
は
、

ω
・
2
と
な
っ
て
い
る
〕
・

(同町

)
2
2
E
Eロ・
0
5
m
r
o門間
"
E
O
w
∞・

8
〔
単
行
本
ハ
ω・
口
N
Hりロ・

2
)
で
は
、

ω・
41N
と
な
っ
て
い
る
〕
・

(

m

問〉

2
2
5
8ロ目。
5
ω
r
a
w
E
O、
∞
・
ロ
〔
単
行
本

3
・
3
3
の
設
門
司
口
・
由
N)
は
、
「
既
に
オ
ッ
カ
ム
ハ
。
。
r
E
B〉
が
そ
う
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は

ω円
三
白
町
内
丹
市
ア
巧
ニ
『
乙
ヨ
〈
。
口
。
口
r
r
g
f
E
h
m，ユ巾明¥同門司門司
n
r
B
R
u
関}白血臼

F
2
《
同
日
吋
F
g
F向
ぽ
"
切
門
戸
ゲ
冨
位
出
向
}Mg

M

也∞ゲ

ω、
自
由
、

M
h
o
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
こ
の
部
分
の
本
文
の
引
用
符
も
は
ず
さ
れ
て
い
る

l
l訳
者
〕
・

訳
註
〈
印
〉
単
行
本

(ω
・
口
N
)

で
は
、
こ
こ
か
ら
新
し
い
段
落
に
入
る
。
追
加
さ
れ
た
文
章
と
註
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
一

「
『
言
語
統
制

(ω
官
官
r
z
m
o
r
z
)』
と
い
っ
た
標
語
ゃ
、
『
あ
ら
ゆ
る
類
の
異
な
っ
た
考
え
を
排
除
し
』
、
『
イ
ン
グ
ソ
ス
(
開
口
問

ωON)
に
惇
る
思

ニュー・スピ
1
タ

想
を
文
字
通
り
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
す
る
』
た
め
の
『
新
言
語

(
Z
g与
g
n
Z
)』
な
る
オ

I
ウ
エ
ル
ハ
0
2
2
Z〉
の
お
そ
ろ
し
い
形
象
を
思
い

(
川
町
)

浮
べ
て
み
た
ま
え
。
門
『
イ
ン
グ
ソ
ス
〈
開

Z
S
N
)』
と
は
、
ォ
ー
ウ
ェ
ル
の
国
家
を
支
配
し
て
い
る
世
界
観
の
名
で
あ
る
。
ピ

ユユ
1

・スピ
l
タ

ハ
回
)
の
g
a
o
O
2
5
-
f
H
U
E
-
Z叩豆、
J

ヘロ円
F
Z・J
ヘ・

5
色
"
ω
-
N
N白
司
、
宮
司
門
広
三
1
2
0同
Z
2
3句
g
r
(新
言
語
の
諸
原
理
v
r
u
Z
2ロ・
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演

N
o
z
r
s
ι
R
2
-
2
5
L
ω
n
r
S
F
嗣

N
S
E詳
F
。
・
巴
印

ouω
・
∞
句
、

W
5
0
5
0
0
2
B
E
E
r
(小
文
典
)
=
〔
新
庄
哲
夫
訳
『
一
九
八
四
年
』
(
早

川
文
庫
、
一
九
七
二
年
〉
三
九
三
頁
以
下
〕
・

訳
註
ハ
町
山
)
こ
こ
で
「
依
存
の
原
理
」
と
訳
し
た

w
h
O
E
-
-芯
宮
司

HEN--n
に
は
、
「
相
対
性
原
理
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
サ
ピ

ア
日
ウ
ォ

l
ア
の
仮
説
と
物
理
学
上
の
相
対
性
理
論
と
を
、
内
容
的
も
し
く
は
各
々
の
学
問
領
域
に
お
け
る
両
者
の
革
命
的
な
歴
史
的
意
義
の
点
で
、

い
わ
ば
比
喰
的
に
で
は
あ
ろ
う
が
重
ね
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
言
語
的
相
対
性
原
理
」
と
で
も
訳
し
た
方
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ

の
可
能
性
を
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
グ
ロ
l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
は
、
こ
れ
を
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
物
理
学
な
い
し
数
学
と
の
類
縁
性
は
、
や
は
り

意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク

(
4
4
2
5門
戸
国
巴

m
g
g
a
)
の
「
不
確
定
性
原
理

(
Cロ
r
g氏
自

g
p
m
-
3・

勺
ユ
ロ
N

】
℃
と
で
あ
っ
た
。

訳
註
(
九
)
単
行
本

2
・
H

叶
印
)
に
お
け
る
追
加
。
こ
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
訳
註
(
侃
)
末
尾
で
指
摘
し
て
お
い
た
学
説
史
的
脈
絡
が
、
明
確
に
表
現
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
伺

)
ω
3
F
、g
m
g
a
5
0同
戸
宙
開

C
E
M
2
2
ω
ω
巳
0
5
0
〔
E
・
サ
ピ
ァ
、

B
・
L
-
ウ
ォ

l
プ
他
(
池
上
嘉
彦
訳
)
『
文
化
人
類
学
と
言
語

学
』
(
弘
文
堂
一
、
一
九
七

O
年
)
一
I
l
z
一
頁
に
、
「
科
学
と
し
て
の
言
語
学
の
地
位
」
と
し
て
抄
訳
が
載
っ
て
い
る

γ
5
H
m
u
r
n
g品
者
三
片
山
口
哲
三

E

3
吋

ιω
を
こ
ロ
ピ
ロ
同
区
間
宮
、

P
F
2
0
白
E
F
E
D
E
-
-々
、
回
目

H
r
o
-
3
E
U
〔』

N
誌
(
∞
・
品

H
2
z
m
)
で
は
、
=
。
ロ
]
昨
日
。
=
の
後
に
唱

が
釘
た
れ
て
い
た
が
、
単
行
本

(ω
・
H
a
p
r
u
C
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
削
除
し
た
|
|
訳
者
〕
・

(

m

山
)
当

r
o
H
F
ω
2
8
2
8
L
H
L口開口
EZω
〔
前
註
所
掲
編
訳
書
四
七
|
六
三
頁
な
ら
び
に

B
・
L
-
ウ
ォ

i
フ

(
J
・
B
・
キ
ャ
ロ
ル
編
)
(
池
上

嘉
彦
訳
)
『
言
語
・
思
考
・
現
実
ウ
ォ
1
フ
言
語
論
選
集
』
(
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
〉
一

O
三
l
t
一
一
九
頁
に
「
科
学
と
言
語
学
」
と
し
て
邦
訳
が
あ

る〕

u
Z
H
g
r
o
H
?
F
g
m
E官
、
同
，

r
g
m
z
g仏
列

2
ロ
ミ
(
出

g
m・門
U
R
5
5・
nω
自
吉
正

m
p
玄
g
m
巴
印
由
〔
本
註
所
掲
邦
訳
書
は
、
そ
の
抄

訳
。
な
お
、
同
誌

(ω
・
品
円
台

Zm)
で
ご
叶
7
0
5
開
ghn
の
後
に
打
た
れ
て
い
た
・
は
、
単
行
本

3
・
H

吋
叫
明
ロ

-
U
S
に
従
っ
て
削
除
し
た
1
1
|
訳

者〕

w
∞
-

M
ミ
二
出
品
一
仏

2
f
F
g
m
E
m
o
∞口内
H
F
D間
5
Q
N
誌

Q
A
H
Z
n
Z
ω
)
で
は
、
『
ロ
凹

E
官

gι
円
、
宮
山
口
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
論

文
集
に
は
、
そ
の
よ
う
な
標
脇
の
論
文
は
載
っ
て
い
な
い
。
単
行
本

2
・

5
明白・

5
に
よ
っ
て
、
訂
正
し
て
お
く
。
こ
の
点
は
、
次
註
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
文
の
邦
訳
は
、
「
言
語
と
論
理
」
と
し
て
、
前
註
所
掲
編
訳
書
の
六
五

l
八
一
頁
な
ら
び
に
本
註
所
掲
邦
訳
書
の
一

二
一
目
1
一
三
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

v
m
r
p
w
N
U∞
-
呂
田
・
〔
な
お
、
「
ウ
ォ
i
フ
の
仮
説
」
は
、
我
が
国
で
は
一
般
に
「
ザ
ピ
ア
日
ウ
ォ

l
フ
の
仮

説
」
と
呼
び
慣
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

l
l訳
者
〕

講
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言語と法 (Spracheund Recht) 

訳
註
(

η

)

単
行
本
(
ω
・
口
ω
)
で
挿
入
さ
れ
た
言
葉
。
言
語
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
論
理
学
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
複
数
の
論
理
学
の
相
互
に
等
価
な

る
こ
と
を
、
前
面
に
押
し
出
し
た
表
現
で
あ
る
。

訳
註
(
河
)
原
文
は
、
同
誌
ハ
ω
・
品
R
n
Z
る
で
も
単
行
本
〔
ω
・
口
ω
〉
で
も
し
ロ
F
T
e
a
-
z
と
な
っ
て
い
る
が
、
指
示
さ
れ
て
い
る
=
U
5
2
g
E
Z
内
J

=
内
回
目
。
口
一
の
宮
若
ω
「
叫
四
g
D百
5
2
3
h
O
5
3
∞
百
件
。
自
目
宮
E
R
t
h
は
い
ず
れ
も
複
数
で
あ
る
か
ら
、
=
同
ロ
F
5
ロ
:
:
-
z
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
引
)
考
古
門
?
戸
田
口
m
g
m
白
血
ロ
門
日
T
)
m
F
E
C
"
ピ
ミ
・
〔
但
し
、
単
行
本
(
∞
-
H
吋
ω
)
で
は
、
こ
の
箇
所
が
引
か
れ
る
の
は
「
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
思

考
の
言
語
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
文
(
訳
註
(
花
)
を
付
し
た
文
の
前
の
文
)
に
対
す
る
註
(
間
口
・
申
出
)
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
本
引
用
文

は
二
五
二
頁
か
ら
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
笥
ロ
由
3
0
〕

訳
註
ハ
日
)
単
行
本
G
e
H
記
)
で
は
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
註
q
p
H
O
N
)
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
一

「
=
P
E
(
数
)
E

と
い
う
言
葉
を
こ
N
思
-
g
(
数
え
る
)
R
J
Z
2
N位
r
r
口
〈
物
語
る
〉
a
J
Z
E
と
(
オ
ラ
ン
ダ
語
。
『
話
(
ω
百
円
向
島
町
〉
』
〉
t
w
=
E
O

(
英
語
。
『
物
語
(
開
『
N
ロ
E
S
巴
』
)
土
地
=
g
芯
己
(
英
語
。
『
数
え
る
(
N町
E
g
)
』
、
『
話
す
(
E
m
g
)
』
)
ミ
と
比
較
さ
れ
た
い
」
0

(

η

)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吋
ω
ロ
ω
r
p
吋
r
o
ω
口
E
V
Z
H
O
D
同
〉
円
円
。
口
三
百
四
ド
ω
口
開
口
国
間
内
叩
旬
、
同
c
r
p
o
H
甲
∞
N
-

訳
註
(
刊
日
)
ス
イ
ス
連
邦
工
科
大
学
(
E
T
H
)
の
ヴ
ィ
ル
ト
教
授
が
一
九
七

0
年
代
に
発
表
し
た
、
豊
富
な
デ
ー
タ
形
構
成
の
機
能
と
洗
練
さ
れ
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
制
禦
構
造
を
持
つ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
。
「
そ
の
簡
潔
に
整
理
さ
れ
た
概
念
設
計
と
高
い
実
行
効
率
に
裏
づ
け
さ
れ

た
実
用
性
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
の
歴
史
に
一
時
代
を
厨
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
ヰ
一
国
語
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
手
法
の
両
者
に
〔
後
者
は
、

吋
〉
∞
の
〉
F
I
吋
コ
ン
パ
イ
ラ
(
n
o
g
-
L
2
)
の
作
成
に
よ
り
〕
飛
躍
的
発
展
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
司
〉
∞
の
〉
円
以
後
に
設
計
開
発
さ
れ
た

数
多
く
の
言
語
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
」
ハ
ア
ン
ソ
ニ
1

・
チ
ャ
ン
ダ
l
他
ハ
坂
井
利
之
監
訳
〉
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
用
語
辞
典
ハ
第
二
版
〉
』
ハ
講

談
社
、
一
九
八
二
年
〉
五
九

O
l五
九
一
一
良
〉
、
と
評
さ
れ
る
。

(
冗
)
目
ω
r
s
g
w
〉
ω
3
8
5
邑
N
邑
O
ロ
ロ
『
件
宮
巧
『
2
2
8
白
石
O円
r
g
F
旬
。
r
i
c
g】

ω
2
2
2
u
o
u
m
C
)
U
N
U
h
Z
S
F
H
h出
向

E
m
m
w

叶

r
o
c凹
Z
S
ι
の
三
Z
B
〔
前
註
(
印
)
所
掲
編
訳
書
八
三

l
一一

O
頁
に
、
へ
ン
ル
「
言
語
と
思
想
と
文
化
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

同
誌
包
・
品
Z
n
Z
C
で
u
k
r
g
m
r片
2

の
後
に
打
た
れ
て
い
た
・
は
、
同
邦
訳
書
索
引
に
し
た
が
っ
て
削
除
し
た
〕
w
〉
ロ
ロ
〉
同
ゲ
O
♂

冨
-nr・-

巴
印
∞
‘
ω
-
H
U
4
司
巴
S
E
P
、
吋
}
忘
れ
Z
F
n
吋
O
口
同
c
m
u
S
∞
ω
参
照
。
〔
単
行
本
ハ
ω
・
口
印
明
P
H
C
C
で
は
、

「
Z
2
5
2
ロ
目
。
ロ
2
Z「
拘

wω
司

g
n
Z
E
H
N
2
z
w
ω
・
叶
C
は
、
も
っ
と
思
い
切
っ
た
見
解
を
取
る
。
専
門
用
語
も
、
そ
の
例
で
あ
る
。
ギ
l
ス
ラ

l
(
2
2
一
足
〉
は
、
ω
Z
E
r
O
3
叶
4
5
2
u
t
E
丘
一
ロ
含
円
当
5
g
E
E門
官
官

2
E
n
Z
0
・
p
g
r
『
ロ
ス
¥ζ
・
5
巴
の
書
-
評
匂
〉
N
M
O
N
S
-
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rWittgenstein， Tractatus.logicophilosophicus， Proposition 7・ 『仰ム~総」ミ←J.J -\J"~ヰ人的.Hニ.H心'営， ~~主主!Ç九二 ν 笠ロ会J

やし制~!:!必心必':;'J1J。

指制(詔) 粧!と*(S. 180)千):'2' 'j Q泌1!~QW会誌K(杓~I'Q : 

「ャ λ'"，"， 1ト入~ Q "fair (<-4出)"..>J ~ムヤ o Q "fair C<-4P-:1)" ..>J:'2' ~:.y.，~.，GlIIT!::..，).，Gl Q ..>J:'2!11草心必ム JO

li¥;ail;ta(苫〉 袖Lヒ特 (S.180)千J':t!1"リけは気 Q 吋 ~~ítti くFn. 125)。みた.:;，νムI'Q:
「ト，:"-:t.. (Frege) (Die Grundlagen der Arithmetik， Breslau 1884， S. 73) 以吋~を'仰縦士f 判蛍Q -H-1!お::'.}l A川J

1! Q rf' 必以後~-íミ Q毒~tJ得点(IIT!::-Jv Bentham， Essay on Language， nach Hart， Essays on Bentham， Oxford 1982， 

S. 10 ; Wittgenstein， Tractatus.logicophilosophicus， Proposition 3.3 und 3.3.4.) リ兵士f 必握~心111旧制E心 Q蛍寝込掘必
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N
Z
(苫
-

U

〉
出
向
巡
特

:w!rr吋'"'J --\.I:ムヤ相時。内JQ .l(j~~~....l ν~' Holldack， Grenzen der Erkenntnis auslandischen Rechts， S. 84 f.J 

話相(お〕 諸手応終 (S.180 f.) p~' 1) Qや{ど豆是正収)~'ど-'=':，1必 Qわ{併及 #-ft話機会J摂イp-二の:

「様J ユ鉱担1実~闘士延 cムヤれ極秘海草壁{J!;!総 l1111 -tlぷ総 11~) ど "true and fair view" --¥.1シ吋米間E会JIf'時lJiK:g;(制〈鑑Q)(怠

悩〕袋詰員以.qa言語，..).;2旧経 (einden tats忌chlichenVerhaltnissen entsprechendes Bild)JJ ...>J話，..).;2:Q.' AJQ窓会I鉱;j?，;，..)ν，:(-吋
'" 0 ~~く照~Q~探勝Q 1¥刊ト λK拠隠ぽ長時;J...>J士i様々~\モ)ii'濯や保冷，..)' -'ÞI，.}!当TI~経科〈市~Q露骨~~~雲ふ必紘E童相'Fl'Q.，ól Q 干J~ I' ν'

(言〉
>t-'~'1!~ IF時世lく:g; (tats五chlich).lI必.，ól QP~必 :'J 。

(富) @:υ ム..'"必~m盟側縫1眠時 Schönherr ， Philologisches zum Einheitlichen Wechsel. und Scheckrecht， Osterr. JZ 38 

(1983) 439 ~度。

馬組(お) The Oxford English Dictionary， Bd. 4， Oxford 1933， 5. 136， 159 -0~:，1ム~~を' 日 feoffee (fefi:， fefi:)“見区

υo "feffee" (1 IRー 11く事1~)ぺ，fefee ， fefi(eJ“(1 f司割返)'"feoffe" (1 1司一|や割返)ぺ，feofe(eJ“( 1同一 1tく車l-U三Y

"feofy“ ( 1♀主l足Y"feeoffe (eJ“ ( 1・宍組足)...>Jム"，Eifh1' 縫'"h1 g援心~.;20 "feoffee" ...>Jム'"Q :t!' 1 1(宅1Ll三h1.sヨヨ，..).(.2

絵Q 吋'"千J~点。相t'- I~ 入r< llm "feoffer" Q~型1Mョ[，TIl;P ~'" "feoff己"u-m咲←心臓や嶋崎。
(富) ~~州...>J，..)¥-' Marasinghe， Some Problems (斗!服部;¥(也)¥昼寝)， 5. 516 ~ミ必緩や .}!O

(毘) Godel， Uber formal unentscheidbare Satze der Principia Mathematica und verwandte 5ysteme， 1， Monatsheft fur 

Mathematik und Physik 38 (1931) 173. 

(&1) Chomsky (斗~~活(22)忠聴).

(尽) Gipper， Gibt es (ベ\~m(ご)\さ蒋)， 5‘ 248 (潜!と#-(S. 182)ぜ りふJP~話機会J~ I' ν :，時J.

伝;!;ti(1:;)) 魁lと#-(5. 182) P~' 阪ば去三Q判後鑓'v'

「起縦士出ゆ~' >t-' Qt程眼'最中~iき.，ól Q 千J t!，f.ぎ〉必の」。

(怨) Burckharclt (斗1沼市l;!(苫))さ翠)， S. 276 .，ol!iElllllo >t-'~弘司 4主主， ljno !/.lW .\l&!煙草~ r穂Q-1:ト以時的 (inder Seele liegt)Jo ~ 
ド'-QW穏纏:，1 0:'ν~' Perrott， Has Law a Deep Structure-The Origin of Fundamental Duties， in: Lasok/Jaff句/

Perrott/Sachs， Fundamental Duties， Oxford u. a. 1980， S. 1. 
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言語と法 (Spracheund Recht) 

(
m
m
)
M
V
ゆ口
0
2
u
R
w
o
u
ω
・
J

『・

(
川
出
)
句
。
同
同

G
F
2
0・
ω
-
H
0
・

(
%
〉

HJHH
。H
Y
E

。、ω-HM-

訳
註
(
的
)
ゲ
l
テ
〈
手
塚
富
雄
訳
〉
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
悲
劇
第
一
部
』
(
前
掲
〉
、
書
斎
〈
一
九
七
二

l
一
九
七
九
行
〉
一
「
法
律
と
か
制
度
と
か
い
う
も
の
は
、

/
永
遠
の
病
気
の
よ
う
に
遺
伝
し
て
ゆ
く
も
の
だ
。
/
親
の
代
か
ら
子
の
代
へ
ず
る
ず
る
ひ
き
つ
が
れ
、
/
土
地
か
ら
土
地
へ
知
ら
ん
ま
に
は
び
こ
っ

て
ゆ
く
。
/
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
道
理
が
非
理
に
な
り
、
い
い
法
律
が
悪
法
に
な
る
。
/
後
世
に
生
ま
れ
た
も
の
は
災
難
だ
。
/
わ
れ
わ
れ
の
生
ま

れ
な
が
ら
の
権
利
な
ど
は
、
/
て
ん
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
の
だ
(
何
回

2
r
g
巴
各
の
2
2へ
ロ
ロ
《
凶
阿
川
2
Z
O
¥
4
5
0
2
5
0
4え
問
。
同
日
ロ
r'

roF仲間
O吋件
"¥ω
ぽ

m
n
z
o官
官
。
ロ
〈
Oロ
の
2
n
E
R
Z
m
w
F
n
r
N
5
5
の
m
E
E
2
Z
A
W
¥
Cロ
《
日
同
昨
ロ
「
2
H
m
m
n
r什

40ロ
O
ユ

H
P
H
Oユ'¥〈
2
ロ¢ロ
p
d〈戸同仏

C
E
E
P
4司
C
E
S
H
2
ω
四

0
・
¥
巧
my
色
町
w

内
宮
田
仏
口
止
口
阿
川
口
日
目
-
r
F邸内一¥ぐ
O
B
H
N
2
z
p
r日
g
x
ロロ
ω
m
o
r
o
H
Oロ
仲
間
件
、
¥
〈
口
ロ
号
S

E

-
O
E
O
-
ロ
目
。
《
宏
司
E
問。)」
0
ゲ
l
テ
は
こ
こ
で
メ
フ
ィ
ス
ト
ブ
ヱ
レ
ス
に
、
本
文
で
引
用
さ
れ
た
表
現
を
以
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
生
得
権
合
口
問
中

「
0
2
5
m
2
Z
G」
|
|
「
既
得
権
(
君
。
Z
2
4
2
Z
Z
列

2
7
Zど
で
は
な
い
ー
ー
に
言
及
さ
せ
て
い
る
。
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
は
そ
れ
を
む
し

ろ
、
ゲ
ー
テ
"
メ
フ
ィ
ス
ト
の
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
永
遠
の
病
気
の
よ
う
に
遺
伝
し
て
ゆ
く
法
律
や
制
度
の
意
味
に
用
い
て
、
そ
れ
に
新
た
な
意
味

を
付
与
し
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(
M
m
)

一
対
一
・
六
一
八
。

訳
註
(m叩
)
回
忌
ι
2
0
ユg
B
(出同日開
-
Y
U
2
g
n
r
m
ω
m
m
o
p
g
g
h
s∞・

2
?
M
8・
ロ
2
5え
包
件
同
由
4wp
∞
-
M
A由
民
阿
部
謹
也
『
ハ

l
メ
ル

ン
の
笛
吹
き
男

i
1伝
説
と
そ
の
世
界

l
l』
〈
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
〉
一
四

l
一
七
頁
参
照
。

訳
註
(
川
目
〉
相
内
同
窓
N
∞
'
訳
註
〈
叩
〉
所
掲
邦
訳
二
回
二
1

二
四
五
頁
。

訳
註
(

m

出
)
用
内
田
宮
台
・
前
掲
邦
訳
三
七
O
l
三
八
五
頁
。

訳
註
(mm〉
単
行
本

2
・
5
3
で
は
、
こ
の
文
か
ら
ま
た
新
し
い
段
落
に
入
る
。

訳
註
(
悦
〉
講
演
者
に
よ
る
補
足
。
単
行
本

3
・
g
S
も
ま
た
同
じ
。

(
巾
出
)
国
防
m
Z
Z
H
O
E
-
H
2
5
ユ2
5
8
H
r巾

Z
m吉
岡
市

O『
戸

ω垣
間
早
玄
O円
ω
F
ω
gロ
r
r
o
E
H∞
包
〔
単
行
本

(ω
・
5
印
司
ロ
-
M品
。
)
が
一
九

O

三
年
の
出
版
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
〕
w

∞
-
H
g
参
照
。
回
日
n
r
Z
L同
(
上
記
註
(
臼
〉
所
掲
〉
u
m・
8
∞
は
、
詩
(
司
0
2一
る
に
つ
い
て
、

「
彼
女
が
彼
に
或
る
玄
妙
な
る
言
語
を
語
る
と
き
、
彼
は
、
そ
れ
が
以
前
も
っ
と
良
い
あ
り
方
で
自
分
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
思
い
を

北法35(6・55)743 



演

抱
く
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
〔
な
お
、
単
行
本

3
・
呂
町
)
で
は
、
本
註
の
代
り
に
、
司
ロ

-HUU
と
し
て

ω
n
r
E
e
'巧
-omgL崎一
2
2
E
E
閉，

Z
F
2吋

g
口
問
E
ロ
田
宮
町
向
i
当
q
r
g仏
当
よ
み

E
m
L
D
・
同
市
区
己

r市町町内町

r
t
r
t
n
F
2
8
〈

H
8
8
2・
き
を
挙
げ
て
い
る
。
〕

訳
註
(
M
W

〉
単
行
本
(
∞

-
g印
)
で
は
、
こ
の
後
に
次
の
文
が
追
加
さ
れ
る
一

「
そ
れ
は
全
て
の
自
由
な
法
秩
序
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。

訳
註
(
町
四
)
こ
の
言
葉
は
、
単
行
本

2

5
巴
で
は
削
除
さ
れ
た
。

(
m
m
)

の
2
E
L
E
-
n
r円
(
上
記
註
(
ロ
〉
所
掲
γ
ω
・
ωω

も
同
旨
〔
単
行
本

3

5
印
明
ロ

-
E
C
)
で
は
、
こ
こ
で
註
(
幻
〉
所
掲
の
同
位
向
m
g同円。ョ

の
著
書
の

ω・
5
0
が
引
か
れ
る
〕
。

(
的
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
開
口
昨
君
。
}
問
、
ぐ
2
司

E
n
z
g
F
ω
唱

g
n
Zロ
吉
岡
N
2
Z
&
g
r
p
E
-
T
F
d〈
D}同
(
出
Z
m
-
Y
ω
宮
内
出

g
Nロ円

。角川町山町}ユ円
}MZ
内

rwmwHN。。
r仲
ω牛のロ
roロ
mu
同坦∞旧、

ω・
M
M
印・

訳
註
〔
m
む

単

行

本

2

5
日
)
で
は
、
こ
の
前
に

「
そ
れ
(
詩
と
い
う
形
式
〉
は
、
言
葉
を
精
神
的
な
力
と
し
て
花
聞
か
せ
る
」

と
い
う
文
が
挿
入
さ
れ
、
そ
こ
に
付
せ
ら
れ
た
註
(
司
ロ
・

Z
N
)
に
お
い
て
、
ロ
己
nr巾
♂
可
白
民
向
。
ロ

Z
E、
∞
同
日
が
引
か
れ
て
い
る
。
更
に
、
国
巳
I

N
E官
、
国
c
g
c
Z
L
g
p
〉
B
a
2
F
E
S
ω
也、

ω・印
uJa-HN町、

NNU
の
参
照
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

メ

シ

タ

リ

テ

4

1

(
川
)
法
的
心
情
(
心
性
)
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
国
立
r
s
E
〔
同
誌

2
・∞

H
2
Z
C
や
単
行
本

3
・
5
⑦
で
回
ユ
ロ
ロ

m
E
と

な
っ
て
い
る
の
は
誤
り
〕
噌
同
2Zω
明

2
5口出国間

ω-m
〉
丘
町
ω
r
p
Hり
ω
ド
ミ
g
N
N・
S
-
c
o
r
R
Z
g
m
w
同申告、

ω-H-

議

〔
後
記
〕
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
氏
は
、
現
在
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ハ
西
ド
イ
ツ
〉
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

1
レ
ン
州
ミ
ュ
ン
ス
タ
!
大
学
教

授
。
外
国
私
法
・
経
済
法
な
ら
び
に
国
際
私
法
・
経
済
法
研
究
所
(
同
日
吾
己
主
吋

E
m
z
z
u
n
r
g
E
E
E
2
5同H
O
E
-
2
F
2巳
自
己
主
巧

5E

∞
円
宮
町
門
己
2
Z
)
を
主
宰
さ
れ
る
ほ
か
に
、
団
体
法
研
究
所
(
同
日
号
E

E
円
。
2
2
2ロ
m
n
E
Z者
2
2
)
の
所
長
の
一
人
で
も
あ
ら
れ
る
。

本
講
演
は
、
原
註
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
来
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
お
い
て
、
グ
ロ
ニ
ン
ゲ
ン
(
オ
ラ
ン
ダ
)
か
ら
来
た
学
生
た
ち
を
相
手
に

し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
既
に
』
E
2
2
3
N巴
Z
D四
回
国
宮
、

ω∞
-Hl白
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
野
田
良
之
教
授
(
〉
口
問
。
一
c
訳
)
の
同
ロ
ゴ

Da

L

己
主

g
s
r官
ロ
2
0
戸

ω
君
、
思
誌
な
ど
に
依
拠
し
つ
つ
、
日
本
語
の
論
理
性
や
日
本
文
化
の
言
語
的
特
性
に
関
説
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
所

論
の
妥
当
性
を
テ
ス
ト
し
た
い
、
と
い
う
グ
戸

l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
の
た
っ
て
の
御
希
望
も
あ
っ
て
、
昭
和
五
九
三
九
八
四
)
年
九
月
一
一
一
日
(
金
〉
、

北法35(6・56)744 



言語と法 (Spracheund Recht) 

北
海
道
大
学
法
学
部
に
お
い
て
催
さ
れ
た
法
学
会
の
席
上
、
あ
ら
た
め
て
講
演
し
て
戴
い
た
次
第
で
あ
る
(
当
日
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
討
論
の
内
容
も

含
め
て
、
本
誌
前
号
一
四

O
頁
以
下
に
あ
る
訳
者
の
筆
に
な
る
法
学
会
記
事
を
参
照
さ
れ
度
い
)

0

そ
の
後
、
大
幅
に
手
を
加
え
た
上
で
、
∞
ぬ
吋
出

E
L

の
HD由
同
乙

ι"
宮
2
Z
Cロ
ι
o
r
D
5
2
Z
ι
2
阿
川

2
Z
3
0川
崎

-znrロロ開祖

Hug-ωω
・
同
色
l
H
g
に
、
同
書
の
第
一
三
章
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

本
翻
訳
は
、
基
本
的
に
、
当
日
の
講
演
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た

T
ユ
丘

g
N
O
F
S問
所
収
の
本
文
に
拠
っ
て
い
る
。
但
し
、
講
演
会
の
席
上
、
教
授
御
自

身
が
指
示
さ
れ
た
訂
正
な
ら
び
に
補
足
説
明
は
、
能
う
限
り
、
こ
れ
を
生
か
し
、
そ
の
旨
を
訳
註
で
明
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
他
方
、
時
間
の
制
約
か
ら

当
日
は
省
略
さ
れ
た
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
訳
出
し
、
特
に
断
わ
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
単
行
本
と
の
異
同
は
、
気
の
つ
い
た
限
り
で
で
は
あ
る
が
、
や

は
り
訳
註
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
但
し
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
本
文
だ
け
に
限
り
、
主
と
し
て
参
考
文
献
の
補
充
に
由
来
す
る
原
註
の
異
同
は
、
一
切
、
こ

れ
を
無
視
し
た
l

|
尤
も
、
単
な
る
文
献
註
に
と
ど
ま
ら
な
い
内
容
的
な
註
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

本
文
中
の
(
〉
は
、
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
の
繰
り
返
し
的
説
明
で
あ
り
、
一
方
、
同
じ
く
〔
〕
は
、
補
充
的
説
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

後
者
内
の
語
句
は
、
当
該
〔
〕
を
含
む
本
文
と
一
続
き
の
文
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
読
み
下
し
て
戴
け
れ
ば
、
倖
で
あ
る
。
原
文
に
あ
る
(
)
と
筆
者

が
付
し
た
ハ
)
と
の
区
別
は
、
原
則
と
し
て
、
断
わ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
原
註
と
訳
註
を
別
々
に
纏
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
両
者
を
一
括

イ
タ
リ
ッ
ク

し
て
、
対
応
す
る
本
文
の
流
れ
に
従
っ
て
、
順
に
こ
れ
を
配
列
し
た
。
も
う
一
つ
、
原
文
で
は
、
人
名
は
斜
字
体
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ

れ
で
一
貫
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、
単
行
本
の
方
で
は
、
註
は
別
段
、
本
文
で
は
正
立
活
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
翻
訳
で
は
、
全
て
通
常
の
活
字

で
印
刷
し
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
訳
文
作
成
に
際
し
て
は
、
特
に
、
本
学
部
助
教
授
小
川
浩
三
氏
の
御
力
添
え
を
賜
っ
た
。
ま
た
本
翻
訳
を
こ
の
よ
う
な
形
で
公
表
す
る
に
つ
い

て
は
、
グ
ロ

l
ス
フ
ェ
ル
ト
教
授
な
ら
び
に
同
教
授
の
来
日
を
企
画
し
主
導
さ
れ
た
一
橋
大
学
法
学
部
教
授
久
保
欣
哉
先
生
の
覚
大
な
御
許
可
と
多
大
の

御
尽
力
、
そ
し
て
本
学
法
学
部
の
五
十
嵐
清
教
授
の
御
世
話
を
恭
け
な
く
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
そ
の
旨
を
こ
こ
に
記
し
て
、
以
上
の
諸
先
生
に
対
し

て
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
度
い
(
昭
和
五
九
年
一

O
月
下
旬
)
。

追
加
三
一

l
一
二
二
頁
の
註
(
お
)
の
う
ち
、
訳
者
に
よ
る
補
足
説
明
の
部
分
の
末
尾
に
、
更
に
以
下
の
文
章
を
追
加
す
る
一

「
な
お
、
『
霊
守
E
U
3
F
4
E
E
m
)』
に
導
か
れ
た
翻
訳
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
(
〉
口
問
5
Z
E
m
)
が
、
ヒ
エ
ロ
ニ

セ
プ
z
r
ウ
ア
ギ
ン
タ

ム
ス
訳
に
対
す
る
七
十
人
訳
の
優
位
性
を
弁
証
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
を
参
照
せ
よ
。
す
な
わ
ち
、

『
聖
書
を
へ
ブ
ラ
イ
諮
か
ら
他
の
言
語
に
訳
し
た
者
が
正
確
で
あ
れ
ば
、
七

O
人
の
翻
訳
者
に
一
致
す
る
し
、
も
し
一
致
し
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
預

北法35(6・57)745 



言
の
深
さ
は
後
者
の
う
ち
に
あ
る
と
信
ず
べ
き
で
あ
る
。
預
言
者
が
語
っ
た
と
き
、
預
言
者
の
う
ち
に
い
た
同
一
の
霊
が
、
七

O
人
の
者
た
ち
が
そ
れ

を
訳
し
た
と
き
、
彼
ら
の
う
ち
に
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
霊
は
、
神
か
ら
の
権
威
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
預
言
者
が
両
方
を
語
っ
た
か
の
よ
う

に
、
他
方
を
語
る
こ
と
も
で
き
た
。
ど
ち
ら
も
同
一
の
霊
が
諮
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
は
同
じ
で
な
く
と
も
、
よ
く
理
解
で
さ
る
者
に
は
明

ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
同
じ
こ
と
を
異
な
っ
た
仕
方
で
諮
る
こ
と
も
で
き
た
。
ま
た
、
あ
る
も
の
を
省
き
、
あ
る
も
の
を
つ
け
加
え
る
こ
と
も
で
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
も
、
こ
の
仕
事
に
は
、
翻
訳
者
が
人
間
の
言
葉
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
奴
隷
的
忠
誠
で
は
な
く
、
む
し
ろ
翻
訳
者
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

精
神
を
満
た
し
導
い
て
い
る
神
の
カ
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
:
・
:
で
フ
ラ
イ
語
の
写
本
に
あ
っ
て
七
十
人
訳
に
な
い
も

の
は
、
神
の
霊
が
翻
訳
者
を
通
し
て
は
語
ろ
う
と
せ
ず
、
預
言
者
を
通
し
て
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
七
十
人
訳
に
は
あ
っ
て
へ
プ
ラ
イ
認

写
本
に
な
い
も
の
は
、
そ
の
霊
が
預
言
者
を
通
し
て
よ
り
も
翻
訳
者
を
通
し
て
語
る
こ
と
を
欲
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
両
者
と
も
に
預
言
者
で
あ
る
こ

と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
・
・
・
」
(
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集

M

「
神
の
国
」
伺
』
(
大
島
春
子
・
岡
野
昌
雄
訳
、
教
文
館
、
一
九
八

O

年
〉
三
五
六
|
七
頁
、
傍
点
和
田
)
。

テ
キ
ス
ト

真
の
翻
訳
は
、
創
造
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
一
言
葉
も
し
く
は
文
章
自
体
の
創
造
力
に
よ
る
。
似
た
よ
う
な
こ
と
は
、

始
ま
る
と
い
わ
れ
る
〔
聖
書
の
〕
『
霊
的
』
解
釈
に
つ
い
て
も
、
指
摘
で
き
よ
う
」
。

演講

オ
リ
ゲ
ネ
ス

(
0
2閣
σ
ロ
2
〉
に
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<Summaries of Contents> 

Sprache und Recht 

vorgetragen von Prof. Dr. Bernhard GROSSFELD* 

ins Japanisch ubertragen 

und b町 ichtetvon Takuro WADA** 

Der Text， dessen japanische Ubersetzung in diesem Heft gezeigt 

wird， beruht auf einem Vortrag， den Herr Prof. Dr. Bernhard 

Grosfeld vor Groninger Studenten in Munster gehalten hat， und ist 

schon in: JuristenZeitung 39 (1984) SS. 1-6 verりHentlichtworden. 

Der Verfasser hat den Aufsatz nachher ausgear beitet und in seinem 

Buch: Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung， J.C.B. Mohr 

CPaul Siebeck) Tubingen 1984， SS. 149-186 als dessen 13. Kapitel 

wiedergegeben. Bei der Herstellung der japanischen Fassung stutzte 

sich der Ubersetzer auf den Text， der in JZ erschienen war. Herr 

Prof. Dr. Grosfeld hat denn prinzipiell diesen Text auch in unserem 

Kollegenkolloquium "Hδgaku-kai“am 21. 9. 1984 vorgelesen. Eine 

H邑lfteder Anmerkungen sind die Fusnoten der JZ-Fassung. Andere 

H証lftestammt vom Ubersetzer. Hier sieht man， wie der Text in: 

Macht und Ohnmacht umgeschrieben worden ist. Ich habe auch 

versucht， Anderungen und Erganzungen， clie der Verfasser beim 

Vortrag gemacht hat， soweit wie moglich wiederzugeben. Die 

Stellen， die beim Vortrag aus zeitlichem Grund wegfallen muβten， 

etymologische Betrachtungen meistens， sind alle hier vorgebracht 

worden. 

Ich mochte hier einige Bemerkungen machen， damit ich dem 

W unsch von Herrn Prof. Dr. Grosfeld， seine Auserungen uber 

* Professor an der Universitat MunsterjBRD (Direktor des Instituts fur 

auslandisches Privat-und Wirtschaftsrecht， Mitdirektor des Instituts fur 

Genossenschaftswesen)， Dr. 

料 Assistentan der juristischen Fakultat der Universitat Hokkaido， Master 

of Law 
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das japanische Sprach-und Rechts1eben durch das Gesprach mit 

japanischen Kol1egen zu testieren und die Tragweite seines Vortrages 

festzusteIlen， einigermasen entgegenkommen wurde. Nehmen wir 

zu巴rstdie Aussage， die man gegen Ende des Vortrages hort: "Je 

schwacher'"…die Durchsetzungsmりglichkeitensind， um so starker 
hangt die Kraft des Rechts von der Uberzeugung der Rechtsgenossen， 

vom Mittragen aus eigenem Antrieb ab“ Wie beim邑lterenund 

mitte1alter1ichen Recht die poetische Form das bewirkt hatte， so trug 

im Rechts1eben der fruheren Neuzeit， namlich der Zeit der Rezeption 

die Autoritat wie die Rationa1itat des romischen Rechts dazu bei， das 

gerichtliche Urteile sich einigermasen geltend machen konnten， auch 

wenn von einem ius certum noch nicht die Rede war. Es ist erst 

im 19. Jh.， wenn das Recht zwingend gilt. Bevor das einheitliche 

Gerichtssystem erst zu der Zeit aufgebaut wird， muste das Recht 

im 18. Jh. immer noch dieりHentlicheRechtsgesinnung uberreden， 

daβes a1s das Recht angenommen werden sol1. Dabei waren die 

sprachiiche Form und Formel im Mittelalter entscheidend. Wir 

sprechenりftersvom "formalen“Charakter des alteren Rechts. Das 

Wort "recht“bedeutete denn im Mittelalter "Gericht“， "gerichtliches 

Verfahr巴n“bzw."richterliches Urteil“. Das Recht bestand haupt-

sachlich aus prozessualen Regeln. Se1bst das Urteil steIlte meistens 

kein materiel1es Rechtsverh忌ltnisfest， sondern bestimmte nur den 

weiteren Verlauf des gerichtlichen Verfahrens， wie das beim 

sogenannten "zweizungigen“Urteil der Fa!l war. Man kann die 

"forma1e“Eigenschaft des mittelalterlichen Rechts aber auch im 

sprach1ichen Zusammenhang， auf den der Vortrag hingewiesen 

hat， verstehen. Die Argumentation des Rechts ist nur aber nicht 

immer auf der forma1en Ebene stehengeblieben. MaterieIle Argu-

mente (r6:rot) werden auch in die "rhetorische“Begrundung der 

Jurisprudenz hineingezogen. Jede rechtliche Aussage (Urteil， 

Gesetz， Vertrag u.a.) braucht nun nicht nur an ihrer Form (Sprache 

bzw. Prozes)， auch an ihrem lnhalt gemessen zu werden. Trotz 

dieser geschichtlichen Vorgange， die wir vielleicht die "Materiali-
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sierung“des ).，6ro<;; (Gedanke/Wort/Recht/ratio) nennen kりnnen，ist 

die Form heute noch das eigentlich-wesentliche Element des Rechts， 

was nicht zu vergessen ist. 

Man kann vielleicht jetzt besser verstehen， daβdas (materielle 

und subjektive) Recht in垣ltererZeit tatsachlich die Sprachschりpfung

gewesen ist， wenn von solchem uberhaupt die Rede sein kann. Es ist 

nichts anders als das， was nach rechtlichem bzw. gerichtlichem 

Verfahren mit bestimmten Worten "gesprochen“wird. Es gibt kaum 

materie11e Rechtsnorm， nach deren der Richter richten kann. Er 

ste11t das Rechtsverhaltnis nicht fest. Vielmehr schafft und setzt er 

es. Hier bleibt kein Raum ubrig fur die Auffassung vom "guten， 

alten Recht“wie sie Fritz Kern einmal fur das Recht deutschen 
Mittelalters nachgewiesen zu haben glaubte. Auch in der Unbe. 

liebtheit der gelehrten Juristen， die wir z.B. von Goethes "Gるtz“

erfahren konnen--also schon im 16. Jh.--， kam es nicht viel 

darauf an， was im Gericht gesprochen werden sol1. Dort scheint es 

eher gestritten zu werden， wer im Gericht sprechen 5ol!. Es handelt 

sich also um kein materiellrechtlich巴s，sondern um das Problem 

des Gerichtsverfassungsrechts. Soweit die rechtsgeschichtlichen 

Uber legungen. 

Wir lesen im Vortrag， daβdie europaische Kultur dazu neige， 

Dinge an-und auszusprechen. "Andere Kulturen verhalten sich 

anders. In Japan sol1 z.B. das Verhaltnis von Gesprochenem zu 

Nichtgesprochenem wie 1: 9 sein， das gesprochene Wort steIlte nur 

die Spitze des Eisbergs menschlicher Kommunikation dar“. Genau 

dasselbe schreibt Herr Prof. Dr. Koya Matsuo， Strafprozeβrecht1er 

an der Tokio-Universitat in der japanischen Zeitschrift: Jurist 823 

(1984) S. 5 am Beispiel der Worter， welche die Jahreszeit sym. 

bolisieren. Solche Wるrter，die als "Kigo“bezeichnet werden， spielen 

sehr wichtige Rolle in japanischen Kurzgedichten， die aus 17 Silben 

bestehen ("Haiku“). Ein "Kigo“symbolisiert neben der Jahreszeit 

auch das Gefuhl des Dichters一一一alsodie ganze Atmosph邑reder 

Jahreszeit， die man eigentlich erst mit 10 bzw. 100 Wortern 
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ausdrucken kann. Nicht bloβim Kurzgedicht， auch in der alltaglichen 

Sprache sprechen die Japaner nicht alles ausdrucklich aus. Sie reden 

eher symbolisch. Das Lebensalter hat in Nachrichten auch邑hnliche

Funktion， wie sie das "Kigo“im "Haiku“hat， um nur ein Beispiel zu 

geben. Wir verstehen vom Lebensalter von jemand ungefahr， zu 

welcher Generation er gehりrt，was fur Erfahrungen 巴rgemacht 

hat， u. a. m.. Herr Prof. Dr. Matsuo nennt Japan das Land der 

"Kigo“， das Land der Kurzgedichte. Die Rechtskultur， die die 

Japaner etwa vor 120 Jahren von Europa ubernommen haben， gehりrt

aber eigentlich der ganz anderen Welt， der Welt der Prosa und 

Langgedichte. So wird das Recht heute noch von meisten Japanern， 

sogar von Juristen als fremd empfunden. 

Wenn wir diesen Gedanken von Herrn Prof. Dr. Matsuo ein 

bischen weiterspinnen wurden， so mussen wir danach fragen， 

welchen Anteil das Recht an japanischem SoziaIleben hat. SpieIt 

es eine groβe oder nur eine geringe Rolle? Steht das Recht auch 

in der gemeinen menschlichen Gesinnung im engen Zusammenhang 

mit den sonstigen Normenkomplexen? Oder macht es ein gesch-

lossenes， von den anderen ganz getrenntes Spezialgebiet? 

Am Schluβmりchteich dem VerIag Paul Siebeck meinen besten 

Dank gelten lassen. Er hat es freundlicherweise genehmigt， diese 

Ubersetzung in Druck zu bringen. Herr Prof. Dr. Bernhard 

Groβfeld und Herr Prof. Dr. Kinya Kubo an der Hitotsubashi-

Universitat in Tokio haben die Genehmigung des VerIags vermittelt 

und viel Muhe gegeben， um diese VerりHentlichungzu err凶 glichen.

Es ist mir groβe Ehre und Freude， daβich mich hier bei ihnen vom 

ganzen Herz bedanken darf. 

Nachtrag: 

Ich habe in der ersten Bemerkung das Recht (im objektiven 

Sinne) als die Technik darzustellen versucht， die die Rechtsstreite 

bewaltigen， indem sie die materielle Frage danach， was richtig sei， in 

die formalen Fragen umformt， n邑mlichin die Fragen danach， wer 

die Sache richten soIIe， wo er das Urteil (das Recht) sprechen soIle， 
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und nach welchem Verfahren die Sache entschieden werden solle. 

Die materiel1e Fragestel1ung ist an und fur sich nur ganz schwer zu 

beantworten. Der Friede kann nur dadurch err巴ichtwerden， d巴r

Partei， welche formal richtig verfahren ist， Recht zu geben. Es ist 

dem Recht nicht wesent1ich， die Frage nach "was“zu beantworten. 

Das ist nur das Ergebnis oder hりchstensdas Ziel des Rechts. 

Wenn das Recht Japanern immer noch fremd ist， 50 bedeutet 

es， das sie die eben geschilderte wes巴ntlich巴 Eigenschaftdes Rechts 

als der Friedenskunst kaum verstehen. Es ist vielleicht unser 

Hauptanliegen nicht， wie wir verfahren sollen， um zu wissen， was 

richtig sei. Was das Recht betrifft， kann man das zuerst aus der 

Tatsache er klaren， das. die europ邑ischeRechtsordnung des ausge-

henden 19. Jhs.， welche Japan rezeptiert hat， kein System der 

actiones mehr war und materielles Recht neben dem Prozesrecht ein 

fur sich geschlossenes Teilsystem des Rechts ausmachte. Es ist 

auch zu vermuten， daβes bei unserem Rechtsdenken vor allem um 

die Disziplinierung des sozialen Lebens durch Gesetze geht. Man 

sollte aber den Grund unserer eigentumlichen Rechtskultur nicht 

nur in der neueren Geschichte， sondern auch in der Tiefenstruktur 

der japanischen Gesinnung 5uchen. Wir wissen， daβdie Sprache 

nach der Zen-buddhistischen Lehre kein Hilfsmittel sei， um die 

Wahrheit wahrzunehmen. Man sol1e sie eher anschauen und fuhlen. 

In dieser mystischen Erkenntnislehre kann der Gedanke eines 

(logischen) Wahrnehmungsprozesses seine Stelle kaum finden・

Vi巴lleichtkるnnenwir jetzt besser verstehen， warum ausgespro・

chenes Wort in japanischer Kultur nur "die Spitze des Eisbergs 

menschlicher Kommunikation“darstellt. Es liegt der Sprache nicht 

so sehr an， was gesagt wird. Es handelt sich eher darum， wie es 

gesagt wird. Die Sprache ist auch ein Prozeβ， etwas auszudrucken、

Was ausgedruckt wird， ist der Sprache aber gleichgultig. Das ist 

nur ihr Ziel. So stehen die Bemerkungen， die ich in meinem Bericht 

gemacht habe， beide miteinander in enger Beziehung. 
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